




はじめに

　男女共同参画社会の実現をめざして、平成20年3月に「日置市男女

共同参画基本計画」を策定し、市民の皆様へ男女共同参画社会実現に

向けての情報提供や男女共同参画の推進施策に取組んで参りました。

　しかしながら、平成28年度に実施した「日置市男女共同参画社会に関する市民意識調査」で

は、様々な場面に固定的な性別役割分担意識が未だ根強く残っており、これらを反映した社会通念

や慣行などが、本来、女性にも、男性にも、多様な選択があるべきはずの様々な活動に主体的に参

画する機会を狭めたり、負担や責任が男女どちらかに偏ることによって様々な問題の解決を困難に

している状況が伺えます。

　近年における社会情勢は、人口減少に入り、少子高齢化の進行による地域コミュニティの変容

や、育児や介護、就労をめぐる問題等が複雑化・深刻化しています。地域では、生活上の困難な課

題を複合的に抱える人の増加が懸念されており、これらの多様なニーズを支える人材育成が喫緊の

課題となっています。

　そのためには、色々な皆様が参画し、その声を反映させていく取組みが重要であり、特に潜在化

している人的資源と捉えるあらゆる分野における女性の参画の拡大が必要です。

　日置市では、これらの社会状況の変化に対応し持続可能な活力ある社会を形成していくために、

市民意識調査の結果などを踏まえた「第２次日置市男女共同参画基本計画」を策定し、「日置市配

偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」と一体的に推進して参ります。

　本計画における男女共同参画の推進は、全庁にわたるあらゆる政策を横断的に推進する戦略的政

策として、改めて市の施策や運営を「男女共同参画社会の形成」という視点から見直し、庁内にお

ける推進体制を強化し促進して参ります。

　本計画の推進により市職員一人ひとりの男女共同参画意識の醸成が図られることは、人権尊重の

理念がさらに深化し、多様化・複雑化する地域課題の解決に向けた対応力を高めるものと考えてお

ります。

　男女共同参画社会の実現をめざし、本計画を着実に推進するためには市と市民、事業者、各種団

体等との協働による取組が重要となるため、今後一層の御理解、御協力をお願い申し上げます。

　本計画の策定にあたり、これまで日置市男女共同参画推進懇話会の皆様に多大な御尽力をいただ

きました。また、市民意識調査にご協力いただきました皆様や、貴重な御意見・御提案をお寄せい

ただきました皆様に心から感謝申し上げます。

平成30年３月　　　日置市長　宮路　高光
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第１章　計画の基本的な考え方
計画策定の趣旨１

第２次　日置市男女共同参画基本計画 第１章　計画の基本的な考え方

　本市では、平成18年度に策定した「ふれあいあふれる健やかな都市づくり」を目指す第１次日置市総

合計画の基本戦略「市民が主役となるまちづくりの推進」のための最重要課題として、男女共同参画社

会の実現を位置づけ、平成20年度から平成29年度までの10年間を計画期間として「日置市男女共同参画

基本計画」を策定しました。

　しかし、平成28年度に行った男女共同参画に関する市民意識調査では、固定的性別役割分担意識※1

や、男女の地位の不平等感が根強く残っているなど、多くの課題が明らかになっています。

　また、人口減少、少子高齢化の進行と労働力人口の減少など社会経済情勢が変化する中、人々が抱え

る生活上の困難や課題はさらに多様化しており、新たな課題への対応が必要になっています。

一方、男女が希望するライフステージ※2の実現を支援するために、平成28年４月から「日置市女性セン

ター」を地域における男女共同参画推進の拠点として機能する施設として運営を始めました。

　さらに、平成29年４月には配偶者からの暴力被害者が身近なところで安心して相談できる被害者の立

場に立ったワンストップの様々な支援を目的に日置市配偶者暴力相談支援センターを設置しました。

　国においては、平成27年９月に男女共同参画社会基本法の個別実施法である「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律」が施行され、同法により市町村に対し女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画の策定が要請されました。

　また、同年12月に閣議決定された「第４次男女共同参画基本計画」においても、社会の多様性と活力

を高め我が国経済が力強く発展していく観点から「あらゆる分野における女性の活躍」を重要な政策目

標として設定しています。

　これまでの本市の取組や、男女共同参画社会の形成に係る社会経済情勢の変化に伴う本市の現状と国

の動向を踏まえ、「第２次日置市男女共同参画計画」（以下「計画」という。）を策定するものです。

※１　固定的性別役割分担意識
　男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、「男は仕事・女
は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等のように、男性、女性という性別を理由として、役割
を固定的に分ける考え方のこと。（国第4次男女共同参画基本計画）

※２　ライフステージ
　人生の一生において節目となる入学、卒業、就職、結婚、出産、子育て、退職等によって区分される生活環
境の段階のこと。
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計画の性格２

第２次　日置市男女共同参画基本計画第１章　計画の基本的な考え方

⑴　男女共同参画社会基本法第14条第３項の規定に基づく「男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての基本的な計画」とし、国の第４次男女共同参画基本計画（平成27年12月策定）を勘

案して策定します。

⑵　男女共同参画社会基本法第14条第３項の規定に基づく男女共同参画社会の形成の推進に関する基

本的な計画です。

⑶　平成29年４月に設置した「配偶者暴力相談支援センター」の機能発揮と関係機関・団体と連携し

た庁内推進体制の整備を図るために「日置市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」と一

体的に推進します。

⑷　計画の「重点目標２」と「重点目標３」を女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第６

条第２項の規定に基づく「推進計画」とし、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を策

定します。

⑸　平成28年度に行った男女共同参画に関する市民意識調査の結果を踏まえ「日置市男女共同参画推

進懇話会」やパブリックコメント等による意見を反映して策定します。

⑹　計画の着実な進行管理（計画の進捗状況の年次毎の評価）を実施するため、「男女共同参画社会

基本法」第15条（施策の策定等に当たっての配慮）に基づき、取り組む施策や事業を適切に策定し

ます。

⑺　市・市民・事業者・各種団体との協働による推進体制の充実を図る計画とします。

基本理念３
　本計画は、「男女共同参画社会基本法」第３条から第７条の基本理念に基づき、本市で生活する全て

の人が、その人権を尊重され、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することにより、多

様性に富んだ活力ある男女共同参画社会の実現を目指します。

⑴　男女の人権の尊重（第３条）

　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差

別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、その他の男

女の人権が尊重されることを旨として、行わなければならない。

⑵　社会における制度又は慣行についての配慮（第４条）

　男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担

等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女

共同参画を阻害する要因となるおそれがあることを考慮して、社会における制度又は慣行が男女の

社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなけれ

ばならない。

⑶　政策等の立案及び決定への共同参画（第５条）

　男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体

（事業者を含む。）における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨と

して、行わなければならない。
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計画の性格２

第２次　日置市男女共同参画基本計画第１章　計画の基本的な考え方

⑴　男女共同参画社会基本法第14条第３項の規定に基づく「男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての基本的な計画」とし、国の第４次男女共同参画基本計画（平成27年12月策定）を勘

案して策定します。

⑵　男女共同参画社会基本法第14条第３項の規定に基づく男女共同参画社会の形成の推進に関する基

本的な計画です。

⑶　平成29年４月に設置した「配偶者暴力相談支援センター」の機能発揮と関係機関・団体と連携し

た庁内推進体制の整備を図るために「日置市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」と一

体的に推進します。

⑷　計画の「重点目標２」と「重点目標３」を女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第６

条第２項の規定に基づく「推進計画」とし、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を策

定します。

⑸　平成28年度に行った男女共同参画に関する市民意識調査の結果を踏まえ「日置市男女共同参画推

進懇話会」やパブリックコメント等による意見を反映して策定します。

⑹　計画の着実な進行管理（計画の進捗状況の年次毎の評価）を実施するため、「男女共同参画社会

基本法」第15条（施策の策定等に当たっての配慮）に基づき、取り組む施策や事業を適切に策定し

ます。

⑺　市・市民・事業者・各種団体との協働による推進体制の充実を図る計画とします。

基本理念３
　本計画は、「男女共同参画社会基本法」第３条から第７条の基本理念に基づき、本市で生活する全て

の人が、その人権を尊重され、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することにより、多

様性に富んだ活力ある男女共同参画社会の実現を目指します。

⑴　男女の人権の尊重（第３条）

　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差

別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、その他の男

女の人権が尊重されることを旨として、行わなければならない。

⑵　社会における制度又は慣行についての配慮（第４条）

　男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担

等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女

共同参画を阻害する要因となるおそれがあることを考慮して、社会における制度又は慣行が男女の

社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなけれ

ばならない。

⑶　政策等の立案及び決定への共同参画（第５条）

　男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体

（事業者を含む。）における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨と

して、行わなければならない。

第２次　日置市男女共同参画基本計画 第１章　計画の基本的な考え方

⑷　家庭生活における活動と他の活動の両立（第６条）

　男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家

族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、

当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行わなければならない。

⑸　国際的協調

　男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮して、男女共

同参画の推進は、国際的協調の下に行わなければならない。（第７条）

基本目標４

　第1次計画策定後の社会情勢の変化や同計画に基づく取組の成果や課題を踏まえ、基本目標に掲げた男

女共同参画社会を実現するため次の7つの重点目標を設定します。

　本計画においては、重点目標の達成に向けて男女共同参画社会基本法の基本理念に基づき、様々な分

野の施策を男女共同参画の視点に立って総合的に展開します。

　本計画に策定された施策は、男女共同参画についての意識啓発や地域における男女共同参画の施策を

はじめ、特に固定的性別役割分担意識が社会の制度や慣行に中立でない影響を及ぼしている事項につい

て、その解消を図るものです。

　このように実施される施策の積み重ねは、施策間の相乗効果を生み、男女共同参画社会の形成が着実

に促進されることになります。

　本計画の中で使用している「男女共同参画の視点」とは、これら５つの理念を踏まえた立場

や観点のことをいい、「男女の人権の尊重」は、“性別にかかわりなく一人ひとりの人権が尊

重される”ことを意味し、男女共同参画社会を形成していく上で、その根底を成す基本理念で

す。

〇　男女共同参画の意識が定着したまちづくり

〇　男女がともに個性や能力を発揮でき、多様性に富んだ活力あるまちづくり

〇　誰もが安心して暮らせるまちづくり

重点目標５

１　男女共同参画社会の形成に向けた教育・学習の推進　　　　　　　　　

２　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大(女性活躍推進計画Ⅰ)

３　男女ともに能力を発揮できる就業環境の整備の促進(女性活躍推進計画Ⅱ)

４　男女の人権を侵害するあらゆる暴力の根絶

５　生涯を通じた男女の健康支援

６　生活上の困難を抱えやすい女性等が安心して暮らせる環境の整備

７　地域コミュニティにおける男女共同参画の推進
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第１章　計画の基本的な考え方

　本計画の期間は、平成30年度から平成35年度までの６年間とします。また、国内外情勢の動向や社

会、経済環境の変化に対応し、必要に応じて見直します。

計画の期間６
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第２次　日置市男女共同参画基本計画 第１章　計画の基本的な考え方

計画の体系７

【基本理念】

◇　男女の人権の尊重　 ◇　家庭生活における活動と他の活動の両立

◇　社会における制度又は慣行についての配慮 ◇　国際的協調

◇　政策等の立案及び決定への共同参画

【基本目標】

〇　男女共同参画の意識が定着したまちづくり

〇　男女がともに個性や能力を発揮でき、多様性に富んだ活力あるまちづくり

〇　誰もが安心して暮らせるまちづくり

①　固定的性別役割分担意識に基づく制度や慣行の見直し

②　学校教育における人権・男女平等教育の推進

③　性の多様性についての理解促進

①　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に向けた環境整備

②　農林水産業・商工業等の自営業の分野における女性の参画の拡大

③　女性の人材育成にかかわる支援

①　雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

②　仕事と生活の調和の実現に向けた取組の促進

③　女性の能力発揮への支援

①　男女の人権が尊重される意識づくり

②　配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援の推進

③　性犯罪・ストーカー行為・セクハラ等への対策及び被害者支援

①　生涯にわたる男女の健康の包括的な支援

②　妊娠・出産等に関する健康支援と性に関する正しい理解の促進

①　ひとり親家庭等が安心して暮らせる環境づくり

②　高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境づくり

③　困難な状況に置かれる若者等の自立に向けた環境づくり

④　外国人が安心して暮らせる環境づくり

⑤　多様なライフスタイルに対応する子育てや介護支援の充実

①　男女共同参画の視点に立った地域コミュニティの形成に向けた基

盤づくりと地域コミュニティ活動の促進

②　男女共同参画の視点に立った防災体制の推進

１　男女共同参画社会の形

成に向けた教育・学習

の推進

２　政策・方針決定過程へ

の女性の参画の拡大

　【女性活躍推進計画Ⅰ】

３　男女ともに能力を発揮

できる就業環境の整備

の促進

　【女性活躍推進計画Ⅱ】

４　男女の人権を侵害する

あらゆる暴力の根絶

５　生涯を通じた男女の健

康支援

６　生活上の困難を抱えや

すい女性等が安心して

暮らせる環境の整備

７　地域コミュニティにお

ける男女共同参画の推

進

重点目標 施策の方向
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社会経済情勢の変化１

第２次　日置市男女共同参画基本計画第２章　計画策定の背景

⑴　人口減少・少子高齢化の進行と労働力人口の減少

　本市の総人口は、昭和20年の84,163人をピークに減少を続け、平成27年国勢調査においては

49,249人、世帯数は19,649世帯となっています。市が合併した平成17年国勢調査と比較すると、

10年間で人口が3,162人(6.04％)減少、世帯数は419世帯（2.1％）の減少となっています。

　将来の人口の推移（日置市人口ビジョン／平成27年10月）では、今後も人口減少は続くものとみ

られ、2060年（平成72年）には総人口が約29,000人と2010年から50年間で約43％減少すると推

計されています。

　また、本市の住民基本台帳による高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の割合）は、平成29年

４月現在32.6％となっていますが、人口ビジョンでは平成72年（2060年）には、「老年人口（65

歳以上）」は11,562人になり、高齢化率は約39.7％となり、「生産年齢人口（15～64歳）」は

14,622人となることから、約1.26人で１人の「老年人口（65歳以上）」を支えることになります。

（人）
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70，000

60，000

50，000

40，000

30，000

20，000

10，000

0
S20

84,163
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15,603 16,376

14,694
11,5628,962

7,205 6,059 4,995 4,125 2,927

52,791 52,411
48,762

44,379

37,866

29,111
31,038 30,595

27,107
23,011

19,047
14,622

S30 S40 S50 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H52 H62 H72

総人口

社会保障・人口問題研究所

による推計値

生産年齢人口（15～64 歳）

老年人口が年少人口を逆転

老年人口が（65 歳以上）

年少人口（0～14 歳）

日置市人口ビジョン　　人口の推移と将来推計

資料：平成 22 年までの人口は国勢調査、平成 27 年以降は国立社会保障・人口問題研究所推計値

　※国立社会保障・人口問題研究所

　　厚生労働省に設置された社会保障と人口問題の政策研究を行う国立の政策研究機関
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（S25 年　　　　  S50 年　　  　　H22 年　　　  　H27 年　　　  　H72 年）

7.1%

54.4%

38.5%

1985 2010 2015 2060

総人口と年齢３区分の推移

年少人口（0～14 歳）　　生産年齢人口（15～64 歳）　　老年人口（65 歳以上）

資料：日置市人口ビジョン　　人口の推移と将来推計

※平成 27 年（2015 年）までは国勢調査、平成 72 年（2060 年）は国立社会保障・人口問題研究所推計値

平成 52 年（2040 年）人口ピラミッドの推移　　日置市人口ビジョン・人口ピラミッドの推移より

19.2%

61.5%

19.3%

29.1%

57.9%

13.0%

31.9%

55.1%

13.0%

39.7%

50.2%

10.1%

65 歳以上の
高齢者 1 人
を生産年齢
人口 1.26 人
で支えるこ
とになる

90 歳以上1,513 644
942 562

1,073 821
1,139 869

990 868
1,077 1,064
1,084 1,012

898 919
867 874

799 791
692 694

651 650
614 608
578 563
555 550
596 629

526 547
477 493
430 454

（人） （人）2,000 2,0001,000 1,0000 0

85-89 歳

80-84 歳

75-79 歳

70-74 歳

65-69 歳

60-64 歳

55-59 歳

50-54 歳

45-49 歳

40-44 歳

35-39 歳

30-34 歳

25-29 歳

20-24 歳

15-19 歳

10-14 歳

5-9 歳

0-4 歳

女性 男性

昭和 60 年と比較して約 2,300 人増加 昭和 60 年と比較して
約 1,300 人増加

昭和 60 年と比較して約 3,600 人減少 昭和 60 年と比較して約 3,700 人減少

昭和 60 年と比較して約 1,100 人減少 昭和 60 年と比較して約 1,000 人減少
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第２章　計画策定の背景

⑵　家族形態等の多様化　

　本市の家族形態は若者や高齢者の単独世帯が増加する一方、夫婦と子ども世帯は減少しており、

１世帯あたりの人員は減少傾向にあります。今後は、世帯数が減少する中、単独世帯が占める割合

が一層高くなることが予測されます。

　また、鹿児島県においての世帯数に占める母子世帯の割合は、父子世帯に比べ高くなっており、

世帯数が平成27年に減少に転じたものの、母子世帯の割合はほぼ横ばいとなっています。

25,000
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15,000

10,000

5,000

0

740,000

720,000

700,000

680,000

660,000

640,000

620,000
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0.0

（世帯） （％）

1,100

900

700

500

一般世帯の推移

一般世帯数、一般世帯に占める母子世帯、父子世帯の割合の推移（鹿児島県）

平成 12 年

1,776
その他世帯 1,571

5.224

13,152

1,423 1,170

5,481

12,714

1,168

970

857

671

5,350

12,963

5，011
単独世帯

13,156
核家族世帯

平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年

資料：平成 27 年国勢調査　国立社会保障・人口問題研究所推計値

資料：平成 27 年国勢調査

一般世帯数　　　　　　母子世帯割合　　　　　父子世帯割合
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0.3 0.3 0.3 0.3
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0.2

1.5 1.6

1.8 1.9
1.9

656,944

687,021

714,413
722,937

727,273
722,372

3世代同居世帯
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第２次　日置市男女共同参画基本計画 第２章　計画策定の背景

⑶　非正規雇用者の増加と貧困・格差の拡大

　鹿児島県の状況において、非正規雇用者の割合は増加傾向にあり、性別でみると、男性に比べて

女性の方が非正規雇用者の割合が高くなっています。

　また、貧困について、全国の状況をみると、平成27年の貧困線（等価可処分所得の中央値の半

分、熊本県を除く）は122万円となっており、「相対的貧困率」※３（貧困線に満たない世帯の割

合、熊本県を除く）は15.6％となっています。特に、大人が一人の世帯では50.8％と、貧困率は高

くなっています。

非正規雇用者の割合の推移〔鹿児島県〕

貧困率の年次推移〔全国〕

※非正規雇用者の割合は、「非正規の職員・従業員」/正規の職員・従業員」+「非正規の職員・従業員」）×100
資料：総務省「就業構造基本調査」
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困
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困
率
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帯
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大
人
が
二
人
以
上
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人

※３　相対的貧困率
　所得中央値の一定の割合（50％が一般的）を下回る世帯が該当します。必要最低限の生活水準が充たされて
いない状態の「絶対的貧困」とは異なり、主に先進諸国における経済格差に基づく貧困を示す指標となります。

（資料）厚生労働省「平成28 年度国民生活基礎調査の概況」
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国の主な動き２

第２次　日置市男女共同参画基本計画第２章　計画策定の背景

⑴　「第４次男女共同参画基本計画」（平成27年12月制定、期間：平成27年から平成37年）

　社会の多様性と活力を高め、わが国経済が力強く発展していくためには、あらゆる分野への女性

の参画の拡大が必要であること、増加する非正規雇用やひとり親等生活上の困難に陥りやすい女性

の実情に応じた支援が必要であること、地域の実情・特性を踏まえた全国各地での主体的な取組が

必要であること等の観点から、改めて男女共同参画社会の実現をわが国における最重要課題と位置

づけた内容です。

【第４次男女共同参画基本計画で改めて強調している視点】

①　女性の活躍推進のためにも男性の働き方・暮らし方の見直しが欠かせないことから、男性中心

型労働慣行等を変革し、職場、地域、家庭などあらゆる場面における施策を充実

②　あらゆる分野における女性の参画拡大に向けた、女性活躍推進法の着実な施行やポジティブ・

アクション（P39※14参照）の実行等による女性採用・登用の促進、加えて将来指導的地位へ成長して

いく人材の層を厚くするための取組の推進

③　困難な状況におかれている女性の実情に応じたきめ細かな支援等による女性が安心して暮らせ

るための環境整備

④　女性に対する暴力の状況の多様化に対応しつつ、女性に対する暴力の根絶に向けた取組を強化

⑤　東日本大震災の経験を踏まえ、男女共同参画の視点からの防災・復興対策・ノウハウを施策に活用

⑥　国際的な規範・基準の尊重に努めるとともに、国際社会への積極的な貢献、我が国の存在感及

び評価の向上

⑦　男女共同参画の実現のために、地域の実情を踏まえた主体的な取組が展開されるための地域に

おける推進体制の強化

⑵　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」　

　女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進するため、活躍の場の提供者である事業主

に対し、女性活躍に関する状況の把握・課題分析・行動計画策定・情報公表の義務付けなどを規定

し、これまで事業主の自主的取組に委ねられてきた男女共同参画社会基本法等に基づくポジティ

ブ・アクションの実効性を高め、男女の実質的な機会の均等を目指し、平成27年９月施行。

⑶　「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（ＤＶ防止法）一部改正

　生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害が適用対象となり、法律名が変更となり

「等」が追加され平成26年１月施行。

⑷　「生活困窮者自立支援法」の施行

　生活保護に至る前段階の生活困窮に対する「第２のセーフティーネット」として、自立支援の強

化を図るために自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給等を内容とした「生活困窮者自立

支援法」を、平成27年４月施行。
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第３章　計画の内容
重点目標１ 男女共同参画社会の形成に向けた教育・学習の推進

（現状と課題）

　男女共同参画社会の形成を阻害する要因の一つに、人々の意識の中に長い時間かけて形成されてきた

固定的性別役割分担意識があります。こうした意識は時代とともに変わりつつありますが、今もなお、

暮らしの隅々の中に根強く残っており、これに基づく社会制度や慣行等が男女の多様な生き方の主体的

な選択に影響を及ぼし、個人の個性と能力の発揮を妨げるおそれがあり、社会経済活力の醸成にも影響

を及ぼしています。

　平成28年度に実施した男女共同参画に関する市民意識調査において、固定的性別役割分担意識につい

て、家庭では、男女がそれぞれ自分の性にかかわる固定的性別役割分担に対する意識が高く、一方、女

性が、議会議員や地域活動の役員になって、政策・企画立案や方針決定の場に女性の意見が反映される

ようになればいいという考え方について85％の男女が肯定しています。さらに、管理職として男性の方

が女性より素質があるということについては、25.5％が肯定的であり、「どちらともいえない」が

44.7％、否定的な回答は28.5％となっています。この様に、地域社会における女性の政策方針決定の場

への参画は進んでいない状況があります。そして、男女の地位について「男性優遇」と感じている男女

が、平成18年度調査よりも全ての分野において増えています。

　このことは、男女が生活の様々な場面で男女の不平等を感じつつ、また、女性の社会参画を希望しな

がら、男女が固定的性別役割分担意識を自ら変えることへの困難な状況があると考えられます。

　そのため、男女共同参画社会の実現に向けた取組の基盤となる市民一人ひとりの男女共同参画につい

ての正しい理解と深まりを促進する教育・学習を学校、家庭、職場、地域などあらゆる分野において推

進し、男女共同参画の視点から見直されるべき社会制度や慣行への気づきと、その見直しに向けた主体

的な行動ができることが、市民の中で広がるようあらゆる機会を捉えた教育・学習の内容等の更なる充

実を図る必要があります。

　また、子どもたちに対する学校教育や家庭教育における取組は、子どもたちの自己尊重感を育むとと

もに、将来を見据えた自己形成につながることから、男女共同参画の視点に立った総合的なキャリア教

育を学校、家庭、地域が一体的に取り組むことが重要です。

　併せて、一人ひとりの男女が主体的に多様な生き方や働き方を選択できるようライフスタイルに応じ

た支援を行う必要があります。

　さらに、性的指向※4や性自認等を理由とする差別や偏見等にかかわる課題も顕在化しており、性の多

様性についての理解促進についても取り組む必要があります。

※４　性的指向
　性的指向とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、具体的には、恋愛・性愛
の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指す。
（国第４次男女共同参画基本計画）

第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

男女の地位の平等感

各分野の男女の地位の平等感

資料：平成 28 年度日置市男女共同参画に関する市民意識調査

資料：平成 28 年度男女共同参画社会に関する世論調査

0％

6.1％

1.2％

7.2％

20.2％

6.4％

7.0％

15.4％

6.6％

7.8％

13.5％

15.1％

10.6％

6.8％

17.6％ 52.8％ 21.8％ 2.8％ 4.6％

26.7％ 47.2％ 10.5％ 7.5％

34.7％ 40.8％ 5.0％ 8.3％

41.5％ 29.7％ 4.1％ 9.0％

66.4％ 2.9％ 14.4％

2.5％

35.7％ 47.4％ 5.9％ 2.4％

0.8％

0.3％

0.6％

0.7％

1.3％

0.4％

60.7％ 15.9％ 4.6％ 8.5％

54.7％ 13.8％ 2.6％ 10.2％

45.9％ 28.6％ 5.3％ 10.4％

32.4％ 34.8％ 8.4％ 14.2％

50.3％ 13.8％ 1.6％ 11.2％

46.3％ 24.7％ 5.4％ 11.5％

15.2％ 57.5％ 5.1％ 17.6％

45.4％ 34.7％ 5.0％ 6.8％
1.1％ 0.9％

0.4％

1.8％

0.3％

0.5％

0.4％

0.7％

0.5％ 3.1％

2.6％

2.3％

3.3％

2.6％

3.1％

3.0％

家庭生活

男性の方が非常に優遇されている

平等である

女性の方が非常に優遇されている

無回答

学校教育の場

職場

政治の場

法律や制度

地域社会の中

社会全体

社会通念、習慣・
しきたりなど

家庭

学校

職場

法律や制度

地域活動の場

社会通念、習慣・
しきたりなど

20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

男　性 女　性
優遇計 優遇計
51.5% 6.1%

16.4% 5.5%

53.5% 7.2%

70.5% 1.9%

38.8% 8.9%

52.9% 5.7%

70.1% 3.3％

67.3％ 5.1％

男　性 女　性
優遇計 優遇計
43.5% 6.7%

16.0% 3.2%

56.6% 4.7%

45.3% 5.7%

33.5% 11.8%

70.4% 3.2%

どちらかといえば男性の方が優遇されている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

わからない

ア）男性の方が非常に優遇されている

ウ）平等

オ）女性の方が非常に優遇されている

イ）どちらかといえば男性の方が優遇されている

エ）どちらかといえば女性の方が優遇されている

わからない
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

男女の地位の平等感

各分野の男女の地位の平等感

資料：平成 28 年度日置市男女共同参画に関する市民意識調査

資料：平成 28 年度男女共同参画社会に関する世論調査
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1.1％ 0.9％
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0.5％

0.4％

0.7％

0.5％ 3.1％
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3.1％
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家庭生活

男性の方が非常に優遇されている

平等である

女性の方が非常に優遇されている

無回答

学校教育の場

職場

政治の場

法律や制度

地域社会の中

社会全体

社会通念、習慣・
しきたりなど

家庭

学校

職場

法律や制度

地域活動の場

社会通念、習慣・
しきたりなど

20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

男　性 女　性
優遇計 優遇計
51.5% 6.1%

16.4% 5.5%

53.5% 7.2%

70.5% 1.9%

38.8% 8.9%

52.9% 5.7%

70.1% 3.3％

67.3％ 5.1％

男　性 女　性
優遇計 優遇計
43.5% 6.7%

16.0% 3.2%

56.6% 4.7%

45.3% 5.7%

33.5% 11.8%

70.4% 3.2%

どちらかといえば男性の方が優遇されている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

わからない

ア）男性の方が非常に優遇されている

ウ）平等

オ）女性の方が非常に優遇されている

イ）どちらかといえば男性の方が優遇されている

エ）どちらかといえば女性の方が優遇されている

わからない

第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容

妻や子どもを養うのは、男性の責任であるという考え方

資料：平成 28 年度日置市男女共同参画に関する市民意識調査

0％

27.1％

そう思う どちらかといえば
そう思う どちらともいえない そう思わない 無回答どちらかといえば

そう思わない

39.6％

17.4％ 40.8％ 29.0％ 3.4％

3.8％

8.4％ 1.0％

39.6％ 13.7％ 2.6％ 0.6％

40％ 22.2％ 3.0％ 6.8％ 0.9％

凡例

全体

男性

女性

10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

女性は結婚したら自分自身のことより、家族を中心に考えるべきであるという考え方

資料：平成 28 年度日置市男女共同参画に関する市民意識調査

0％

12.2％ 32.2％ 32.7％ 7.3％ 14.1％ 1.5％

そう思う どちらかといえば
そう思う どちらともいえない そう思わない 無回答どちらかといえば

そう思わない

11.8％ 28.4％ 36.4％ 7.7％ 14.4％ 1.3％

12.5％ 35.1％ 30.5％ 6.9％ 14.0％ 1.0％

凡例

全体

男性

女性

10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

　男女共同参画の正しい理解が、市民的広がりをもって促

進されるようあらゆる機会を捉えた情報発信や基本法の基

本理念を踏まえた講座を関係各課・機関・団体と連携して

実施します。

　講座の実施に当たっては、多様な立場にある人が参加し

やすい配慮を行います。

　男女共同参画社会の形成の阻害要因である固定的な性別

役割分担意識に焦点を当て、男女共同参画についての理解

を深めるための指導者に対する研修をはじめ、子どもも大

人もともに男女共同参画の醸成が図れるような教育・学習

の内容の充実を図ります。

　地域で男女共同参画を推進する人材を育成するととも

に、地域での人々の暮らしにおける男女共同参画の学習機

会や情報提供による啓発等の活動を支援します。

　生涯学習において、年齢や性別に関わりなく広く市民に

多様な内容で提供される学習・教育は、その結果として市

民の男女共同参画意識に影響を及ぼす場合があるため、学

習内容の企画に当っては固定的な性別役割分担意識を助長

したり、画一的な「男性像」「女性像」「家族像」を強調

するものではないかなどに配慮します。

　学習の実施に当たっては、多様な立場にある人の学習機

会の保障に配慮します。

　あらゆる分野の相談業務の基盤となる一人ひとりの人権

の尊重の浸透を図ることは、ＤＶ等男女共同参画を阻害す

る行為の早期発見に繫がります。そのため、相談を担う市

職員、各種相談員、人権擁護委員、民生・児童委員等への

男女共同参画についての研修の実施等、学習機会の提供と

情報提供等の啓発に関係機関・団体と連携して取り組みま

す。研修の内容及び各種相談については、特に、男女共同

参画社会基本法第３条「男女の人権の尊重」についての確

かな理解に基づくものであるよう配慮します。

　市におけるあらゆる施策の推進が、男女共同参画社会の

形成の促進につながるよう男女共同参画について全庁的な

理解の共有と職員一人ひとりの男女共同参画意識の涵養を

図る職員研修を行います。

広く市民を対象とす

る男女共同参画に関

する普及啓発や学習

機会の提供

男女共同参画社会の

形成に向けた教育・

学習の充実

地域における男女共

同参画の推進を担う

人材の育成と活用

市職員研修の実施

生涯学習による男女

共同参画に関する学

習の推進

各種相談を担う人へ

の男女共同参画につ

いての学習機会の提

供及び情報提供等啓

発の取組

施策の方向①　固定的性別役割分担意識に基づく制度や慣行の見直し

企画課

企画課

商工観光課

市民生活課

福祉課

健康保険課

介護保険課

企画課

関係各課

総務課

企画課

社会教育課

１

番号 具体的施策 内　　容 担当課

２

３

４

５

６
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

　男女共同参画の正しい理解が、市民的広がりをもって促
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本理念を踏まえた講座を関係各課・機関・団体と連携して

実施します。

　講座の実施に当たっては、多様な立場にある人が参加し

やすい配慮を行います。

　男女共同参画社会の形成の阻害要因である固定的な性別

役割分担意識に焦点を当て、男女共同参画についての理解

を深めるための指導者に対する研修をはじめ、子どもも大

人もともに男女共同参画の醸成が図れるような教育・学習

の内容の充実を図ります。

　地域で男女共同参画を推進する人材を育成するととも

に、地域での人々の暮らしにおける男女共同参画の学習機

会や情報提供による啓発等の活動を支援します。

　生涯学習において、年齢や性別に関わりなく広く市民に

多様な内容で提供される学習・教育は、その結果として市

民の男女共同参画意識に影響を及ぼす場合があるため、学

習内容の企画に当っては固定的な性別役割分担意識を助長

したり、画一的な「男性像」「女性像」「家族像」を強調

するものではないかなどに配慮します。

　学習の実施に当たっては、多様な立場にある人の学習機

会の保障に配慮します。

　あらゆる分野の相談業務の基盤となる一人ひとりの人権

の尊重の浸透を図ることは、ＤＶ等男女共同参画を阻害す

る行為の早期発見に繫がります。そのため、相談を担う市

職員、各種相談員、人権擁護委員、民生・児童委員等への

男女共同参画についての研修の実施等、学習機会の提供と

情報提供等の啓発に関係機関・団体と連携して取り組みま

す。研修の内容及び各種相談については、特に、男女共同

参画社会基本法第３条「男女の人権の尊重」についての確

かな理解に基づくものであるよう配慮します。

　市におけるあらゆる施策の推進が、男女共同参画社会の

形成の促進につながるよう男女共同参画について全庁的な

理解の共有と職員一人ひとりの男女共同参画意識の涵養を

図る職員研修を行います。
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番号 具体的施策 内　　容 担当課

２

３

４

５

６

第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容

　学校教育活動全体を通し、一人ひとりが人権尊重と男女

平等の理念を理解し、自ら人権の主体として自尊感情を

もって、その理念が実践できるようより一層の教育・学習

の充実を図ります。

　児童生徒一人ひとりが性別にとらわれることなく、主体

的な進路や職業を選択できる能力・態度を身につけること

ができるよう子どもの頃からの発達段階に応じた総合的な

キャリア教育を推進します。

　次代を担う子どもたちの男女共同参画意識の醸成に影響

を及ぼす教育活動や学校運営全体が男女共同参画の視点で

行われるよう教職員等教育関係者（幼稚園教諭を含む）、

保育士等へ市及び国・県の関係機関等が実施する男女共同

参画の学習機会への参加促進と情報提供を行います。

　性別に焦点を当てた最も身近な人権問題について当事者

意識を持って考える男女共同参画の学習をとおして、子ど
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課、団体等が連携・協働し、学校、家庭及び地域が一体と

なった男女共同参画の理解を深める取組を推進します。

学校教育における人

権尊重と男女共同参

画を推進する取組の

充実

学校教育関係者への

男女共同参画につい

ての学習機会の提供

及び情報提供

子どものころからの

男女共同参画の理解

を深めるための地域

が一体となった取組

多様な選択を可能に

する教育及び能力開

発・学習機会の提供

施策の方向②　学校教育における人権・男女平等教育の推進

学校教育課

学校教育課

学校教育課

教育総務課

福祉課

学校教育課

社会教育課

企画課

地域づくり課

健康保険課

７

８

９

10

番号 具体的施策 内　　容 担当課

　性的少数者（ＬＧＢＴ）であることを理由にした偏見や

差別の解消により、誰もが個人として尊重され、それぞれ

の能力と個性を十分に発揮し、安心して充実した生活を送

ることができるよう性的少数者（ＬＧＢＴ）に関する正し

い情報の提供と理解促進のための啓発に取り組むととも

に、相談に適切に対応します。

　学校においては、教職員の一層の理解促進に努め、日頃

から児童生徒が相談しやすい環境づくりに取り組みます。

性的少数者（ＬＧＢ

Ｔ）への理解の促進

と支援

施策の方向③　性の多様性についての理解促進

企画課

市民生活課

福祉課

学校教育課

社会教育課

11

番号 具体的施策 内　　容 担当課
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重点目標２
政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
女性の職業生活における活躍推進計画　Ⅰ

（現状と課題）

　多様化・複雑化する地域課題の解決に向けて、あらゆる分野の政策・方針決定過程に、多様な立場の

人が参画し、当事者や地域生活者の男女の声を反映させていくことが求められています。

　女性の就業率の増加や地域では多くの女性が地域活動を支え大きな役割を担っているなど、本市にお

いても多くの分野で女性の活躍は徐々に進んでいますが、政策・方針決定過程への女性の参画の状況は

十分ではありません。

　このような状況の背景には、固定的性別役割分担意識等に基づく様々な制度や慣行があり、特に男性

中心型労働慣行は、職業生活や農林水産業・商工業等における女性の活躍の阻害要因となり、男女双方

の生活と仕事の調和を困難にしているとともに、人口減少・超高齢化、社会の多様化に伴い要請される

多様性に富んだ持続可能な経済活力の醸成にも大きな影響を及ぼしています。

　そのため、全ての人が男女共同参画の視点をもって主体的に社会のあらゆる分野に参画していくこと

ができるよう自ら意識・行動を変革させて、固定的性別役割分担意識等に基づく制度や慣行等の見直し

を進めるとともに、女性の力量形成を図り、行政・経済・地域などあらゆる分野における政策・方針決

定過程への女性の参画の拡大に向けた環境の整備に取り組むことが必要です。

第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

政治・経済・地域などの各分野で女性のリーダーを増やすときに妨げとなるもの

資料：平成 28 年度日置市男女共同参画に関する市民意識調査

現時点では、必要な知識や経験などを持つ
女性が少ないこと

女性自身がリーダーとなるくとを希望しな
いこと

上司・同僚・部下となる男性や顧客が女性
リーダーを希望しないこと

企業などにおいては、管理職になると広域
異動が増える事
保育・介護・家事等における夫などの家族
の支援が十分でないこと
保育・介護の支援などの公的サービスが十
分でないこと

長時間労働の改善が十分でないこと

その他（具体的に）

特にない

わからない

無回答

0.0％

11.0％
11.9％

10.6％
10.1％
11.6％

8.9％
9.6％

7.2％
11.7％

13.7％
13.4％
13.9％

8.5％
9.9％

7.6％
20.8％

全体

19.8％
21.6％

16.9％
16.2％
17.6％

1.0％
1.2％
0.8％

3.1％
4.5％

2.0％
3.7％
2.9％
4.2％

1.6％
1.3％
1.2％

5.0％ 10.0％ 15.0％ 20.0％ 25.0％

男性
女性
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第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容

　あらゆる分野の持続可能な組織経営に要請されるダイ

バーシティ※5推進の観点から、その基盤をなす男女共同参

画への男性の理解の浸透を図る必要があります。

　女性の採用・登用に事実上の阻害要因となる固定的性別

役割分担意識に基づく慣行等が実質的な男女間の格差を生

み出しており、その格差の積極的な是正を推進する「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律」についての

普及・啓発を図るとともに、事業所の主体的な取組が促進

されるよう関係課・機関・団体等との連携した学習機会の

提供や情報提供に取り組みます。

　市役所においては、「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律」を踏まえた「特定事業主行動計画」※6に

基づき、女性の職員の登用促進に取り組みます。

　年次毎の調査を行い、数値目標の達成に向けた計画的な

登用を図ります。改選時には、多様な視点が反映されるよ

う人材の固定化に留意し、推薦を依頼する団体への協力要

請や職務指定委員の見直し、公募委員の導入に努めます。

　地域の多様化と持続可能な地域の活力を担うコミュニ

ティづくりへの要請に対応するため、地区公民館・自治会

等における方針決定過程への女性の参画の拡大を図る必要

があります。そのため、固定的性別役割分担意識に基づく

運営のあり方や活動のあり方等慣行の見直しに向けた意識

啓発を図ります。

　農業委員会、農業協同組合等農業団体及び商工会、その

他の商工団体に対して役員等への女性の登用促進について

学習機会の提供及び情報提供等を通じた働きかけを行いま

す。

男性の男女共同参画

に関する理解の浸透

を図る啓発及び雇用

の分野における女性

の参画の拡大を図る

取組の促進

地区公民館・自治会

等地域に根ざした組

織の地域活動におけ

る方針決定過程への

女性の参画の拡大を

図る取組の推進

市の審議会等委員へ

の女性の登用を進め

る取組の促進

農林水産業や商工業

分野における女性の

参画の拡大を図る取

組の促進

市における女性職員

の登用の促進

施策の方向①　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に向けた環境整備

総務課

企画課

商工観光課

総務課

企画課

関係各課

地域づくり課

商工観光課

農林水産課

農業委員会

12

13

14

15

16

番号 具体的施策 内　　容 担当課

※５　ダイバーシティ
　「多様性」のこと。性別や国籍、年齢等にかかわりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる社会のこと
をダイバーシティ社会といいます。

※６　特定事業主行動計画
　自らの意志によって働き又は働こうとする女性が、その思いを叶えることができる社会、ひいては、男女が
ともに、多様な生き方・働き方を実現でき、それにより、ゆとりがあり豊かで活力あふれる、生産性が高く持
続可能な社会の実現を図ることを基本方針とする法律（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）に
よる国や地方公共団体が女性活躍の数値目標を設定し、具体的にそのことを目指す行動計画です。企業等は
「一般事業主行動計画」に基づく取組を行っています。
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

　農林水産業や商工業等自営業においては、就業と生活の

場を同じくする家族経営が多いことから、固定的性別役割

分担意識に基づく就業の慣行が、家庭的役割への女性の負

担を重くし、女性が能力を生かし男性とともに対等なパー

トナーとして経営に参画する機会の阻害要因になっていま

す。そのため男性中心の就業慣行の改善に向けた学習機会

の提供及び情報提供等の啓発に関係機関・団体等と連携し

て取り組みます。

　女性が男性とともに対等なパートナーとして経営に参画

する機会の確保に向けて、女性農業経営士の認定推奨を促

進し、女性の認定農業者とともに関係機関・団体等と連携

して人材育成に努めます。

女性の経営への参画

を促進する就業環境

整備の促進と人材育

成

女性が農業経営に参

画する機会の確保に

向けた人材育成

施策の方向②　 農林水産業・商工業等の自営業の分野における女性の参画の拡大

商工観光課

農林水産課

農業委員会　

農林水産課

農業委員会

18

19

　ＰＴＡ、スポーツ団体、地域づくり活動団体等における

役員への女性の参画促進を働きかけるとともにエンパワメ

ント※７に向けた学習機会の提供・情報提供等を行います。

各種団体・組織等に

おける女性の参画を

進める取組の促進

企画課

社会教育課

学校教育課
17

番号 具体的施策 内　　容 担当課

　女性の将来のキャリアデザイン※８とキャリアアップのた

めの能力開発に係る学習機会の情報提供等を通じた支援を

行います。

　また、市政策への幅広い女性の意見を反映するため、男

女共同参画に係る学習の場からつなげる学習者による女性

の主体的な共同学習と地域づくり活動を行うネットワーク

の構築に向けて関係課と連携し学習機会の提供・情報提供

等の支援を行います。

女性の能力開発及び

ネットワークの構築

とネットワーキング

への支援

施策の方向③　女性の人材育成にかかわる支援

企画課20

番号 具体的施策 内　　容 担当課

※７　エンパワメント
　「ちからをつける」という意味ですが、「よりよい社会へと変えていくちから、責任を持った主体として社
会を築いていくちからを発揮できること」をいう。一人ひとりが当事者として自らの立場で起こる問題に気づ
き、問題の背景にある社会構造を理解し、問題解決のために行動することなど、自分のことは自分で決めると
いう個人的なちからから、政治的・社会的・法的・経済的な力を発揮することを含みます。この概念の核心
は、すべての人が本来持つちからを十分に発揮することのできる社会をつくることにあり、一人ひとりが自分
のちからと尊厳への信頼の回復を図ることを目指しているため、エンパワメントに向けた取組の基盤となるの
は人権への深い理解です。

※８　キャリアデザイン
　一人ひとりにとっての、生涯にわたってたどる全ての生きる軌跡（キャリア）を主体的に設計・再設計（デ
ザイン）していくこと。
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番号 具体的施策 内　　容 担当課

※７　エンパワメント
　「ちからをつける」という意味ですが、「よりよい社会へと変えていくちから、責任を持った主体として社
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は、すべての人が本来持つちからを十分に発揮することのできる社会をつくることにあり、一人ひとりが自分
のちからと尊厳への信頼の回復を図ることを目指しているため、エンパワメントに向けた取組の基盤となるの
は人権への深い理解です。

※８　キャリアデザイン
　一人ひとりにとっての、生涯にわたってたどる全ての生きる軌跡（キャリア）を主体的に設計・再設計（デ
ザイン）していくこと。

重点目標３
男女ともに能力を発揮できる就業環境の整備の促進
女性の職業生活における活躍推進計画　Ⅱ

（現状と課題）

　女性労働者の多くは、出産・育児期に就業を中断することから、女性の年齢階級別労働力率を表す曲

線は、30代を底とするＭ字カーブ※９を描いています。また、子育て期以降の女性の雇用形態は、パート

タイム労働等の非正規雇用の割合が高く、賃金や長期的なキャリア形成を困難にしており、その結果、

職場で経験や知識を蓄積できず、管理職への登用などの機会や待遇に男女間の格差も存在しています。

　一方、男性も長時間労働の常態化により心身の健康を損ねる人が増加するなど、雇用環境の不安定化

と悪化による人権尊重の視点から看過できない様々な問題が生じています。

　これまでの職場優先の組織風土や長時間労働と性別役割分担を前提とした男性中心型の労働慣行は、

男女双方の働き方・暮らし方に様々な影響を及ぼしている状況や、更なる高齢化の進展等を踏まえた介

護離職の防止の面からも改善が必要です。

　就業は、個人の生活の経済的基盤であると同時に自己実現につながるものであり、性別にかかわりな

く、一人ひとりが、個性と能力を十分に発揮することができる就業環境を整備することは、人権尊重の

視点から重要であるとともにダイバーシティの推進による持続可能な社会・経済の活性化という視点か

らも要請されます。

　そのため、男性中心型労働慣行を見直し、雇用の分野における男女の均等な機会の確保や女性の就業

継続や再就職に対する支援などに取り組み、Ｍ字カーブ問題の解消や就業生活における女性の活躍を推

進する就業環境の整備の促進を図ります。

　さらに、性別にかかわらず一人ひとりの生き方、働き方の多様な選択が尊重されるよう子育て・介護

等により離職した人の再就職や起業への支援、商工業等自営業における就業環境の整備を進める必要が

あります。

第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容

※９　Ｍ字カーブ
　日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳代を谷とし、20歳代後半と40歳代後半が山に
なるアルファベットのＭのような形になることをいいます。これは、結婚や出産を機に労働市場から退出する
女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入するという特徴があるためです。
　なお、国際的にみると、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では、子育て期における就業率の低下は
みられません。（国第４次男女共同参画基本計画）
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

男性労働力　　　　　　女性労働力　　　　　　男性労働力率　　　　　　女性労働力率

就業者数

男女が家庭や仕事やその他の生活に自分の意志で積極的にかかわり、いきいきと暮らすことが
できるために必要なこと

資料：日置市男女別就労状況　　平成 27 年国勢調査

資料：平成 28 年度日置市男女共同参画に関する市民意識調査

就業率

全体

男女の役割分担についての社会通念、習慣、しきたりをあらためる
こと

仕事に生活をあわせるという、仕事中心の社会全体の仕組みを改め
ること
男性が家事に参画するライフスタイルについて男女が抵抗感をなく
すこと

家族間で互いの立場を理解し、家事などの分担をするように十分話
し合うこと

家事などについて、性別によらず、身につけることができるように
なること

子どもの頃から、男女の平等や相互の理解・協力についての学習を
充実させること

育児や介護支援の充実など、育児や介護を社会で支える制度を充実
させること

生涯学習の場や学校・職場・地域社会になど様々な場で、男女の人権
尊重と相互理解による男女共同参画についての学習機会を増やすこと

男性も女性も生活面・経済面で自立できるようになること

職場における男女の均等な扱い

労働時間を短縮したり休暇制度を普及させたりすること

自宅でも仕事が出来るように在宅勤務を増やすこと

その他（具体的に）

特に必要なことはない

わからない

無回答

0.0％

9.7％
10.9％

8.7％
6.2％
7.1％

5.5％
9.6％
9.2％
10.0％
10.3％
9.9％
10.6％

9.6％
7.9％

10.9％
6.9％
7.6％

6.4％
4.0％
5.8％

2.6％
2.8％

3.7％
2.2％

6.1％
6.2％
5.9％

3.3％
2.6％
3.8％

9.6％
9.5％
9.8％

0.2％
0.1％
0.3％
0.4％
0.5％
0.4％
1.5％
1.6％
1.4％
0.7％
0.4％
0.6％

19.1％
17.0％

20.8％

5.0％ 10.0％ 15.0％ 20.0％ 25.0％

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

11.4％
14.0％

77.7％
76.8％

95.0％ 96.6％

96.6％

95.6％ 95.1％
93.2％

72.4％

54.3％

41.5％

31.4％

18.8％

7.8％

1.3％

4.2％
11.2％

21.1％

30.7％

43.1％

64.5％

72.0％
76.2％75.4％

70.3％

69.2％
78.1％

96.3％

15
～
19

20
～
24

25
～
29

30
～
34

35
～
39

40
～
44

45
～
49

50
～
54

55
～
59

60
～
64

65
～
69

70
～
74

75
～
79

80
～
84

85
歳
以
上

100.0%

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

人

男性
女性
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

男性労働力　　　　　　女性労働力　　　　　　男性労働力率　　　　　　女性労働力率

就業者数

男女が家庭や仕事やその他の生活に自分の意志で積極的にかかわり、いきいきと暮らすことが
できるために必要なこと

資料：日置市男女別就労状況　　平成 27 年国勢調査

資料：平成 28 年度日置市男女共同参画に関する市民意識調査

就業率

全体

男女の役割分担についての社会通念、習慣、しきたりをあらためる
こと

仕事に生活をあわせるという、仕事中心の社会全体の仕組みを改め
ること
男性が家事に参画するライフスタイルについて男女が抵抗感をなく
すこと

家族間で互いの立場を理解し、家事などの分担をするように十分話
し合うこと

家事などについて、性別によらず、身につけることができるように
なること

子どもの頃から、男女の平等や相互の理解・協力についての学習を
充実させること

育児や介護支援の充実など、育児や介護を社会で支える制度を充実
させること

生涯学習の場や学校・職場・地域社会になど様々な場で、男女の人権
尊重と相互理解による男女共同参画についての学習機会を増やすこと

男性も女性も生活面・経済面で自立できるようになること

職場における男女の均等な扱い

労働時間を短縮したり休暇制度を普及させたりすること

自宅でも仕事が出来るように在宅勤務を増やすこと

その他（具体的に）

特に必要なことはない

わからない

無回答

0.0％

9.7％
10.9％

8.7％
6.2％
7.1％

5.5％
9.6％
9.2％
10.0％
10.3％
9.9％
10.6％

9.6％
7.9％

10.9％
6.9％
7.6％

6.4％
4.0％
5.8％

2.6％
2.8％

3.7％
2.2％

6.1％
6.2％
5.9％

3.3％
2.6％
3.8％

9.6％
9.5％
9.8％

0.2％
0.1％
0.3％
0.4％
0.5％
0.4％
1.5％
1.6％
1.4％
0.7％
0.4％
0.6％

19.1％
17.0％

20.8％

5.0％ 10.0％ 15.0％ 20.0％ 25.0％

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

11.4％
14.0％

77.7％
76.8％

95.0％ 96.6％

96.6％

95.6％ 95.1％
93.2％

72.4％

54.3％

41.5％

31.4％

18.8％

7.8％

1.3％

4.2％
11.2％

21.1％

30.7％

43.1％

64.5％

72.0％
76.2％75.4％

70.3％

69.2％
78.1％

96.3％

15
～
19

20
～
24

25
～
29

30
～
34

35
～
39

40
～
44

45
～
49

50
～
54

55
～
59

60
～
64

65
～
69

70
～
74

75
～
79

80
～
84

85
歳
以
上

100.0%

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

人

男性
女性

第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容

　雇用の分野における募集・採用、配置・昇進の性別を理

由とした差別の禁止や妊娠・出産等を理由とする不利益扱

いの禁止などを規定する「男女雇用機会均等法」やパート

タイム労働者など非正規雇用労働者の雇用条件や雇用環境

の均衡のとれた公正な待遇の確保や正規労働者への転換の

推進等を規定するパートタイム労働法等関係法令や労働環

境の各種課題に関する諸制度の周知・啓発と雇用に関する

各種相談について、適切な対応を行います。

　性別にかかわらず一人ひとりの働く人の健康確保は、男

女とも就業を基盤とするキャリア形成に影響を及ぼすと同

時に生産性の向上の観点からも重要な課題です。常態化す

る長時間労働や複雑な人間関係等により心身の健康に変調

をきたす人が増えている中、健康の問題による就業中断が

その後の生活上のさまざまな困難につながっています。

　事業所等においてはメンタルヘルス等健康確保やセク

シュアル・ハラスメントなどあらゆるハラスメントの防止

に向けた主体的な取組が促進されるよう、学習機会や情報

の提供等の啓発に取り組みます。

　商工業等の自営業において、女性が家族従事者として果

たしている役割が適切に評価され、その貢献に見合う賃金

を確保できるよう経営改善を通じた就業環境の整備と女性

従業者の経営への参画の促進に向けて商工会等との連携に

よる啓発に取り組みます。

　農業分野の家族経営において、経営体としての強化を図

るための家族経営協定の締結の取組が進められています。

　締結に際し、その内容に女性従業者の経済的地位の向

上、妊娠・出産・育児期等生涯を通じた健康確保など女性

の就業環境の整備に係る項目の設置が図られるよう男女共

同参画の視点を踏まえた家族経営協定の普及と締結の促進

に向けて関係機関・団体と連携して取り組みます。

男女の均等な雇用の

機会と待遇の確保及

び非正規雇用労働者

の雇用環境の整備促

進のための関係法令

や諸制度の周知・啓

発

メンタルヘルス等健

康確保やハラスメン

トの防止に向けた啓

発

男女共同参画の視点

を踏まえた家族経営

協定の普及と締結の

促進

商工業等自営業の分

野における就業環境

の整備及び女性従業

者の経営への参画を

促進する啓発

施策の方向①　雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

企画課

商工観光課

総務課

商工観光課

学校教育課

企画課

商工観光課

農林水産課

農業委員会

21

22

23

24

番号 具体的施策 内　　容 担当課
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス※10）

は、個人生活の充実と経済社会の活性化につながるもので

あることについての理解の浸透と市民的気運の醸成を図る

広報・啓発に関係課・機関・団体と連携して取り組みま

す。特に、事業所等における仕事優先の組織風土の改善や

長時間労働の常態化等働き方の見直しと、事業所に対して

育児休業制度や介護休業制度、その他関係法令等の周知と

普及の定着に向けて取り組みます。

　仕事と生活の調和の実現に向けては、特に育児・子育

て、介護と仕事のバランスに多様な困難があり、固定的性

別役割分担意識を背景に職業生活における女性の活躍を阻

害する大きな要因になっています。また、高齢化の進展に

よる男性も含めた介護離職者の増加や晩婚・晩産化による

子育てと介護の負担を同時に担う（ダブルケア）状況への

対応も要請されます。

　そのため、それぞれの人が望む仕事と生活のバランスに

よる多様なニーズに対応する保育・介護に係るサービスの

提供を促進します。

　共働き世帯・専業主婦世帯等、世帯の類型に関わらず、

固定的性別役割分担意識による子育て・介護の負担が、よ

り女性にかかっている現状は、特に職業生活における女性

の活躍推進を阻む要因になっているとともに、男女の個人

としての生き方・働き方の主体的な選択にも影響を及ぼし

ています。そのため、男女ともに家庭的責任を担うことが

できるよう男性の子育てへの参画及び育児休業、介護休

業・休暇の取得の促進に向けた職場優先の組織風土と個々

人の意識改革を図る学習機会の提供・情報提供等の啓発に

関係機関・団体等と連携して取り組みます。

仕事と生活の調和に

関する理解の浸透を

図る啓発と長時間労

働の是正等働き方改

革の促進

仕事と生活の調和を

図る多様なニーズに

対応した保育・介護

サービスの提供の促

進

男性の子育てへの参

画の促進及び育児休

業、介護休業・休暇

の取得の促進に向け

た啓発

施策の方向②　 仕事と生活の調和の実現に向けた取組の促進

総務課

企画課

商工観光課

福祉課

介護保険課

総務課

企画課

25

26

27

番号 具体的施策 内　　容 担当課

※10　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
　誰もが仕事、家庭生活、地域活動、個人の自己啓発など様々な活動を人生の段階に応じて自分の希望するバ
ランスで実現できる状態のこと。目的は、個々人の価値観やライフスタイルを尊重しながら、働きやすい環境
を整備し、チームや組織のパフォーマンスを高め、それによって新しい価値や成果を創り出し続けていくこ
と。
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第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容

　男性中心型労働慣行により能力を発揮・開発される機会

が得られにくい状況に置かれてきた女性がより活躍できる

環境整備の促進を図ることを前提に、働く女性の学習機会

の提供・情報提供などを通じた支援を関係機関・団体等と

連携して行います。

　また、新規就業・再就職希望者に対する情報提供や継続

支援、仕事と生活の両立のための相談や研修機会等を提供

します。

　市役所においては、市職員の女性の能力発揮・開発につ

いて女性の職業生活における活躍の推進に係る「特定事業

主行動計画」に基づき推進します。

　農林水産業の分野において、豊かな地域資源を生かした

コミュニティ・ビジネス※11について、生産と消費双方の

実感を有する女性の６次産業化等への起業支援や男性中

心、世帯単位の傾向になりがちな新規就農に係る施策の実

施にあたって、個人としての女性のニーズにも対応できる

よう男女共同参画の視点での配慮を行います。

　地域における女性の活躍推進は、企業活動、行政、地域

等の現場に多様な価値観や創意工夫をもたらします。その

ため、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく地方

創生に向け、男女共同参画の視点を踏まえた女性の活躍や

起業支援に取り組みます。

女性の能力発揮・開

発や再就職及び新規

就業に関する支援

地方創生等における

女性の活躍推進

農林水産業の女性に

よる起業・コミュニ

ティ・ビジネス等の

支援

施策の方向③　女性の能力発揮への支援

総務課

企画課

商工観光課

農林水産課

農林水産課

企画課

商工観光課

28

29

30

番号 具体的施策 内　　容 担当課

※11　コミュニティ・ビジネス
　地域が抱える課題を人材、施設等の地域資源を活かしながらビジネス的な手法によって解決しようとする事
業のこと。
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重点目標４ 男女の人権を侵害するあらゆる暴力の根絶

（現状と課題）

　誰もが安心・安全に暮らし、自分の生き方を自分で選び取り、人生を豊かに生きる権利があります

が、その基本的な人権を侵害するものとして、様々な暴力があります。

　そのうち、配偶者等からの暴力やストーカー行為、セクシュアル・ハラスメント、性犯罪の暴力の被

害者の多くは女性です。その背景には、女性に対する差別や偏見があり、これらの暴力の根絶を図るこ

とは、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。 

　平成28年度の市民意識調査では、身体的、精神的、経済的、性的暴力を配偶者や親しい異性から受け

た女性の33.6％は「どこ（だれ）にも相談しなかった（できなかった）」と回答しており、暴力が潜在

化している状況があります。

　ハラスメント行為は、職場だけでなく、地域や学校などあらゆる場で起こる可能性があります。

　こうした行為が個人の尊厳を傷つけ、人権にかかわる問題であることの理解を深める取組を推進する

必要があります。

　また、近年は、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）※12など、インターネット上の新

たなコミュニケーションツールの広がりに伴い、子ども・若者が当事者となりやすい性犯罪・交際相手

からの暴力（デートＤＶ）などが問題になっていることから若年層に向けた予防啓発を推進する必要が

あります。

　このような現状を踏まえ、暴力の社会的背景や構造的な問題について正しい理解を深める啓発活動を

実施し、あらゆる暴力を容認しない意識の醸成を図るとともに、配偶者暴力相談支援センターなど相談

窓口の周知と被害者が相談しやすい相談体制の充実を図り、被害者の潜在化の防止に取り組みます。

　また、被害者が子ども、高齢者、障がい者、外国人等である場合は、その背景事情に十分配慮し、被

害者の支援に当たっては暴力の形態や被害者の属性に応じて、きめ細かく対応する視点が不可欠で

す。そのため、関係機関と連携強化を図り、被害者の立場に立った切れ目のない支援を総合的に推進

します。

第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

※12　ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）
　友人・知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提供することを目的とするコミュニティ型のサー
ビスのこと。

女性に対する暴力根絶
のためのシンボルマーク
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第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容

10 歳代や 20 歳代に交際相手から暴力を受けた方または、配偶者から暴力を受けた方で、だれにも相談
しなかった理由（複数回答）

テレビ・新聞・雑誌・雑誌・インターネットなどのメディアにおける性・暴力表現について考えること
（複数回答）

資料：平成 28 年度日置市男女共同参画に関する市民意識調査

資料：平成 28 年度日置市男女共同参画に関する市民意識調査

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、もっとひどい暴力を
受けたりすると思ったから

他人に知られると、これまでどおりの付き合い（仕事や学校、地域
などの人間関係が出来なくなるとおもったから

相談先や相談相手の言動によって不快な思いをさせられると思った
から

家庭や学校で児童・生徒・学生に対し、性別に由来する人権問題や
暴力を防止するための教育を充実させる

職場、学校、地域で大人が性別に由来する人権問題や暴力を防止す
る学習を深める

どこ（だれ）に相談したらよいのかわからなかった

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

相談しても無駄だと思ったから

加害者に「誰にも言うな」とおどかされたから

自分さえ我慢すれば、なんとかこのままやっていけると思ったから

子どもに危害が及ぶと思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

そのことについて、思い出したくなかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

世間全体が悪いと思ったから

その他（具体的に）

その他（具体的に）

メディアを活用して、広報、啓発活動を積極的に行う

被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を周知する

特に必要なことはない

わからない

4.7％
5.7％

4.3％

14.7％
13.2％

15.4％
1.8％

0.0％
2.6％
2.9％
3.8％

2.6％

2.4％
1.9％
2.6％

17.1％
17.0％
17.1％

3.5％
1.9％

4.3％
2.4％
1.9％
2.6％

12.4％
9.4％

13.7％

3.5％
1.9％

4.3％
4.1％

7.5％
2.6％

0.0％
0.0％
0.0％

1.8％
0.0％

2.6％

5.9％
13.2％

2.6％

15.9％
18.9％

14.5％

7.1％
3.8％

8.5％

0.0％ 5.0％ 10.0％ 15.0％ 20.0％

31.3％
30.8％
31.7％

18.7％
20.6％

17.2％

13.5％
14.3％
13.1％

30.0％
28.5％
30.9％

1.8％
1.8％
1.7％

0.6％
0.6％
0.6％

4.1％
3.3％
4.8％

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％ 40.0％

全体
男性
女性

全体
男性
女性
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

　女性に対するあらゆる暴力は、基本的人権を侵害する行

為であり、その背景には性別に起因する偏見・差別等社会

環境によってつくりだされていく人権に係る諸問題があ

り、人権を尊重し、個人の尊厳を傷つける暴力は許さない

意識の醸成を図ります。

　また、子どもの頃から暴力を許さない価値意識の醸成の

取組と問題解決を暴力に頼らないコミュニケーションを身

につける必要があり、その成長過程にかかわる人の影響も

大きいことから家庭・学校・職場・地域などあらゆる分野

における暴力に焦点を当てた人権に対する教育・学習と広

報・啓発活動に取り組みます。合わせて、若者が当事者と

なりやすい性犯罪や交際相手からの暴力（デートＤＶ）の

予防・防止に向けた教育・啓発にも取り組みます。

暴力を容認しない意

識の醸成

安心して相談できる

相談体制の充実

施策の方向①　男女の人権が尊重される意識づくり

総務課

企画課

市民生活課

福祉課

社会教育課

学校教育課

31

番号 具体的施策 内　　容 担当課

　配偶者等からの暴力は、依然として個人的な問題として

捉えられる傾向にあり「どこにもだれにも相談していな

い」被害者の潜在化が課題です。

　そのため「日置市配偶者等からの暴力の防止及び被害者

支援計画」に基づき配偶者等からの暴力の防止及び被害者

の支援に総合的に取り組み、関係機関・団体等との連携の

強化を図ります。

　さらに、適切・迅速に相談から保護へとつながるよう関

係法令や相談窓口の広報周知に取り組みます。

　相談の質の向上を図り、多様な相談ニーズに対応するた

め関係課、支援関係機関・団体等との速やかな連携が図ら

れるよう研修の実施や体制の整備に取り組みます。

　また、相談者へのより良い支援が行えるよう相談員の安

全・ケアに配慮します。

「日置市配偶者等か

らの暴力の防止及び

被害者支援計画」に

基づく総合的施策の

推進と関係機関、団

体等との連携強化

施策の方向②　配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援の推進

企画課

福祉課

企画課

福祉課

32

33

番号 具体的施策 内　　容 担当課
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

　女性に対するあらゆる暴力は、基本的人権を侵害する行

為であり、その背景には性別に起因する偏見・差別等社会

環境によってつくりだされていく人権に係る諸問題があ

り、人権を尊重し、個人の尊厳を傷つける暴力は許さない

意識の醸成を図ります。

　また、子どもの頃から暴力を許さない価値意識の醸成の

取組と問題解決を暴力に頼らないコミュニケーションを身

につける必要があり、その成長過程にかかわる人の影響も

大きいことから家庭・学校・職場・地域などあらゆる分野

における暴力に焦点を当てた人権に対する教育・学習と広

報・啓発活動に取り組みます。合わせて、若者が当事者と

なりやすい性犯罪や交際相手からの暴力（デートＤＶ）の

予防・防止に向けた教育・啓発にも取り組みます。

暴力を容認しない意

識の醸成

安心して相談できる

相談体制の充実

施策の方向①　男女の人権が尊重される意識づくり

総務課

企画課

市民生活課

福祉課

社会教育課

学校教育課

31

番号 具体的施策 内　　容 担当課

　配偶者等からの暴力は、依然として個人的な問題として

捉えられる傾向にあり「どこにもだれにも相談していな

い」被害者の潜在化が課題です。

　そのため「日置市配偶者等からの暴力の防止及び被害者

支援計画」に基づき配偶者等からの暴力の防止及び被害者

の支援に総合的に取り組み、関係機関・団体等との連携の

強化を図ります。

　さらに、適切・迅速に相談から保護へとつながるよう関

係法令や相談窓口の広報周知に取り組みます。

　相談の質の向上を図り、多様な相談ニーズに対応するた

め関係課、支援関係機関・団体等との速やかな連携が図ら

れるよう研修の実施や体制の整備に取り組みます。

　また、相談者へのより良い支援が行えるよう相談員の安

全・ケアに配慮します。

「日置市配偶者等か

らの暴力の防止及び

被害者支援計画」に

基づく総合的施策の

推進と関係機関、団

体等との連携強化

施策の方向②　配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援の推進

企画課

福祉課

企画課

福祉課

32

33

番号 具体的施策 内　　容 担当課

第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容

　生活の平穏を害し、人間の尊厳を傷つける性犯罪・ス

トーカーの被害者に対しては、関係機関との連携を図り、

本人の安全確保を最優先とし、被害者の立場に立った迅

速・的確な支援を行います。

　セクシュアル・ハラスメントは、個人的問題として矮小

化され、潜在化する傾向にあります。男女の上下関係や力

関係など男女が置かれている状況を背景とした社会の構造

的問題であるという理解を広め、その防止啓発や被害者支

援などの取組を総合的に推進します。

性犯罪やスト－カー

被害者への適切な対

応

セクシュアル・ハラス

メント等の防止に向

けた啓発や情報提供

施策の方向③　性犯罪・ストーカー行為・セクハラ等への対策及び被害者支援

福祉課

企画課

福祉課

　安全を確保するため保護する必要がある被害者について

は、関係機関等との連携により一時保護施設への入所等適

切な保護を行うとともに、被害者の関係者や支援者の安全

確保に努めます。

　さらに、被害者が心身の健康を回復するため、関係課・

機関、配偶者暴力相談支援センター等が連携して専門的ケ

アを受けられるようにするとともに、被害者の自立した生

活を支援するための就業、住宅の確保や諸支援制度の利用

等を支援します。

　また、子どもが育つ家庭環境に配偶者に対する暴力が存

在することは、児童虐待にあたり子どもの成長に深刻な影

響を及ぼします。配偶者等に対する暴力によって心理的外

傷を受けている子どもを早期に発見し、関係機関と連携

し、被害を受けている親子の安全確保や心身の回復等を支

援します。

被害者の安全を確保

する対応と心身の回

復と自立への支援及

び家庭内の暴力によ

り心理的外傷を受け

た子どもへの支援

企画課

福祉課

健康保険課

建設課

学校教育課

教育総務課

34

35

36

番号 具体的施策 内　　容 担当課
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重点目標５ 生涯を通じた男女の健康支援

（現状と課題）

　男女共同参画社会の形成にあたっては、性別に関わらず誰もが、その個性と能力を発揮し、あらゆる

分野において主体的に行動するための基盤となる心身の健康に関する取組は重要です。

　そのためには、男女がそれぞれの性にかかわる身体的特徴に理解を深め、心身の健康についての正し

い知識と情報を入手することにより、健康を享受できるよう支援することが必要であり、特に女性にお

いては、妊娠・出産や更年期疾患を経験する可能性もあるなど生涯をとおして男性とは異なる健康上の

問題に直面することについて「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」※13（性と生殖に関する健康と権

利）に基づく十分な配慮が必要です。

　しかしながら、望まない妊娠や若年層を中心とする性感染症の実態等様々な課題があり、その背景に

は性についての正しい理解の浸透と男女が互いの性を尊重する意識不足があります。

　さらに近年は、女性の就業等の増加、晩婚化等婚姻をめぐる変化、平均寿命の伸長等に伴う女性の健

康にかかわる問題の変化に応じた対応が求められています。 

　一方男性は、経済、生活問題や勤務問題、または「男性としてのあるべき姿」に縛られ問題を一人で

抱え込むなど精神的に孤立しやすい傾向があり、男女の生活習慣や意識、就労、生活環境の違いも踏ま

えた健康支援の必要があります。

　そのため、誰もがその生涯を通じて身体的・精神的・社会的に良好な状態を享受した安全・安心でよ

り良い生活を送ることができるよう、男女共同参画の視点に立った生涯を通じた心身の健康に関する支

援を行い、多様なライフサイクルに対応できるよう総合的な施策の展開に取り組みます。

第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

※13　リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
　リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）とは、平成６年度(1994 年度)の国際人口/開発会議の
「行動計画」及び平成７年度(1995 年度)の第４回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」において、「人間
の生殖システム、その機能と(活動)過程の全ての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身
体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされています。
　また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、「全てのカップルと個人が自分たちの子ど
もの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることがで
きるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利」とされ
ています。なお、妊娠中絶については、「望まない妊娠の防止は常に最優先課題とし、妊娠中絶の必要性をな
くすためにあらゆる努力がなされなければならない。」とされています。
（国第４次男女共同参画基本計画）
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第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容

　男女の身体的違いや生活習慣等に配慮し、男女が生涯を

通じて、その健康状態に応じて適切な自己管理を行うこと

ができるよう健康づくりに関する情報や健診（検診）、健

康相談、食育等の機会を拡充します。

　性別に応じた的確な健康支援が受けられるよう普及啓発

に取り組みます。また、女性特有のがんである乳がんや子

宮頚がんの早期発見、予防のための普及啓発、がん検診受

診率の向上に取り組むとともに、男女が受診しやすい環境

整備に取り組みます。

　男女の健康状況や運動習慣が異なることなどを踏まえ、

誰もが運動できる、性別や年代に対応した運動情報や運動

機会の提供に取り組みます。

男女の身体的違いや

ニーズを踏まえた心

身及びその健康につ

いての正しい知識の

普及と情報提供及び

健康づくり支援

性別や男女のニーズ

に応じた健診（検

診）の環境整備

男女の生涯を通じた

健康づくりのため

の、運動習慣の定着

と指導者の育成

施策の方向①　生涯にわたる男女の健康の包括的な支援

健康保険課

学校教育課

健康保険課

地域づくり課

健康保険課

社会教育課

37

38

39

番号 具体的施策 内　　容 担当課

　男女共同参画社会の形成に向けた基盤的課題である「リ

プロダクティブ・ヘルス／ライツ」（性と生殖に関する健

康と権利）についての正しい理解の浸透を図るために、女

性は妊娠や出産をする可能性もあり、生涯を通じて男性と

は異なる健康上の問題に直面することについて、男性を含

め広く市民全体への理解の浸透に取り組みます。

　安心して妊娠・出産ができるように、生活状況・経済状

況・健康管理の支援を充実させるための母子手帳交付や健

診時の保健指導を実施します。

　不妊治療の経済的負担の軽減を図るための助成を行いま

す。併せて、男女からの不妊に対する相談に「リプロダク

ティブ・ヘルス／ライツ」（「性と生殖に関する健康と権

利」の視点に留意して対応するなど関係機関との連携を図

り不妊に関する情報提供に努めます。

リプロダクティブ・

ヘルス／ライツ」

（性と生殖に関する

健康と権利）につい

ての概念の普及啓発

妊娠・出産期におけ

る健康管理の充実や

不妊治療に対する支

援の充実

施策の方向②　　妊娠・出産等に関する健康支援と性に関する正しい理解の促進

企画課

健康保険課

健康保険課

40

41

番号 具体的施策 内　　容 担当課
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

　個人が、自らの将来のデザインを主体的に描き、妊娠・

出産等についての希望を実現することができるよう性に関

して正しい知識を身につけ、適切な行動をとることができ

るようにするため、学校において関係機関と連携して、人

権を尊重し、男女平等を基盤とする男女共同参画の視点に

立った教育の充実を図ります。

　また、エイズ等の性感染症の罹患率、人口妊娠中絶の実

施率等の動向を踏まえつつ、若い男女を中心に予防に関す

る情報提供等の啓発に取り組みます。

性に関する正しい知

識の普及

健康保険課

学校教育課
42
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重点目標６
生活上の困難を抱えやすい女性等が
安心して暮らせる 環境の整備

(現状と課題）

　平成28年度に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」において、生活の中での不安や悩みに

ついて尋ねたところ、「特になかった」と回答した人はわずか5.5％であり、ほとんどの人が何らかの複

合的な悩みを抱えていることが分かりました。

　非正規雇用労働者やひとり親家庭等、生活上の困難を抱える人の増加がみられる中、女性は出産・育

児等により就業を中断する人や非正規雇用労働者が多いこと賃金等の処遇に男女格差があること配偶者

等からの暴力やセクシュアル・ハラスメントの被害により社会生活に支障をきたすことなどで、特に、

相対的貧困率は、高齢者単身女性世帯と母子世帯で最も高くなっており、男性に比べて貧困など生活上

の困難に陥りやすくなっています。

　また、無自覚・無意識による性別ゆえの偏見や対応により、直面する様々な生活上の困難に置かれる

場合があり、障害のある女性や外国人の女性などは、女性であるということで困難を複合的に抱える場

合が少なくありません。

　さらに若年層においても、社会的孤立や未就労、非正規雇用による貧困の問題が深刻化しており、そ

の要因として、女性のみならず男性にも厳しい雇用環境が拡大していることや、男性の単身世帯や父子

世帯、介護中の男性の中には、地域からの孤立等の問題を抱える人もおり、この状況は今後さらに深刻

化する傾向にあることが心配されますが、これらの背景には、固定的性別役割分担意識に基づく男性の

地域や家庭との関わり方や仕事優先の働き方があります。

　家族形態の多様化等への対応は、団塊世代の全ての人が後期高齢者となる2025年（平成37年）に向け

ても喫緊の課題であり、生活上の困難や課題に直面している人が、安心して暮らせるためには、多様な

家族形態やライフスタイルを認め合う意識の醸成や、男女共同参画の視点に立ったきめ細かな自立支援

施策の展開等による環境整備が求められます。

第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

１年間の生活の中での不安や悩みについて（複数回答）

資料：平成 28 年度日置市男女共同参画に関する市民意識調査

雇用・転職・再就職など仕事について

生活費・借金などお金について

病気・障害など身体の健康について

ストレス・うつなど心の健康について

恋愛や結婚について

育児・子育てについて

介護・看護について

妊娠・出産に関することについて

自分や家族の将来について

配偶者からの暴力に関すること

職場での問題について（人間関係、労働条件、労働環境など）

就業におけるキャリアアップ・能力開発に関すること

地域での人間関係や活動に関すること

防災に関すること

自分の生き方に関すること

自分でもよくわからないもやもやとした気持ち

その他（具体的に）

特になかった

無回答

セクシャルハラスメント・パワーハラスメントなどに関すること

夫婦・親子など家族間の人間関係について

6.8％
7.4％
6.5％

9.2％
9.2％
9.4％
10.7％

14.3％
5.4％
6.6％
6.6％
6.6％

2.2％
2.8％

1.9％
5.1％
4.0％

6.0％
4.3％

2.8％
5.5％
6.4％
6.8％

6.0％
1.2％
0.9％
1.5％

13.1％
12.8％
13.4％

0.3％
0.3％
0.3％
0.6％
0.5％
0.7％

6.4％
6.2％
6.7％

1.4％
1.3％
1.5％

5.2％
6.1％

4.5％
3.1％

4.3％
2.4％

6.8％
6.6％
6.8％

3.5％
3.0％
3.9％

0.6％
0.5％
0.7％

5.5％
5.4％
5.6％

0.9％
1.0％
0.5％

0.0％ 5.0％ 10.0％ 15.0％ 20.0％

全体
男性
女性
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第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容

　ひとり親家庭は、経済、子どもの教育、健康面等で生活

上の困難や課題を抱えやすく、仕事と家庭の両立も難しい

ことなどから、個々の状況に応じた子育て、就業、経済面

等の総合的な支援が要請されます。特に女性は、出産・育

児等により就業を中断する人や非正規雇用者が多く経済的

に困窮しやすいこと、男性は、固定的性別役割分担意識に

基づく地域との関わり方や仕事優先の働き方により、地域

から孤立しやすいことなどに配慮します。

　また、ひとり親家庭等の自立を促進するため、各種助成

等についての情報提供、助言・支援を行います。

ひとり親家庭等への

生活支援及び自立支

援

施策の方向①　ひとり親家庭等が安心して暮らせる環境づくり

福祉課
43

番号 具体的施策 内　　容 担当課

　年齢に関わりなく働き続けられる社会の実現に向けてシ

ルバー人材センター等を通じた身近な地域で生きがいを

もって安心して就業できる多様な機会の提供を図ります。

　支援にあたっては、一人ひとりの高齢者の現状は若い時

期からの社会における固定的性別役割分担意識に基づく制

度や慣行の影響を大きく受けていることを踏まえた上で、

それぞれの人の生活実態や価値観、自らの状況に対する認

識、身体的機能等の違いに配慮します。

　高齢者が不安を抱えず安心して暮らせるよう高齢者の孤

立化の防止に向けて地域コミュニティと連携するなど地域

全体で高齢者を見守る支援体制の整備を図るとともに、高

齢者の社会参加を促進する生きがいづくりを支援します。

その際、高齢男女のニーズを踏まえて一人ひとりの生活実

態の違いに配慮します。さらに、高齢者の安心・安全に配

慮した道路や公共施設の社会基盤整備等に男女共同参画の

視点による高齢者に優しい生活環境の整備を進めます。

高齢者の就業促進の

支援

性別にかかわりなく

個人としてのニーズに

配慮した高齢者の自

立に向けた生活支援

施策の方向②　高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境づくり

商工観光課

農林水産課

地域づくり課

福祉課

健康保険課

介護保険課

建設課

44

45

番号 具体的施策 内　　容 担当課
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

　高齢者や障がいのある人の人権を尊重し、男女の身体的

特徴の違いに配慮した介護予防対策、介助サービスの提供

等をとおして介助・介護の質の向上を図ります。また、広

く男女を対象に介助・介護知識、技術の普及を図るととも

に、住民参加を基本とする地域の支え合いの仕組みづくり

を進め、家族等の負担軽減に努めます。その際、地域から

孤立する家族等へ配慮し、介助・介護に必要な家事等に困

難を抱えていたり、地域との関わりが希薄であるため支援

を求めることができない状況にある男性家族等への対応に

も留意します。

　「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」

及び「障害者総合支援法」を踏まえ、障がい者が、必要と

する支援を受けつつ、自立と社会参画の実現を図っていく

ことを基本として、障がい者の就業支援や相談支援など地

域生活支援の提供体制の整備を進めます。その際、障がい

に加えて、性別を起因とする複合的な困難な状況について

留意します。さらに、障がいのある方の安心・安全に配慮

した道路や公共施設等の社会基盤整備等に男女共同参画の

視点を立てて障がいのある方に優しい生活環境の整備を進

めます。

男女の身体的特徴や

性別に配慮した介護

等に係る取組など人

権を尊重する介護の

質の向上の促進

障がいのある人の性

別にかかわりなく個

人としてのニーズに

配慮した自立支援と

生活環境の整備

福祉課

健康保険課

介護保険課

福祉課

建設課

46

47

　中途退学者や未就職卒業者、フリーターを含む非正規雇

用で働く若者やニート・ひきこもり等困難な状況にある若

者が増加している背景には、固定的性別役割分担意識を背

景に、男女によって社会や家族の期待や求める役割が異な

ることが抑圧的に働いていることがあります。困難な状況

である若者等が、自立に向けて社会生活を円滑に営むこと

ができるよう関係機関・団体等、多様な主体間の連携によ

り、複数の支援を組み合わせて行うなど一人ひとりの実情

にあった切れ目の無い支援に取り組みます。支援にあたっ

ては、性別にかかわらず多様な生き方・働き方を尊重し、

個人の個性や能力が発揮できるよう配慮します。その

際、特に女性については「家事手伝い」として括られる

ことによりこれらの問題が潜在化する傾向にあることに

留意します。

困難な状況にある若

者等の自立に向けた

切れ目の無い支援と

若者の自立に向け

た力を高める取組

の推進

施策の方向③　困難な状況に置かれる若者等の自立に向けた環境づくり

福祉課48

番号 具体的施策 内　　容 担当課
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第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容

　多言語による生活情報等について、ホームページや印刷

物の設置により広く提供するとともに、国際交流員や関係

団体との連携のもと、生活等に関する相談に対応します。

　また、地域に暮らす外国人の女性等が地域の一員として

積極的に参画できるよう相互理解と交流を促進します。

地域に暮らす外国人

に対する情報提供や

相談体制の充実及び

交流の促進

施策の方向④　外国人が安心して暮らせる環境づくり

総務課

企画課
49

番号 具体的施策 内　　容 担当課

　男女とも子育てや介護などに関わりながらの「仕事と生

活の調和」の実現は、男女共同参画社会の基盤です。家族

形態が多様化する中、固定的性別役割分担意識に基づく制

度や慣行により、子育てや介護などの負担が生活に影響を

及ぼし、不安を抱えて孤立するなど困難な状況に置かれる

人が増加する傾向にあります。子育てや介護等について、

地域社会全体で支え合い、支援するための取組を関係機

関・団体と連携して進めます。

　さらに、社会状況の変化に伴い、生活上の困難を複合的

に抱える相談者が適切な相談が受けられるよう各種相談窓

口において多面的な視点で対応します。

地域社会全体で子育

てや介護等を支える

取組の促進

施策の方向⑤　多様なライフスタイルに対応する子育てや介護支援の充実

地域づくり課

福祉課

健康保険課

介護保険課

社会教育課

学校教育課

50

番号 具体的施策 内　　容 担当課
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重点目標７ 地域コミュニティにおける男女共同参画の推進

（現状と課題）

　男女共同参画社会の形成にあたっては、人々にとって最も身近な暮らしの場である地域での取組が重

要ですが、平成28年度の市民意識調査では、依然として固定的な性別役割分担意識が根強くあり、それ

に基づく慣習・慣行が方針決定の場への女性をはじめとする多様な人の参画を阻む要因となっています。

　一方、人々の暮らしの基盤となる地域生活には、行政サービスのみでは対応が難しい多様で複雑な生

活上の困難を抱える人が増えている現状があり、住民による「共助」の力として、地域コミュニティに

期待される役割は大きくなっています。

　しかし、地域コミュニティにおける組織が、慣行や性別による固定的な役割分担意識に基づき運営さ

れると、住民の家族形態やライフスタイルの多用化等に伴う地域社会の変容への対応が困難になり、若

い世代や単身者等の地域との関わりが希薄化するだけでなく、地域活動への参加の機会を阻む要因にも

なりかねません。

　また、災害が発生すると、平時の固定的性別役割分担意識が強化され、男女で異なるニーズや状況が

配慮されないことなどが、被災者をさらに困難な状況に追い込み、その回復や復興を遅らせることがあ

ります。そのため、男性中心の防災分野に女性の参画を拡大するとともに、男女共同参画の視点を取り

入れた防災体制を確立するよう取り組む必要があります。

　今後、「公助」のみでは担いきれない地域課題の解決に向けた地域コミュニティにおける様々な「共

助」の取組を、確かな地域力の向上と持続可能な地域社会の実現に繋げていくためには、性別や年齢、

障がいの有無等を越えて、様々な立場を生きる人々がともに生きていくことを支えるといった人権尊重

と男女平等を基盤とする男女共同参画の視点に立った「協働」による取組が必要です。

第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

地域活動に参加しているお気持ちについて

資料：平成 28 年度日置市男女共同参画に関する市民意識調査

11.1％

13.4％

9.8％ 36.9％ 16.2％ 3.4％ 33.7％

33.2％ 13.4％ 3.8％ 36.1％

35.4％ 15.0％ 3.5％ 35.0％

0％

生きがい・やりがい
を感じている

負担に感じつつ
参加している その他（具体的に）

生きがい・やりがいを
感じることもあるが、
負担に感じることもある

無回答凡例

全体

男性

女性

10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
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第２次　日置市男女共同参画基本計画 第３章　計画の内容

地域の活動で，次のような雰囲気や慣習がありますか

資料：平成 28 年度日置市男女共同参画に関する市民意識調査

子どもがいない世帯や、一人住まいの世帯、独身者が参加しづらい
雰囲気がある

女性や若い人は、男性や年長者の意見に従う方がよい（従うものだ）
という雰囲気がある

団体の長や代表などについては男性がなるほうがよい（なるものだ）
という雰囲気がある

会議等で女性が自分の意見を発言することに対して批判的な雰囲気
がある

女性は様々な役割や仕事の経験を積む機会から遠ざけられている雰
囲気がある

様々な役割分担の責任者には男性が就き、女性は補佐役につくこと
が多い

自治会・PTAなどの役員名簿には夫の名前を載せるが、実際には妻
が役割をはたしていることが多い

会合や行事の湯茶・食事の準備や後片付けは女性の役割という雰囲
気がある

地域での生活に関わる事柄について、互いに助け合うために、自分
ができることで貢献しようとする意識があまりない

地域のために習慣を見直すなど、変革を求める人を煙たがる雰囲気
がある

女性が役職に就きたがらない

特にこのようなことはない

無回答

全体
男性
女性

0.0％

7.9％
8.0％
8.0％

9.9％
9.0％
10.6％

9.9％
11.9％

8.4％

2.5％
1.9％
2.9％

1.7％
2.0％
1.4％

9.0％
11.0％

7.6％

14.2％
13.1％

15.2％

9.3％
9.6％
9.0％

19.9％
17.3％

22.2％

4.6％
4.5％
4.4％

4.3％
5.0％
3.7％

3.7％
4.3％
3.3％

3.1％
2.4％
3.4％

5.0％ 10.0％ 15.0％ 20.0％ 25.0％
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第３章　計画の内容

　地域で男女共同参画を推進する人材を育成するととも

に、地域での人々の暮らしにおける男女共同参画の学習機

会や情報提供による啓発等の活動を支援します。

　地域の多様化と持続可能な地域の活力を担うコミュニ

ティづくりのため、地区公民館・自治会等における方針決

定過程への女性の参画の拡大を図る必要があります。その

ため、固定的性別役割分担意識に基づく運営・活動のあり

方等慣行の見直しに向けた意識啓発を図ります。

　地域における防犯活動や子育て支援・高齢者見守りなど

地域住民の「共助」が要請される多様な地域課題に対応す

るため、住民自治に根差した地域住民間の交流と地域協働

を促進し、多様な生活形態、家族形態を包含する地域コ

ミュニティ構築に向けて、そのあり方について男女共同参

画の視点が反映されるよう学習機会の提供や情報提供等の

啓発に取り組みます。

　多様化・複雑化する地域課題解決に向けた地域づくりに

は、「男女共同参画の視点」と「協働」の手法の活用が必

要です。また、地域づくりを担う主体として重要な自治会

やＮＰＯ等における地域づくりのリーダーの養成も重要な

課題です。そのため、県・関係機関・団体等と連携・協働

し地域づくりに関する研修の実施など学習機会の提供に取

り組みます。

地域における男女共

同参画の推進を担う

人材の育成と活用

男女共同参画の視点

に立った人々の安

全・安心に係る活動

の推進

「男女共同参画の視

点」と「協働」の手

法を活用した地域づ

くりに関する学習の

推進

地区公民館・自治会

等地域に根ざした組

織の地域活動におけ

る方針決定過程への

女性の参画の拡大を

図る取組の推進

施策の方向①　男女共同参画の視点に立った地域コミュニティの形成に向けた基盤づくりと
　　　　　　　地域コミュニティ活動の促進

企画課

地域づくり課

地域づくり課

地域づくり課

地域づくり課

3
（再掲）

15

51

52

（再掲）

番号 具体的施策 内　　容 担当課

　地域の防災向上を図るため、地域における生活者の多様

な視点を反映した防災対策の実施に向けて、地域防災に関

する対策・方針決定過程及び自主防災組織への女性の参画

の推進を図ります。

　また、被災時には男性・女性、子育てをしているものな

ど多様な被災者のニーズに配慮する男女共同参画の視点を

踏まえた避難所運営に努めます。

地域における生活者

の多様な視点を反映

した地域防災におけ

る取組の推進

施策の方向②　男女共同参画の視点に立った防災体制の推進

総務課

消防本部
53

番号 具体的施策 内　　容 担当課
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第４章　計画の推進体制

※14　積極的改善措置（ポジティブ・アクション）
　男女共同参画社会の形成において、社会的・経済的な格差が現実に存在するところでは、法律上抽象的に認
められた「機会の均等」は形式的なものにすぎず、この機会の利用は現実には困難なことも多々ある。個々の
活動の場において少数の性の側が置かれた状況を考慮して、それらのものに現実に機会を利用しうるような実
質的な「機会の平等」が求められる。この実質的な機会の平等を担保するための措置が、積極的改善措置であ
り、女性だけでなく、男性も対象としており、国、地方公共団体の「男女共同参画社会の形成の促進に関する
施策」に必ず含まれまる。
（男女共同参画社会基本法第２条による用語の定義）

第２次　日置市男女共同参画基本計画 第４章　計画の推進体制

　この計画に策定された施策を着実に推進するために、市の推進体制の充実を図り、適切な進行管理を

行うとともに、国・県その他関係機関等との連携を深め、市民・事業者等との協働による取組を進め

ます。

　市役所全庁にわたって実施する各施策は、男女共同参画社会基本法の基本理念に対応し、男女共同参

画社会の形成に直接影響を及ぼす「基本的施策」と各施策が実施された結果、間接的に影響を及ぼす

「男女共同参画関連施策」とがあります。本計画の「具体的施策」を所管する各課においては、男女共

同参画社会の形成を「促進する」よう、また「阻害しない」よう施策の実施にあたって「男女共同参画

の視点」での「配慮」を行い、本計画の施策を進めます。

市の推進体制の充実１
⑴　日置市男女共同参画推進本部の運営

　男女共同参画社会の形成を目指し、市の男女共同参画関連施策を総合的に推進するため、市長を

本部長とした日置市男女共同参画推進本部を運営するとともに、庁内全課による横断的な体制を構

築（部会等の設置）し、計画を積極的かつ弾力的に進めるための推進体制の整備を図ります。

⑵　男女共同参画推進懇話会の運営

　「日置市男女共同参画推進懇話会設置要綱」に基づき、男女共同参画推進懇話会において、基本

計画の策定、市の施策の進捗状況の確認など、男女共同参画の推進に関する重要事項について調

査・検討を行うとともに、必要に応じて政策の提言を行います。

⑶　積極的改善措置（ポジティブ・アクション）※14の推進

　あらゆる分野への男女共同参画の促進を図るために、戦略的取組を選定するなどより一層の積極

的改善措置（ポジティブ・アクション）の視点を導入し、施策を推進します。

⑷　庁内全課で構成する部会等での定期的な分析・評価の実施

　計画に基づく市の取組を確認するために設定する指標の進捗や各施策の推進状況について、庁内

全課で構成する部会等において定期的に分析・評価を行い、施策を効果的に促進します。
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※15　鹿児島県男女共同参画地域推進員
　県より委嘱されて、県内の各地域において男女共同参画社会の形成に関する理解の浸透を図るために、各地
域の実情や特性を踏まえて地域の中で男女共同参画に関する普及・啓発や県及び市町村の男女共同参画施策に
関する情報の地域への提供、男女共同参画施策の推進への支援・協力など男女共同参画を推進するために必要
な活動を行っている。

第２次　日置市男女共同参画基本計画第４章　計画の推進体制

　計画の進行管理は、計画に基づく施策の実施に当って「男女共同参画社会基本法」に基づき「男女共

同参画の視点」が確実に反映されるよう施策の進行管理を徹底します。

　本計画の数値目標や実施事業の進捗状況について、調査と評価（進行管理）を行い、その結果を庁内

の横断的な部会等で調査・検討し、男女共同参画推進本部において内部評価として集約します。

　この内部評価結果を男女共同参画推進懇話会に報告し、意見を聴取した上でとりまとめた課題につい

て、それら課題に係る事項を所管する課へその改善を要請します。 

　また、男女共同参画の市の取組や進捗状況をとりまとめた年次報告書を作成し、市民に公表します。

連携・協働２

進行管理３

⑴　市民・事業者・各種団体との連携・協働

　男女共同参画社会の形成の促進に向けて、市民をはじめ事業者、各種団体との連携・協働により

地域社会と一体となった取組を進めます。

⑵　国・県・他市町村・関係機関及び県男女共同参画地域推進員※15との連携

　男女共同参画社会の形成の促進に向けては、国や県の動きと連動しながら進める必要があるた

め、この計画の推進に当たって、国・県・他市町村・関係機関との連携による取組を進めます。

　また、鹿児島県男女共同参画地域推進員と連携し、地域における男女共同参画の促進に取り組み

ます。

⑸　男女共同参画を推進する活動拠点の機能充実

　日置市女性センターを男女共同参画推進の総合的な拠点として、広報・啓発、人材の育成、団体

の活動支援、情報提供、相談等の機能の充実を図り、それらの有機的な連携により地域へ効果的に

推進します。

　事業実施に当っては、地区公民館等と連携しながら、女性センターから遠隔地に住む市民の学習

や相談等の機会を確保することに配慮します。

⑹　男女共同参画条例（仮称）の整備 に向けた研究等

　男女共同参画を推進する条例の制定に向けて市の特性や実情を男女共同参画参画推進懇話会とと

もに研究します。

　また、男女共同参画社会の形成についての市の実態把握のために、市民意識調査の実施や男女共

同参画社会の形成の促進に関する情報を収集し、市民へ提供します。
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※15　鹿児島県男女共同参画地域推進員
　県より委嘱されて、県内の各地域において男女共同参画社会の形成に関する理解の浸透を図るために、各地
域の実情や特性を踏まえて地域の中で男女共同参画に関する普及・啓発や県及び市町村の男女共同参画施策に
関する情報の地域への提供、男女共同参画施策の推進への支援・協力など男女共同参画を推進するために必要
な活動を行っている。

第２次　日置市男女共同参画基本計画第４章　計画の推進体制

　計画の進行管理は、計画に基づく施策の実施に当って「男女共同参画社会基本法」に基づき「男女共

同参画の視点」が確実に反映されるよう施策の進行管理を徹底します。

　本計画の数値目標や実施事業の進捗状況について、調査と評価（進行管理）を行い、その結果を庁内

の横断的な部会等で調査・検討し、男女共同参画推進本部において内部評価として集約します。

　この内部評価結果を男女共同参画推進懇話会に報告し、意見を聴取した上でとりまとめた課題につい

て、それら課題に係る事項を所管する課へその改善を要請します。 

　また、男女共同参画の市の取組や進捗状況をとりまとめた年次報告書を作成し、市民に公表します。

連携・協働２

進行管理３

⑴　市民・事業者・各種団体との連携・協働

　男女共同参画社会の形成の促進に向けて、市民をはじめ事業者、各種団体との連携・協働により

地域社会と一体となった取組を進めます。

⑵　国・県・他市町村・関係機関及び県男女共同参画地域推進員※15との連携

　男女共同参画社会の形成の促進に向けては、国や県の動きと連動しながら進める必要があるた

め、この計画の推進に当たって、国・県・他市町村・関係機関との連携による取組を進めます。

　また、鹿児島県男女共同参画地域推進員と連携し、地域における男女共同参画の促進に取り組み

ます。

⑸　男女共同参画を推進する活動拠点の機能充実

　日置市女性センターを男女共同参画推進の総合的な拠点として、広報・啓発、人材の育成、団体

の活動支援、情報提供、相談等の機能の充実を図り、それらの有機的な連携により地域へ効果的に

推進します。

　事業実施に当っては、地区公民館等と連携しながら、女性センターから遠隔地に住む市民の学習

や相談等の機会を確保することに配慮します。

⑹　男女共同参画条例（仮称）の整備 に向けた研究等

　男女共同参画を推進する条例の制定に向けて市の特性や実情を男女共同参画参画推進懇話会とと

もに研究します。

　また、男女共同参画社会の形成についての市の実態把握のために、市民意識調査の実施や男女共

同参画社会の形成の促進に関する情報を収集し、市民へ提供します。

第２次　日置市男女共同参画基本計画 推進体制

日置市男女共同参画基本計画の推進体制
第 2次日置市総合計画

住んでよし　訪ねてよし　ふれあいあふれるまち　日置

男女共同参画社会の形成

第 2次日置市男女共同参画基本計画
鹿児島県
男女共同参画
基本計画

日置市
男女共同参画
推進懇話会

日置市男女共同参画
推進本部

関係各課

総務企画部企画課

国の男女共同
参画基本計画

男女共同参画社会基本法
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

男女共同参画社会の形

成の促進に関する基本

的在り方及び制度化に

関する重要事項につい

て調査・検討

国・鹿児島県

他市町村・関係機関

　男女共同参画施策の総合

的な企画立案、関係課の事

業の調整、進行管理

男女共同参画推進本部及び

男女共同参画推進懇話会事

務局

連
携
・
協
力

連
携
・
協
力

連携・協力

連携・協力

連携
協働

各種
団体

NPO事業者

市民 コミュニ
ティ

鹿児島県男女共同参画

地域推進員
連
携
・
協
力

連
携
・
協
働

本 部 長　市長
副本部長　副市長
本 部 員　教育長
　　　　　各部局長
　　　　　支所長
　　　　　消防長
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第２次　日置市男女共同参画基本計画第２次　数値目標

第２次　日置市男女共同参画基本計画における数値目標

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

１

１

１

２

２

３

３

３

３

３

４

５

５

５

５

５

７

全

28

28

25

28

28

28

28

28

28

28

28

25

27

27

27

27

28

28

35

35

31

32

35

35

35

35

32

32

35

31

38

38

38

37

35

35

25%～35%

61.9%

21.4%

5.6%

23.1%

21人

29.8%

0人

7.7%

69.2%

73%

90.4%

20.1%

18.5%

68.1%

48.0%

10.8%

37.8%

50%

90%

増加

10%

30%

24人

60%

0人

13%

100%

100%

増加

50%

50%

70%

60%

21%

60%

企画課

企画課

健康保険課

総務課

関係課

農林水産課

企画課

福祉課

総務課

総務課

企画課

健康保険課

健康保険課

健康保険課

健康保険課

健康保険課

総務課

企画課

自分のことが好きな子どもの割合（中学生）

市の審議会等委員への女性の登用率

女性農業経営士の認定者数

保育所等待機児童数

市の男性職員の育児休業取得率

妊娠満11週以内での妊娠届出率

子宮頚がん検診受診率（ 20 歳～ ）

乳がん検診受診率（ 40 歳～ ）

特定健診の受診率

特定保健指導の実施率

防災会議の委員に占める女性の割合

「日置市女性センター」を知っている人の割合

番

　
　号

年
度

年
度

重
点
目
標

設定項目 所管課等
直近値 目標値

数値 数値

「家庭生活」「職場」「地域社会」の各分野で
男女の地位が平等であると思う人の割合

「男女共同参画社会」という用語を知って
いる人の割合

※目標値は主として各担当課策定の計画目標数値及び最終年度

市の管理的地位（ 課長相当職以上）に占める
女性職員の割合（ 一般行政職）

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）
という用語を知っている人の割合

配偶者出産休暇及び育児参加のための
休暇の取得率

「配偶者暴力防止法」（DV防止法）を知って
いる人の割合



− 43 −

配偶者等からの暴力防止及び

被害者支援計画

日置市



− 44 −

　　　　　　　　　　　　 ………………………………………………………………………50

　　　　　　　　　　　　 ………………………………………………………………………51

目　次

第１章　計画の策定にあたって
１　計画策定の趣旨 ………………………………………………………………………………45

２　計画の基本的な考え方 ………………………………………………………………………45

３　計画の性格 ……………………………………………………………………………………46

４　計画の期間 ……………………………………………………………………………………46

第２章　配偶者等からの暴力について 
１　配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス／ＤＶ）とは …………………47

　⑴　配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス／ＤＶ）の形態

　⑵　配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス／ＤＶ）の特徴

　⑶　犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害

　⑷　根底にある男女の不平等な関係

２　配偶者等からの暴力の現状 …………………………………………………………………47

　⑴　配偶者等からの暴力の被害経験

　⑵　配偶者等からの暴力についての相談経験

３　配偶者等からの暴力に対する取組の現状 …………………………………………………48

　⑴　国における取組

　⑵　鹿児島県における取組

　⑶　本市における取組

第３章　計画の体系

第４章　計画の内容

女性に対する暴力　相談窓口 ……………………………………………………………………62



− 45 −

第１章　計画の策定にあたって
日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 第１章　計画の策定にあたって

計画策定の趣旨１

計画の基本的な考え方

〇 基本理念 〇

暴力を許さない、誰もが安心して暮らせるまちづくり
めざすべき姿

２

　配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害ですが、その被害者は、多くの場合

女性であり、男女の不平等な関係が暴力の背景にあります。個人の尊厳を傷つけ、男女平等を妨げる配

偶者等からの暴力は、男女共同参画社会の実現を阻害する行為であり、根絶すべき重要な課題です。そ

のため市民一人ひとりが暴力を許さない社会づくりに努めるとともに国、県及び近隣自治体並びに関係

機関・団体と連携・協力を図り、一体となって配偶者等からの暴力の防止及び被害者の適切な保護に総

合的かつ計画的に取り組むため、「日置市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画（以下「日置

市ＤＶ防止基本計画」という。）を策定します。

〇　全ての人は、安全な環境で安心した生活を送ることができ、自分の生き方を自分で選び取

り、人生を豊かに生きる権利を有しています。

〇　配偶者等からの暴力は、「家庭内の問題」や「個人的な問題」にとどまらず、「社会的問

題」です。

〇　配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む人権を侵害する行為です。

〇　配偶者等からの暴力の被害者の多くは女性であり、その背景には、男女の不平等な関係があ

ることから、その根絶に向けては、人権の確立と男女平等の実現が不可欠です。

〇　配偶者等からの暴力の被害者は、国籍や年齢、障がいの有無を問わずその人権を尊重され、

適切な支援を受けることができる権利を有します。

〇　国、県及び近隣自治体と、連携・協力を図りながら、配偶者等からの暴力を防止するととも

に、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有します。
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第１章　計画の策定にあたって

計画の性格3

計画の期間４

　この計画の期間は、平成30年度を初年度とする平成35年度までの６年間とします。ただし、配偶者暴

力防止法が改正された場合や、国が示した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策

に関する基本的な方針」が見直された場合、新たに盛り込むべき、あるいは改正すべき事項等が生じた

場合には、必要に応じて見直すこととします。

⑴　この計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「配偶者暴力

防止法」という。）第２条の３第３項の規定に基づく市町村基本計画として策定します。

⑵　計画に基づき、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護のために施策を実施するとともに市

民に対して、この計画の趣旨に沿った取組みに理解と協力を求めます。

⑶　配偶者等からの暴力に係る被害者の相談、保護、支援等に職務上関係のある者及び民間の支援機

関は、連携・協力のもと、この計画の趣旨に沿った取組みを積極的に行います。
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第１章　計画の策定にあたって

計画の性格3

計画の期間４

　この計画の期間は、平成30年度を初年度とする平成35年度までの６年間とします。ただし、配偶者暴

力防止法が改正された場合や、国が示した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策

に関する基本的な方針」が見直された場合、新たに盛り込むべき、あるいは改正すべき事項等が生じた

場合には、必要に応じて見直すこととします。

⑴　この計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「配偶者暴力

防止法」という。）第２条の３第３項の規定に基づく市町村基本計画として策定します。

⑵　計画に基づき、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護のために施策を実施するとともに市

民に対して、この計画の趣旨に沿った取組みに理解と協力を求めます。

⑶　配偶者等からの暴力に係る被害者の相談、保護、支援等に職務上関係のある者及び民間の支援機

関は、連携・協力のもと、この計画の趣旨に沿った取組みを積極的に行います。

第２章　配偶者等からの暴力について
日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 第２章　配偶者等からの暴力について

配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス／ＤＶ）とは１
⑴　配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス／ＤＶ）の形態

　配偶者、恋人、同棲相手、元配偶者、以前つきあっていた恋人など、親密な関係にある、または

あった者からふるわれる暴力のことです。配偶者等からの暴力には、殴ったり蹴ったりするなど直

接何らかの有形力を行使する身体的な暴力、心無い言動により相手の心を傷つけるなど精神的な暴

力、嫌がっているのに性的行為を強要するなど性的な暴力、経済力を奪うなど経済的な暴力のよう

に様々な形態が存在します。 

⑵　配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス／ＤＶ）の特徴 

　配偶者等からの暴力は、外部からの発見の困難なところで行われることが多いことや、「家庭内

の問題」、「個人的な問題」という社会的な無理解により潜在化しやすく、周囲も気づかないうち

に暴力が激化ならびに継続化し、被害が深刻化しやすいという特徴があります。 

⑶　犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害 

　配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス／ＤＶ）は、社会的、経済的、肉体的に優

位に立つ者が、立場の弱い者を様々な暴力で支配しようとする行為であり、個人的な問題の範囲を

超え、犯罪となる行為をも含む人権を侵害する重大な社会問題です。 

⑷　根底にある男女の不平等な関係 

　男女の固定的な性別役割分担、経済力の格差、上下関係など我が国の男女が置かれている状況等

により、女性を対等なパートナーと見ない女性蔑視の意識や、夫が妻に暴力をふるうのはある程度

仕方ないといった考え方などが社会の根底にあり、暴力を生み出す背景になっています。

配偶者等からの暴力の現状２
⑴　配偶者等からの暴力の被害経験 

　平成28年度に実施した「日置市男女共同参画社会についての市民意識調査」によると、配偶者等

から暴力を受けた経験が一度でもあると答えた人は、16.7％となっており、約６人に１人が配偶者

等からの暴力を経験しています。また、県警本部による鹿児島県の平成28年中の配偶者暴力事案認

知状況は396件となっており、被害者のほとんどが女性です。

⑵　配偶者等からの暴力についての相談経験 

　平成28年度に実施した「日置市男女共同参画社会についての市民意識調査」によると、配偶者等

から暴力を受けた経験がある女性に、その相談先についてたずねたところ、「どこにも、だれにも

相談しなかった（できなかった）」と回答した人が33.6％と最も高く、暴力が潜在化しやすい傾向に

あることが分かりました。
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第２章　配偶者等からの暴力について

配偶者等からの暴力に対する取組の現状３
⑴　国における取組 

　平成13年４月、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制が整備され「配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下「ＤＶ防止法」という。）が制定され

ました。これにより、配偶者等からの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であると明確

に位置づけられました。また、ＤＶ防止法の規定については、施行後３年を目途として、その施行

状況等を勘案、検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じるという附則に基づき、平成16年及

び平成19年並びに平成26年の3回にわたり改正が行われました。

●平成16年改正●

１　「配偶者からの暴力」の定義の拡大（身体的暴力、経済的暴力や社会的暴力等を含む精神的

暴力、性的暴力）

２　保護命令制度の拡大（保護命令対象→配偶者・元配偶者、接近禁止命令対象→被害者・被害

者と同居する子、退去命令→期間拡大・範囲が住居と住居付近まで）

３　被害者の自立支援を明記

４　国による基本方針の策定

５　都道府県基本計画の策定（義務）

６　市町村で配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすことが可能となる

７　警察官による被害の防止・警察本部長等の援助

８　外国人、障がい者等への対応

●平成19年改正●

１　市町村基本計画の策定（努力規定）

２　配偶者暴力相談支援センターに関する改正（市町村努力義務、被害者の緊急時安全確保の

追加）

３　保護命令制度の拡充（電話等を禁止する保護命令等）

４　裁判所から支援センターへの保護命令の発令に関する通知

●平成26年改正●

１　生活の本拠を共にする交際相手（婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいな

いものを除く。）からの暴力及び被害者を適用対象

２　法律名の変更（「等」を追加）

　「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第２章　配偶者等からの暴力について

配偶者等からの暴力に対する取組の現状３
⑴　国における取組 

　平成13年４月、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制が整備され「配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下「ＤＶ防止法」という。）が制定され

ました。これにより、配偶者等からの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であると明確

に位置づけられました。また、ＤＶ防止法の規定については、施行後３年を目途として、その施行

状況等を勘案、検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じるという附則に基づき、平成16年及

び平成19年並びに平成26年の3回にわたり改正が行われました。

●平成16年改正●

１　「配偶者からの暴力」の定義の拡大（身体的暴力、経済的暴力や社会的暴力等を含む精神的

暴力、性的暴力）

２　保護命令制度の拡大（保護命令対象→配偶者・元配偶者、接近禁止命令対象→被害者・被害

者と同居する子、退去命令→期間拡大・範囲が住居と住居付近まで）

３　被害者の自立支援を明記

４　国による基本方針の策定

５　都道府県基本計画の策定（義務）

６　市町村で配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすことが可能となる

７　警察官による被害の防止・警察本部長等の援助

８　外国人、障がい者等への対応

●平成19年改正●

１　市町村基本計画の策定（努力規定）

２　配偶者暴力相談支援センターに関する改正（市町村努力義務、被害者の緊急時安全確保の

追加）

３　保護命令制度の拡充（電話等を禁止する保護命令等）

４　裁判所から支援センターへの保護命令の発令に関する通知

●平成26年改正●

１　生活の本拠を共にする交際相手（婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいな

いものを除く。）からの暴力及び被害者を適用対象

２　法律名の変更（「等」を追加）

　「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 第２章　配偶者等からの暴力について

⑵　鹿児島県における取組

　平成14年１月に施行した「鹿児島県男女共同参画推進条例」第９条において、配偶者に対する暴

力行為の禁止を明記し、同年、様々な問題を抱える女性の相談対応や保護を行う鹿児島県女性相談

センターを配偶者暴力相談支援センターに指定しました。

　平成18年３月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき、「鹿児島県

配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」を策定し、この計画により、市町村、関係機関等

と連携のもと、配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援の取組みを進め、同年、男女共同参画を

推進する総合的活動拠点である鹿児島県男女共同参画センターを配偶者暴力相談支援センターに指

定し、さらに平成19年には、県内の全ての地域におけるＤＶ被害者の相談・支援体制の充実に資す

るよう、各地域振興局・各支庁の保健福祉環境部を配偶者暴力相談支援センターとして指定しま

した。

　平成19年７月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の改正、平成20年１

月、国の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」の見直

しが行われたことに伴い、これらの改正の内容やこれまでの県の取組み状況等を踏まえて、配偶者

等からの暴力の防止及び被害者の支援のための施策の一層の充実を図るために、「鹿児島県配偶者

等からの暴力の防止及び被害者支援計画」の改定を行いました。

⑶　日置市における取組

　本市では、平成19年10月に福祉課において家庭児童相談員を設置し、夫婦間の暴力の問題につい

て、関係課・機関と連携した相談体制を整備し、対応してきました。

　平成23年４月、慣習による性別役割分担意識に起因する社会の諸問題の解決を図るため、日置市

男女共同参画相談員設置要綱を施行し、専門相談員（非常勤職員）を配置し相談体制の充実に努め

ています。

　さらには、平成29年４月、福祉課内に「日置市配偶者暴力相談支援センター」を開設し、関係

課・機関と連携し、被害者の二次被害の防止、被害者に対する支援の更なる充実を図っています。
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第３章　計画の体系

めざすべき姿
暴力を許さない、誰もが安心して暮らせるまちづくり

重点的に取り組むこと

日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第３章　計画の体系

いかなる場合にも暴力を許さない社会づくりに向けた取組１
⑴　暴力を許さない人権教育・啓発の推進

⑵　配偶者等からの暴力に対する正しい理解の促進

⑶　問題解決を暴力に頼らない教育・啓発の推進

⑷　デートＤＶの防止に向けた教育・啓発の推進

安心して相談できる体制の確立に向けた取組２
⑴　相談体制の整備と充実

⑵　早期発見・未然防止のための仕組みづくり

⑶　被害者の立場に立った関係機関との連携の強化

⑷　支援者の安全確保

被害者の保護と自立に向けた支援への取組３
⑴　被害者の保護と安全確保

⑵　通報・通告制度による被害者の保護

⑶　被害者の安全を守る各種制度の周知と適切な運用

⑷　配偶者等からの暴力のある家庭に育つ子どもへの支援

⑸　被害者の立場に立った生活再建に向けた支援
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第３章　計画の体系

めざすべき姿
暴力を許さない、誰もが安心して暮らせるまちづくり

重点的に取り組むこと

日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第３章　計画の体系

いかなる場合にも暴力を許さない社会づくりに向けた取組１
⑴　暴力を許さない人権教育・啓発の推進

⑵　配偶者等からの暴力に対する正しい理解の促進

⑶　問題解決を暴力に頼らない教育・啓発の推進

⑷　デートＤＶの防止に向けた教育・啓発の推進

安心して相談できる体制の確立に向けた取組２
⑴　相談体制の整備と充実

⑵　早期発見・未然防止のための仕組みづくり

⑶　被害者の立場に立った関係機関との連携の強化

⑷　支援者の安全確保

被害者の保護と自立に向けた支援への取組３
⑴　被害者の保護と安全確保

⑵　通報・通告制度による被害者の保護

⑶　被害者の安全を守る各種制度の周知と適切な運用

⑷　配偶者等からの暴力のある家庭に育つ子どもへの支援

⑸　被害者の立場に立った生活再建に向けた支援

第４章　計画の内容
日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 第４章　計画の内容

１

[ 重点的に取り組むこと ]

いかなる場合にも暴力を許さない社会づくりに向けた取組

⑴ 暴力を許さない人権教育・啓発の推進

⑵ 配偶者等からの暴力に対する正しい理解の促進

①　人権教育・学習の推進

　暴力の防止に資するよう、男女共同参画社会基本法の基本理念である男女の人権の尊重に基づく

人権教育を促進するために、学校・家庭・地域・職場における人権に関する広報・啓発に関係団体

等と連携して努めます。

②　男女共同参画社会づくりに向けた広報・啓発活動の推進

　男女共同参画社会の形成の阻害要因である固定的性別役割分担意識に焦点を当て、男女共同参画

社会についての理解を深めるための研修、講座の開催等広報・啓発活動を積極的に行います。その

際、対象によって関心のあるテーマで行うよう関係各課と連携して取組みます。また、特に男性や

若い世代、子どもを対象にした取組みの強化に努めます。

③　法教育の推進

　日常生活の中で、人権侵害や男女の不平等な状況を改善していくために法律を活用し問題解決の

力量形成が図れるよう、法律を知る機会の拡大に向け、広報誌や市のホームページ等を活用して法

教育を進めます。

④　「人権週間」における広報・啓発

　広報誌や市のホームページ等を活用して「人権週間」の周知に努めます。その際、身近な事例を

用いた広報を展開する等、有効な情報発信に努めます。

①　地域における学習機会の提供

　配偶者等からの暴力に対する正しい理解を地域社会に広め、配偶者等からの暴力を許さないとい

う認識を徹底させるため、公民館講座等での啓発活動に努めます。

②　多様な機会をとらえた広報・啓発の推進

　配偶者等からの暴力に対する正しい理解を地域社会に広め、配偶者等からの暴力を許さないとい

う認識を徹底させるため、広報誌や市のホームページ等を活用した広報を実施するとともに、市民

が集まる場において、リーフレットを配布するなど多様な機会をとらえた広報･啓発を進めます。
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第４章　計画の内容

③　講演会や研修会等の開催による啓発の実施

　配偶者等からの暴力に対する正しい理解を地域社会に広め、配偶者等からの暴力を許さないとい

う認識を徹底させるため、講演会や研修会を実施します。

④　県男女共同参画センター等における講演会等の情報提供

　配偶者等からの暴力に対する正しい理解を地域社会に広め、配偶者等からの暴力を許さないとい

う認識を徹底させるため、県男女共同参画センターや近隣自治体における研修会等の開催日程等の

情報提供に努めます。

⑤　各種団体の研修会等の機会を活用した啓発の推進

　配偶者等からの暴力に対する正しい理解を地域社会に広め、配偶者等からの暴力を許さないとい

う認識を徹底させるため、各種団体の研修会、講座、定例会の機会を活用して国・県・関係機関等

が作成したリーフレットを配布するなど啓発活動を進めます。

⑥　書籍やビデオ等関連情報の提供

　配偶者等からの暴力に対する正しい理解を地域社会に広め、配偶者等からの暴力を許さないとい

う認識を徹底させるため、教育機関や各種団体、グループ等に対して、書籍やビデオ等関連情報の

提供を行います。

 

⑦　啓発用リーフレットの活用

　配偶者等からの暴力に対する正しい理解を地域社会に広め、配偶者等からの暴力を許さないとい

う認識を徹底させるため、県や民間団体等が作成した啓発用リーフレットを配布します。

⑧　「女性に対する暴力をなくす運動」期間を中心とした広報・啓発

　配偶者等からの暴力に対する正しい理解を地域社会に広め、その防止に向けた市民の取組みを促

進するとともに、被害者が周囲の無理解によりさらに傷つき、暴力の実態が潜在化することがない

ようにするため、「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11月）に、市女性センター等公共施設

で広報･啓発を進めます。

⑨　被害者が自ら配偶者等からの暴力に気づくための啓発活動の推進

　配偶者等からの暴力を受けていることを認識していないために、必要な支援が受けられない被害

者に対し、被害者にとってより身近で安全な場所にリーフレットや相談窓口一覧カード等を配置

し、配偶者等からの暴力についての正しい理解を得るための情報を提供します。
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 第４章　計画の内容

２

[ 重点的に取り組むこと ]

安心して相談できる体制の確立に向けた取組

①　問題解決を暴力に頼らない教育の推進

　配偶者等からの暴力の根絶を目指すには、発達段階に応じた好機を捉えて暴力的でない考え方や

問題解決の方法を身につけることが重要です。個人の尊厳を傷つける暴力は許さないという意識を

持ち、男女の人権を尊重した対等な人間関係を築くことの教育・学習の機会を関係機関と連携して

提供します。

②　暴力に頼らない問題解決のための広報・啓発の推進

　個人の尊厳を傷つける暴力は許さないという意識を培い、暴力に頼らない問題解決ができるよう

になるために広報誌等を活用し意識の醸成に努めます。

　また、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野で、問題解決を暴力に頼ることのな

いコミュニケーションが行われるよう、広報誌等を活用した広報・啓発に努めます。

①　デートＤＶ防止に関する教育・啓発の推進

　デートＤＶの防止に取り組む民間団体とも協働しながら啓発活動や教育関係者を対象としたデー

トＤＶ防止に関する研修等を実施し、教育現場や地域社会、家庭におけるデートＤＶの防止に向け

た取組みを進めます。特に、子どもたちに対して、個人の尊厳を傷つける暴力は許さないという意

識を持ち、男女の人権を尊重した対等な人間関係を築くことができるよう学習する機会を関係機関

と連携して提供します。

①　安心して相談できる体制の整備

　安心して相談できるようプライバシーや被害者の心情に配慮し、相談体制の更なる充実を図

ります。

②　外国人・障がい者への対応が可能な相談機関等の情報の把握

　使用する言語や障がい等に応じた相談対応が可能な機関等の情報を把握し、その機関と確実に連

携して対応します。

⑶ 問題解決を暴力に頼らない教育・啓発の推進

⑷ デートＤＶの防止に向けた教育・啓発の推進

⑴ 相談体制の整備と充実
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第４章　計画の内容

③　鹿児島県「支援者のためのＤＶ被害者相談対応マニュアル」の活用

　被害者への適切な対応と支援を行えるよう「支援者のためのＤＶ被害者相談対応マニュアル」を

支援関係機関に周知するとともに、市職員の職務関係者に配布し活用します。

④　被害者への安全確保に配慮した各種相談窓口の周知

　被害者の安全確保への配慮をはじめ被害者の立場に立って、相談窓口カードやリーフレット等を

活用して鹿児島県及び日置市配偶者暴力相談支援センターなどの相談窓口の周知に努めます。

⑤　県ＤＶ被害者支援養成講座への支援関係機関職務関係者の派遣

　県が開催する被害者支援養成講座について、支援関係機関職務関係者に情報提供するとともに、

市職員の職務関係者を派遣します。

①　暴力の発生を未然に防止するための地域における家庭への働きかけ

　配偶者等からの暴力の発生及び潜在化を未然に防止するため、地域社会から孤立しやすい家庭に

対して、日常的な声掛けや地域活動への参加の誘いなど、孤立化を防ぐ働きかけを行います。

②　地域のあらゆる主体における防犯活動・地域安全活動の促進

　配偶者等からの暴力の予防・防止の観点から、地域に密着した防犯活動をめざし、安全に関する

情報提供を行う等、自治会、学校、ＰＴＡ、事業所等と連携して取り組みます。

③　「配偶者暴力防止法」に基づく通報制度及び「児童虐待防止法」に基づく通報制度の広報

　被害者の保護を図るための情報を広く社会から求めるために、「配偶者暴力防止法」及び「児童

虐待の防止等に関する法律」（以下「児童虐待防止法」という。）に基づく通報・通告制度につい

て、様々な機会を利用して広報に努めます。

④　保健・医療機関における早期発見のための相談対応マニュアルの活用

　医療機関は患者の症状から、保健センターは健康診断や相談を通して、配偶者等からの暴力の早

期発見に努め、緊急性や被害者の心身の状況に応じて被害者の意思を尊重しながら、市や警察に通

報するなどの適切な対応がとれるよう「相談対応マニュアル」を活用した情報提供を行います。

⑤　医療機関における診療等を通じた早期発見と積極的な情報提供

　医療機関において、緊急性や被害者の心身の状況に応じて被害者の意思を尊重しながら、市や警

察に通報したり、必要な情報提供を行えるよう、制度に係る情報提供等の支援を行います。

⑵ 早期発見・未然防止のための仕組みづくり
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 第４章　計画の内容

⑥　育児・介護サービスの提供者による早期発見

　家庭内の状況を把握しやすい立場にある育児サービスや高齢者・障がい者に対する介護サービス

の提供者等の福祉関係者は、潜在化している配偶者等からの暴力の発見者になる可能性が高いた

め、関わりのある家庭で、配偶者等からの暴力の問題がないかに留意し、被害者の意思の尊重と

守秘義務に配慮し、被害者が適切な支援を受けられるよう支援関係機関につなぐなど対応に努め

ます。  

⑦　母子保健事業を通じた早期発見と被害者や子ども、家族への積極的な働きかけ

　緊急性や被害者の心身の状況に応じ、被害者の意思の尊重と守秘義務に配慮しながら、市や警察

に通報したり、必要な情報提供を行います。

⑧　民生委員・児童委員や人権擁護委員等による早期発見・対応の促進

　地域住民にとって身近な相談先である民生委員・児童委員や主任児童委員、人権擁護委員等が、

日頃の活動を通じて配偶者等からの暴力を早い段階で発見することに努め、被害者への適切な情報

提供を行うなど、暴力の未然防止の視点を持った活動が行えるよう研修機会の提供等、活動の促進

を図る支援に努めます。  

⑨　学校、幼稚園、保育所等における子どもの行動等からの早期発見・援助

　学校関係者や保育士等、日頃から子どもに接している人は、子どもや保護者の様子や会話の内容

から発せられるＳＯＳを見逃さず、配偶者等からの暴力の早期発見に努め、被害者に相談機関等の

情報を提供するほか、配偶者等からの暴力及び児童虐待の両面から市や児童相談所等関係機関と連

携し、被害者と子どもの援助を行います。

⑩　外国人、障がい者、高齢者の孤立防止と暴力の未然防止・早期発見のための環境づくり

　外国人や障がい者、高齢者が、地域社会から孤立することにより、配偶者等からの暴力の発見が

遅れることを防ぐため、それらの人に関わる市職員、福祉や保健のサービス提供者、民生委員・児

童委員、福祉や国際交流（協力）の分野で活動を行うＮＰＯ等が、配偶者等からの暴力の未然防止

と早期発見の視点をもって日常の業務や活動が行えるよう対応技術や知識の習得の向上に向けた研

修機会についての情報提供を行うなどの環境づくりを進めます。
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第４章　計画の内容

①　庁内連絡会議の設置

　迅速な対応ができるようＤＶ対策庁内連絡体制（ＤＶ対策連携会議）を整備し、対応マニュアル

を作成します。

　対応する市職員が配偶者等からの暴力に対する正しい理解の元で、被害者が二次的被害※を受け

ることなく、男女共同参画の視点に立った適切な対応をとることができるよう、ＤＶ対策連携会議

で研修の実施と内容の充実を図ります。

②　配偶者等からの暴力及び児童虐待の支援関係機関の連携協力体制の強化

　児童虐待の通告による配偶者等からの暴力の発見と適切な対応に向けて、福祉事務所と連携を図

り、被虐待児童及び配偶者等からの暴力被害者の保護等に迅速に対応します。そのため、児童虐待

支援に係る市職員等を対象に配偶者等からの暴力に関する研修を実施します。また、県や関係機関

等が実施する講座等の情報を提供し参加を促進します。

③　支援関係機関・団体の連携協力体制の強化

　被害者の相談に総合的に対応するために、関係機関・団体からなる会議等の開催や日常的な連携

システムの構築により、関係機関・団体の連携強化を図ります。

  

④　支援関係機関の時間外及び休日における保護に関する連絡体制の確立

　休日や時間外に対応できる支援機関を把握するなど、連絡体制一覧表の作成と支援関係機関への

配布を行います。

⑤　各機関における被害者の個人情報の保護と守秘義務の徹底

　被害者が、加害者の追跡の恐怖から解放され、安全な生活を確保するため、医療機関等、関係各

機関における被害者の個人情報の保護を徹底します。

⑥　被害者の個人情報を共有する支援関係機関の情報管理のルールづくり

　被害者の個人情報保護を徹底するため、関係機関連絡会議、庁内連絡会議等、情報を共有する必

要のある機関において情報管理のルールを定め遵守します。

※二次的被害

被害者が相談した身近な人の心ないことばや相談、保護、捜査、裁判等に携わる職務関係者

の不適切な言動により、さらに精神的に傷ついてしまうこと。

⑶ 被害者の立場に立った関係機関との連携の強化
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 第４章　計画の内容

⑦　教育委員会及び学校における個人情報の適切な管理

　被害者が、加害者の追跡の恐怖から解放され、安全な生活を確保するため、転校先や居住地等の

守秘義務について周知･徹底を図ります。

⑧　個人情報を扱う市職員や各種機関における配偶者等からの暴力に関する理解の促進

　個人情報を扱う市職員や学校等の機関が、被害者の個人情報の保護を徹底するために、配偶者等

からの暴力についての理解を促進する研修を実施します。

①　警察との連携・協力

　相談員など支援者も加害者から危害を加えられる可能性があるため、警察と連携・協力して、そ

の安全確保に努め、その個人情報の管理を徹底します。

②　相談員等支援者のケアの充実

　被害者へのより良い支援を行うために、支援者自身が自らの心身の健康に気をつけるとともに、

組織としても、その職務の特性に配慮した支援者のケアに取組みます。

３

[ 重点的に取り組むこと ]

被害者の保護と自立に向けた支援への取組

①　一時避難先の確保等による被害者の保護

　被害者の一時避難先を確保するなど、支援関係機関との連携・協力により、被害者の安全確保に

努めます。

②　警察による見回り

　被害者が住み慣れた地域で引き続き暮らして行けるよう、いつ起こるか予測困難な暴力に迅速に

対処し、被害者の安全確保を図るため、警察による見回りを要請します。

⑷ 支援者の安全確保

⑴ 被害者の保護と安全確保
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第４章　計画の内容

③　地域における見守り支援

　被害者が住み慣れた地域で引き続き暮らしていけるよう、いつ起こるか予測困難な暴力に迅速に

対処し、被害者の安全確保を図るために、自治会組織等において様々な機会を通じ、被害者の身近

な地域における見守り支援の環境づくりを促進します。

④　地域のあらゆる主体における防犯活動・地域安全活動の推進

　暴力の予防・防止の観点から、安全に関する情報提供等地域に密着した防犯活動に自治会組織、

学校、ＰＴＡ、事業所等と連携して取組みます。

⑤　婦人保護施設や母子生活支援施設等と連携した被害者の保護

　被害者が安心して今後のことを考えたり、自立に向けた準備ができるよう、一時保護施設等への

入所にかかる支援を行います。

⑥　身近な避難先の確保

　被害者の安全確保を図るために、地域ネットワーク活動や地域生活者と連携して身近な避難先を

確保できるよう努めます。

①　医療関係者への通報・通告制度の周知徹底

　日常業務の中で被害者を発見しやすい立場にある医療関係者に対して、医療関係者による発見

は、守秘義務違反に問われることがないことなど、制度の周知を図り被害者の適切な保護を図り

ます。

②　通報者の情報の保護の徹底

　通報を受ける可能性のある全ての職員に対して、通報者の氏名等に関する情報保護の徹底を図り

ます。

③　配偶者暴力防止法に基づく通報制度及び児童虐待防止法に基づく通告制度の広報

　被害者の保護を図るための情報を広く社会から求めるために、「配偶者暴力防止法及び児童虐待

防止法に基づく通報・通告制度」についての法の規定とその趣旨等について、様々な機会を利用し

て広報に努めます。

　また、加害者からの被害者及び子どもの安全を確保するため、「配偶者暴力防止法に基づく子に

対する接近禁止命令制度」の周知を図ります。

⑵ 通報･通告制度による被害者の保護
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第４章　計画の内容

③　地域における見守り支援

　被害者が住み慣れた地域で引き続き暮らしていけるよう、いつ起こるか予測困難な暴力に迅速に

対処し、被害者の安全確保を図るために、自治会組織等において様々な機会を通じ、被害者の身近

な地域における見守り支援の環境づくりを促進します。

④　地域のあらゆる主体における防犯活動・地域安全活動の推進

　暴力の予防・防止の観点から、安全に関する情報提供等地域に密着した防犯活動に自治会組織、

学校、ＰＴＡ、事業所等と連携して取組みます。

⑤　婦人保護施設や母子生活支援施設等と連携した被害者の保護

　被害者が安心して今後のことを考えたり、自立に向けた準備ができるよう、一時保護施設等への

入所にかかる支援を行います。

⑥　身近な避難先の確保

　被害者の安全確保を図るために、地域ネットワーク活動や地域生活者と連携して身近な避難先を

確保できるよう努めます。

①　医療関係者への通報・通告制度の周知徹底

　日常業務の中で被害者を発見しやすい立場にある医療関係者に対して、医療関係者による発見

は、守秘義務違反に問われることがないことなど、制度の周知を図り被害者の適切な保護を図り

ます。

②　通報者の情報の保護の徹底

　通報を受ける可能性のある全ての職員に対して、通報者の氏名等に関する情報保護の徹底を図り

ます。

③　配偶者暴力防止法に基づく通報制度及び児童虐待防止法に基づく通告制度の広報

　被害者の保護を図るための情報を広く社会から求めるために、「配偶者暴力防止法及び児童虐待

防止法に基づく通報・通告制度」についての法の規定とその趣旨等について、様々な機会を利用し

て広報に努めます。

　また、加害者からの被害者及び子どもの安全を確保するため、「配偶者暴力防止法に基づく子に

対する接近禁止命令制度」の周知を図ります。

⑵ 通報･通告制度による被害者の保護

日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 第４章　計画の内容

④　地域のあらゆる主体における子どもの見守りの推進

　子どもに関わる学校や幼稚園、保育園、医療関係機関、地域住民等、様々な立場の人が、子ども

の様子から配偶者等からの暴力によって傷ついている子どもを発見し、関係機関との連携により適

切な対応をとることができるよう、児童虐待防止法に基づく通告制度の周知などを進めます。

①　住民基本台帳の閲覧等の制限に関する支援措置

　住民基本台帳事務における支援措置制度が適切に運用されるよう、制度の周知･徹底に努めます。

②　医療保険・国民年金の加入脱退手続きにおける支援措置

　被害者が、加害者の追跡の恐怖から解放され、安全な生活を確保するため、医療保険の加入脱退

手続きにおける支援措置を適切に運用するよう市職員等に周知徹底します。

③　保護命令制度の広報と申し立てに関する支援

　配偶者等からの暴力による被害者の安全確保を図るために配偶者暴力防止法に基づく保護命令制

度の利用が図られるよう、リーフレット及びガイドブックを活用し、その広報に努めるとともに、

被害者への適切な情報提供に努め、手続きに関わる支援を行います。

④　ストーカー行為等の規制等に関する法律や接近禁止等の仮処分の申出制度等の情報提供

　配偶者暴力防止法以外の各種制度も有効に活用し、被害者の安全確保を図るため、警察をはじめ

支援関係機関と連携し、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」及び「接近禁止命令」につい

て被害者及び関係者への制度に関する情報提供と、その利用に当たっての支援を行います。

①　子どもの専門的ケア体制の充実

　配偶者等からの暴力によって心理的外傷を負っている子どもの早期発見・適切な支援を児童相談

所等との連携により行います。

②　学校や幼稚園、保育所等への就学や入所等の支援

　市、教育委員会、学校等は、加害者からの追跡等があって現住所地に住民票を異動できない子ど

もが、現在住んでいる地域の学校や保育所等に入学や転校、入所等ができるよう支援します。  

③　健康診査・予防接種の弾力的な実施

　加害者からの追跡等の恐れがあり、現住所地に住民登録していない子どもについては、現住所地

で健康診査や予防接種が受けられるよう実施します。

⑷ 配偶者等からの暴力のある家庭に育つ子どもへの支援

⑶ 被害者の安全を守る各種制度の周知と適切な運用
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第４章　計画の内容

①　生活保護等の支援制度の適用

　経済的に困窮している被害者に対しては、生活保護等の活用による支援を行います。

②　ハローワークにおける職業相談や指導等の情報提供

　被害者にとっての就労は、経済的な自立を図るためだけでなく、心の回復の面からも重要です。

しかし、被害者は、技能や経験、子育て等様々な要因から仕事が限られるなど、就労機会が少ない

状況にあることから、ハローワーク等における職業相談等の情報提供を行います。

③　就労のための技能習得等の情報提供

　就労に必要、あるいは有利な技能や知識を習得するために、職業訓練や法制度等に関する学習機

会の情報を提供します。

④　各種保育サービスの情報提供・利用支援

　各種保育サービスや育児相談等に関する情報提供による、育児の負担軽減を図ります。

⑤　公営住宅等の優先入居

　住宅の確保に困窮している被害者を支援するため、公営住宅等への優先的な入居に努めます。

⑥　自立困難な被害者への個々の状況に応じた支援

　心身の状況や生活能力、障がい、子育て等により自立した生活が困難な被害者については、市と

関係機関等が連携を図りながら、個々の状況に応じて福祉施設等への入所を支援します。

⑸ 被害者の立場に立った生活再建に向けた支援
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○相談または相談機関の紹介
○カウンセリング
○緊急時における安全の確保
○一時保護（婦人相談所）
○自立支援・保護命令利用・　

シェルターの利用についての
情報提供・助言・関係機関と
の連携調整・その他の援助

日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 第４章　計画の内容

被　害　者

保護命令の
申立て

配偶者暴力相談
支援センター

相　談
援　助
保　護

市　民
民生委員
児童委員
医療関係者

配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関するフローチャート

内閣府男女共同参画局「STOP THE 暴力」（平成 21 年度改訂版）参考

・被害者の配偶者からの
身体に対する暴力

・被害者の配偶者からの
生命等に対する脅迫

保護命令
（６が月間）
　○被害者への接近禁止命令
　○電話等禁止命令
　○子への接近禁止命令
　○親族等への接近禁止命令
（２か月間）
　○退去命令…（２か月）

警察
○暴力の防止
○被害者の保護
○被害発生防止のために

必要な措置・援助

○自立支援等
　母子生活支援施設への入

所、生活保護の対応、児童
扶養手当の認定　等

【日置市】
【鹿児島県】
　・女性相談センター
　・男女共同参画センター
　・鹿児島地域振興局
　　　保健福祉環境部

一時保護委託先
（民間シェルター、母子
生活支援施設、婦人保護
施設　等）

保　護
（施設入所）

日置市福祉事務所

保護命令違反に対する罰則
１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金

◎主務大臣（内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣、厚生労働大臣）による基本方針の策定
◎都道府県・市町村による基本計画の策定（市町村については努力義務）

国や地方公共団体は…

相　手　方 被　害　者

自　　立

民
間
団
体

鹿
児
島
地
方
裁
判
所

①発見した者による通報の
努力義務

②医師等は通報することが
できる（被害者の意見を
尊重するよう努める）

＊ 配 偶 者 暴 力 相 談 支
援センター・警察
への相談等がない
場合、公証人面前
宣誓供述書を添付

＊配偶者暴力相談支援センター
への通知は、センターへの相
談等があった場合のみ

情報提供努力義務

地裁の請求に基づく
書面提出等

保護命令発令の通知

（婦人保護施設）

申立人の配偶者・元配偶者
（事実婚を含む。）

委　託

連　携

発　令

連　携

入　所



− 62 −

日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第４章　計画の内容

女性に対する暴力　相談窓口

一人で悩まないで！
各機関では、様々な女性に対する暴力に関する相談を受け付けています。

早めの相談が問題解決への第一歩です。

配偶者等からの暴力についての
相談

売春強要などについての相談

人身取引に係る被害についての
相談

職場におけるセクシュアル・ハラ
スメントについての相談

つきまとい、ストーカー行為の
被害についての相談

上記事柄やその他の女性に対する
人権侵害についての相談

性犯罪に係る被害や捜査に関する
相談

全国の法務局、地方法務局及びその支局の人権相談窓口

全国の配偶者暴力相談支援センター

〇日置市配偶者暴力相談支援センター　０９９－２７３－２１６０
　（相談ダイヤル）

〇鹿児島県女性相談センター　　　　　０９９－２２２－１４６７

〇鹿児島県男女共同参画センター　　　０９９－２２１－６６３０

〇鹿児島地域振興局地域保健福祉課　　０９９－２７２－６３０１

〇鹿児島県警察本部総合相談窓口　　　０９９－２５４－９１１０

〇最寄りの警察署（日置警察署）　　　０９９－２７３－０１１０

各都道府県警察又は各警察署の相談窓口

各都道府県警察又は各警察署の相談窓口

各都道府県の婦人相談所

各都道府県警察又は各警察署の相談窓口

全国の地方入国管理局、同支局又は出張所

各都道府県の婦人相談所

各都道府県警察の性犯罪被害者１１０番等の相談電話や性犯罪
被害者相談コーナー等の相談室

全国の労働局雇用均等室

各都道府県警察又は各警察署の相談窓口

鹿児島県、日置市の相談機関、相談窓口電話番号
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第４章　計画の内容

女性に対する暴力　相談窓口

一人で悩まないで！
各機関では、様々な女性に対する暴力に関する相談を受け付けています。

早めの相談が問題解決への第一歩です。

配偶者等からの暴力についての
相談

売春強要などについての相談

人身取引に係る被害についての
相談

職場におけるセクシュアル・ハラ
スメントについての相談

つきまとい、ストーカー行為の
被害についての相談

上記事柄やその他の女性に対する
人権侵害についての相談

性犯罪に係る被害や捜査に関する
相談

全国の法務局、地方法務局及びその支局の人権相談窓口

全国の配偶者暴力相談支援センター

〇日置市配偶者暴力相談支援センター　０９９－２７３－２１６０
　（相談ダイヤル）

〇鹿児島県女性相談センター　　　　　０９９－２２２－１４６７

〇鹿児島県男女共同参画センター　　　０９９－２２１－６６３０

〇鹿児島地域振興局地域保健福祉課　　０９９－２７２－６３０１

〇鹿児島県警察本部総合相談窓口　　　０９９－２５４－９１１０

〇最寄りの警察署（日置警察署）　　　０９９－２７３－０１１０

各都道府県警察又は各警察署の相談窓口

各都道府県警察又は各警察署の相談窓口

各都道府県の婦人相談所

各都道府県警察又は各警察署の相談窓口

全国の地方入国管理局、同支局又は出張所

各都道府県の婦人相談所

各都道府県警察の性犯罪被害者１１０番等の相談電話や性犯罪
被害者相談コーナー等の相談室

全国の労働局雇用均等室

各都道府県警察又は各警察署の相談窓口

鹿児島県、日置市の相談機関、相談窓口電話番号

日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 第４章　計画の内容

参考ホームページ等

◇内閣府男女共同参画局　http://www.gender.go.jp/
　〇配偶者等からの暴力被害者支援情報

　　　　http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/index.html

　〇ＤＶ相談ナビ

配偶者等からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、

全国共通の電話番号から相談機関を案内するＤＶ相談ナビサービスを実施しています。

　　　０５７０－０－５５２１０
　　　　http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html

◇警察庁　http://www.npa.go.jp/
　〇各都道府県警察の相談窓口

　　　　http://www.npa.go.jp/higaisya/ichiran/index.html

　〇性犯罪被害相談電話全国共通番号「＃８１０３（ハートさん）」
　　　　http://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html

　〇匿名通報ダイヤル　http://www.tokumei24.jp/

◇総務省　http://www.moj.go.jp/
　〇女性の人権ホットライン全国共通電話番号

　　　０５７０－０７０－８１０
　〇常設相談所（人権相談）　http://www.moj.gp.jp/JINKEN/jinken20.html

　〇みんなの人権１１０番

　　（全国共通人権相談ダイヤル）

　　　０５７０－００３－１１０
　　　　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html

　〇子どもの人権１１０番

　　　０１２０－００７－１１０
　　　　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html

　〇インターネット人権相談受付窓口

　　　　http://moj.gp.jp/JINKEN/jinken113.html

　〇法務省インターネット人権相談申込み

　　・人権相談の申し込み（大人の方）

　　　　https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101.html

　　・人権相談の申し込み（子供の方）

　　　（子どもの人権SOS-eメール）

　　　　https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_CH/0101.html

配偶者等からの暴力　　ここにでんわ
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日置市　配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画第４章　計画の内容

　〇外国人のための人権相談所

　　　　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

　〇入国管理局ホームページ

　　　　http://www.immi-moj.go.jp/

　〇日本司法支援センター（法テラス）ホームページ

　　　　http://www.houterasu.or.jp/

　〇法テラス犯罪被害者支援ダイヤル

     　　　　　　　

　　　０５７０－０７９７１４
法テラスでは、犯罪被害にあわれた方やそのご家族の方などが、そのとき最も必要な支援が受けら

れるよう、お問い合わせいただいた方の被害後の状況やニーズに応じて、さまざまな支援情報をご

提供するほか、一定の要件に該当される方には弁護士費用等の援助制度をご案内するなど、犯罪被

害にあわれた方やご家族の方などを多角的にサポートしています。

◇厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/

◇全国の労働局所在地一覧
　　　　http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

※相談電話のご利用には通話料がかかります。
※ご相談は、各機関の相談受付時間内に限ります。
　（ご相談の受付時間等については、ホームページ等でご確認ください。）
※携帯電話やＰＨＳ、公衆電話からも利用できます。一部のIP電話からはつながりません。

なくことないよ

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売春、セクシュアル・ハラスメント、

ストーカー行為等の女性に対する暴力根絶に向けたシンボルマークです。
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男女共同参画に関する年表

男女共同参画社会基本法

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律

日置市男女共同参画推進懇談会設置要綱

参考資料
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参考資料男女共同参画に関する年表

「婦人問題企画推進本部」と「国内行動計画」
「国際女性年」によって、国内の男女共同参画の実現に向けての取組は新しい段

階を迎え、女性の地位向上のための国内本部機構として「婦人問題企画推進本

部」と有識者から成る「「婦人問題企画推進会議」を設置。

第1回世界女性会議での「世界行動計画」を受けて、「国内行動計画」（昭和52

～昭和61年）を策定。

国際法「女子差別撤廃条約」※批准に向けた法・制度の整備
その批准に向けた法制度の整備で昭和５９（１９８４）年に「国籍法」「戸籍

法」を改正し、高等学校家庭科の共修が始まる。また、昭和６０（１９８５）年

に雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増

進に関する法律」（男女雇用機会均等法）が制定され、「女子差別撤廃条約」を

批准。

男女共同参加型社会の形成を目指す～「新国内行動計画」
「西暦２０００年に向けての新国内行動計画」（新国内行動計画）を策定。

「共同参加」から「共同参画」へ～「新国内行動計画」第一次改定
国内外の動向を踏まえた、第一次改定。「社会のあらゆる分野に男女が共同して

参画することが不可欠である」という考えのもとに「男女共同参画社会の形成」

を目指す。

「男女共同参画推進本部」と「男女共同参画審議会」
男女共同参画社会の形成に向けて国内本部機構を充実強化するために「婦人問題

企画推進本部」を改組し、「男女共同参画推進本部」を設置。また、内閣総理大

臣の諮問機関として「男女共同参画審議会」を設置。

「男女共同参画ビジョン」と「男女共同参画２０００年プラン」
男女共同参画審議会が「男女共同参画ビジョン」を答申。このビジョンは、第４

回世界女性会議の成果を踏まえ、男女共同参画社会の形成に向けて、目指すべき

方向とそれに至る道筋を提案したもの。これを踏まえて「男女共同参画２０００

年プラン」を策定。

「男女共同参画社会基本法」
この法律は、男女共同参画社会の形成をわが国の最重要課題と位置付け、男女共

同参画社会の形成の基本的な枠組みを定め、社会のあらゆる分野における取組を

総合的に推進することを目的としている。

「男女共同参画基本計画」
男女共同参画基本法の法定計画として計画は国連特別総会「女性２０００年会

議」の成果を踏まえ、「男女共同参画２０００年プラン」を基礎として策定。

あらゆる社会システムへ男女共同参画の視点を反映することを重視し、男女共同

参画社会を形成するための具体的な道筋を示している。

昭和５０年

（１９７５年）

～

昭和５２年

（１９７７年）

昭和５５年

（１９８０年）

～

昭和６０年

（１９８５年）

昭和６２年

（１９８７年）

平成３年

（１９９１年）

平成６年

（１９９４年）

平成８年

（１９９６年）

平成１１年

(１９９９年)

平成１２年

（２０００年）

年 事　　項

男女共同参画に関する年表
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参考資料男女共同参画に関する年表

「婦人問題企画推進本部」と「国内行動計画」
「国際女性年」によって、国内の男女共同参画の実現に向けての取組は新しい段

階を迎え、女性の地位向上のための国内本部機構として「婦人問題企画推進本

部」と有識者から成る「「婦人問題企画推進会議」を設置。

第1回世界女性会議での「世界行動計画」を受けて、「国内行動計画」（昭和52

～昭和61年）を策定。

国際法「女子差別撤廃条約」※批准に向けた法・制度の整備
その批准に向けた法制度の整備で昭和５９（１９８４）年に「国籍法」「戸籍

法」を改正し、高等学校家庭科の共修が始まる。また、昭和６０（１９８５）年

に雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増

進に関する法律」（男女雇用機会均等法）が制定され、「女子差別撤廃条約」を

批准。

男女共同参加型社会の形成を目指す～「新国内行動計画」
「西暦２０００年に向けての新国内行動計画」（新国内行動計画）を策定。

「共同参加」から「共同参画」へ～「新国内行動計画」第一次改定
国内外の動向を踏まえた、第一次改定。「社会のあらゆる分野に男女が共同して

参画することが不可欠である」という考えのもとに「男女共同参画社会の形成」

を目指す。

「男女共同参画推進本部」と「男女共同参画審議会」
男女共同参画社会の形成に向けて国内本部機構を充実強化するために「婦人問題

企画推進本部」を改組し、「男女共同参画推進本部」を設置。また、内閣総理大

臣の諮問機関として「男女共同参画審議会」を設置。

「男女共同参画ビジョン」と「男女共同参画２０００年プラン」
男女共同参画審議会が「男女共同参画ビジョン」を答申。このビジョンは、第４

回世界女性会議の成果を踏まえ、男女共同参画社会の形成に向けて、目指すべき

方向とそれに至る道筋を提案したもの。これを踏まえて「男女共同参画２０００

年プラン」を策定。

「男女共同参画社会基本法」
この法律は、男女共同参画社会の形成をわが国の最重要課題と位置付け、男女共

同参画社会の形成の基本的な枠組みを定め、社会のあらゆる分野における取組を

総合的に推進することを目的としている。

「男女共同参画基本計画」
男女共同参画基本法の法定計画として計画は国連特別総会「女性２０００年会

議」の成果を踏まえ、「男女共同参画２０００年プラン」を基礎として策定。

あらゆる社会システムへ男女共同参画の視点を反映することを重視し、男女共同

参画社会を形成するための具体的な道筋を示している。

昭和５０年

（１９７５年）

～

昭和５２年

（１９７７年）

昭和５５年

（１９８０年）

～

昭和６０年

（１９８５年）

昭和６２年

（１９８７年）

平成３年

（１９９１年）

平成６年

（１９９４年）

平成８年

（１９９６年）

平成１１年

(１９９９年)

平成１２年

（２０００年）

年 事　　項

男女共同参画に関する年表

参考資料 男女共同参画に関する年表

「男女共同参画局」
中央省庁再編を経て、男女共同参画社会の形成を省庁横断的に進めるため、内閣

府に「男女共同参画局」を設置。されに、国内本部機構の整備と推進体制の一層

の強化のため「男女共同参画推進本部」と、男女共同参画社会基本法を設置根拠

とする「男女共同参画会議」を設置。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」
(配偶者暴力防止法)

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者

からの暴力の防止と被害者の保護を目的としている。３年ごとに施行状況を検討

し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとなっており、平成26年度改

正により、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に法律

名を変更している。

平成16（２００４）年には、同法に基づき「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する施策についての基本方針」を策定。

（本計画中③配偶者からの暴力に対する取組の現状を参照　48ページ）

「第２次男女共同参画基本計画」
新たな取組を必要とする分野（科学技術、防災・災害復興、地域おこし、まちづ

くり、観光、環境）における男女共同参画の推進や男女の性差に応じた医療の推

進などが重点項目となっている。

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と
生活の調和推進のための行動指針」
正社員の過重労働と非正規雇用者の経済的自立の困難という働き方の二極化や、

共働き世帯が増加しても社会的基盤や役割分担意識が変化しないなど、調和実現

を阻む要因の背景に対して、仕事と生活の調和を国民的な取組と位置づけ、その

方向性を示し、実現のために行政と民間が果たすべき役割を定めている。

憲章において ①就労による経済的自立が可能な社会 ②健康で豊かな生活のため

の時間が確保できる社会 ③多様な働き方・生き方が選択できる社会を掲げ、「行

動指針」で具体的な数値目標を示した。

第３次男女共同参画基本計画
具体的な数値目標やスケジュールを明確に設定した実効性のある計画を策定。

女性の活躍による社会経済の活性化、男性・子どもにとっての男女共同参画、

様々な困難に置かれている人々への対応、女性に対するあらゆる暴力の根絶、地

域における身近な男女共同参画の推進を掲げている。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
本計画第３章　計画の内容重点項目2　※6の内容（17ページ）

「第４次男女共同参画基本計画」
本計画第２章　計画策定の背景　国の主な動きの内容（19ページ）

平成１３年

(２００１年)

平成１３年

（２００１年）

平成１７年

（２００５年）

平成１９年

（２００７年）

平成２２年

（２０１０年）

平成２７年

（２０１５年）

年 事　　項
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参考資料男女共同参画社会基本法

目次

前文

第１章　総則（第１条―第 12 条）

第２章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第 13 条―第 20 条）

第３章　男女共同参画会議（第 21 条―第 28 条）

附則

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々

な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要と

されている。

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を 21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と

位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図って

いくことが重要である。

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。

第１章　総則

（目的）

第１条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進すること

を目的とする。

（定義）

第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

１　男女共同参画社会の形成　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。

男女共同参画社会基本法

平成 11 年６月 23 日公布

平成 11 年法律第 78 号
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参考資料 男女共同参画社会基本法

２　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

　（男女の人権の尊重）

第３条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による

差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女

の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

　（社会における制度又は慣行についての配慮）

第４条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役

割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、

男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は

慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮

されなければならない。

　（政策等の立案及び決定への共同参画）

第５条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体に

おける政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを

旨として、行われなければならない。

　（家庭生活における活動と他の活動の両立）

第６条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、

当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

　（国際的協調）

第７条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかん

がみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。

　（国の責務）

第８条　国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。

以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

　（地方公共団体の責務）

第９条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準

じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有

する。

　（国民の責務）

第 10 条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。

　（法制上の措置等）

第 11 条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上

の措置その他の措置を講じなければならない。

　（年次報告等）
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第 12 条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。

２　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければな

らない。

第２章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

　（男女共同参画基本計画）

第 13 条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定

めなければならない。

２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

⑴　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

⑵　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項

３　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画

を公表しなければならない。

５　前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。

　（都道府県男女共同参画計画等）

第 14 条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）

を定めなければならない。

２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

⑴　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の大綱

⑵　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

３　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同

参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。

４　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

　（施策の策定等に当たっての配慮）

第 15 条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。

　（国民の理解を深めるための措置）
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第 16 条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切

な措置を講じなければならない。

　（苦情の処理等）

第 17 条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的

取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害

者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。

　（調査研究）

第 18 条　国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究そ

の他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努める

ものとする。

　（国際的協調のための措置）

第 19 条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との

情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要

な措置を講ずるように努めるものとする。

　（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）

第 20 条　国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が

男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を

講ずるように努めるものとする。

第３章　男女共同参画会議

　（設置）

第 21 条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。

　（所掌事務）

第 22 条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴　男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第３項に規定する事項を処理すること。

⑵　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成

の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。

⑶　前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係

各大臣に対し、意見を述べること。

⑷　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施

策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及

び関係各大臣に対し、意見を述べること。

　（組織）

第 23 条　会議は、議長及び議員 24 人以内をもって組織する。

　（議長）

第 24 条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。

２　議長は、会務を総理する。
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　（議員）

第 25 条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。

⑴　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

⑵　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

２　前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の 10 分の５未満であってはならない。

３　第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の 10 分

の４未満であってはならない。

４　第１項第２号の議員は、非常勤とする。

　（議員の任期）

第 26 条　前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任

期間とする。

２　前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。

　（資料提出の要求等）

第 27 条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることが

できる。

２　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の

者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

　（政令への委任）

第 28 条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、

政令で定める。

附　則（平成 11 年６月 23 日法律第 78 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、公布の日から施行する。

　（男女共同参画審議会設置法の廃止）

第２条　男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。

附　則（平成 11 年７月 16 日法律第 102 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 88 号）の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

　（施行の日＝平成 13 年１月６日）

１　略

２　附則第 10 条第１項及び第５項、第 14 条第３項、第 23 条、第 28 条並びに第 30 条の規定　公布の

日

　（委員等の任期に関する経過措置）

第 28 条　この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他
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の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定め

たそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

⑴から⑽まで　略

⑾　男女共同参画審議会

　（別に定める経過措置）

第 30 条　第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別

に法律で定める。

附　則　（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成 13 年１月６日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

（以下略）
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この条約の締約国は、

国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認

していることに留意し、

世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにす

べての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべ

ての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有する

ことができることを宣明していることに留意し、

人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有に

ついて男女に平等の権利を確保する義務を負っていることに留意し、

国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考

慮し、

更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留

意し、

しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在してい

ることを憂慮し、

女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男

子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、

社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるた

めに完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、

窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とする

ものを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、

衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、

アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国によ

る占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、

国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国（社会体制及び経済体制のいかんを問

わない。）の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の

下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
（CEDAW）

　1979 年国際連合総会採択

　　　　　　　　1981 年発効

　日本批准　1985 年６月 24 日

　　　公布　1985 年７月 １ 日

　　　発効　1985 年７月 ５ 日
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の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並び

に国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平

等の達成に貢献することを確認し、

国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件

で最大限に参加することを必要としていることを確信し、

家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかった女子の大きな貢献、母性の社

会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子の役割が差

別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であること

を認識し、

社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達

成に必要であることを認識し、

女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に

対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、

次のとおり協定した。 

第１部 

第１条　この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、

経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻をしているかいない

かを問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを

害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。 

第２条　締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をす

べての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。

⒜　男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、

かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。

⒝　女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置（適当な場合には制裁を含む。）を

とること。

⒞　女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所そ

の他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保するこ

と。

⒟　女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務

に従って行動することを確保すること。

⒠　個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。

⒡　女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての

適当な措置（立法を含む。）をとること。

⒢　女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。 

第３条　締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に対

して男子との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障することを目的

として、女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとる。 
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第４条

１　締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条

約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又

は別個の基準を維持し続けることとなってはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が

達成された時に廃止されなければならない。 

２　締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（この条約に規定する措置を含む。）をとること

は、差別と解してはならない。 

第５条　締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。 

⒜　両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習

その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。 

⒝　家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての適正な理解並びに子の養育及び発育

における男女の共同責任についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合において、子

の利益は最初に考慮するものとする。 

第６条　締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を禁止するためのすべての適

当な措置（立法を含む。）をとる。 

第２部

第７条　締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適

当な措置をとるものとし、特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。

⒜　あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにすべての公選による機関に選挙される資

格を有する権利

⒝　政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のすべての段階において公職に就き及びす

べての公務を遂行する権利

⒞　自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加する権利 

第８条　締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動に参加する機会を、女子に対して男

子と平等の条件でかついかなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。 

第９条　

１　締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対して男子と平等の権利を与える。締約国は、

特に、外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的に妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし

又は夫の国籍を妻に強制することとならないことを確保する。 

２　締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権利を与える。 

第３部 

第 10 条　締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として、

特に、男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃する

ためのすべての適当な措置をとる。 

⒜　農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のた

めの同一の条件。このような平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、専門教育及び高等技術教
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育並びにあらゆる種類の職業訓練において確保されなければならない。

⒝　同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及

び設備を享受する機会

⒞　すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、

この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、特に、教材

用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。

⒟　奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会

⒠　継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画を含む。）特に、男女間に存在する教育上の格差

をできる限り早期に減少させることを目的とした継続教育計画を利用する同一の機会 

⒡　女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した女子のための計画を策定すること。

⒢　スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機会

⒣　家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報（家族計画に関する情報及び助言を含む。）

を享受する機会

第 11 条

１　締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確保することを目的として、雇用

の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

⒜　すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利 

⒝　同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の適用を含む。）についての権利 

⒞　職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障並びに労働に係るすべての給付及び条件について

の権利並びに職業訓練及び再訓練（見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含む。）を受ける権利 

⒟　同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）及び同一待遇についての権利並びに労働の質

の評価に関する取扱いの平等についての権利 

⒠　社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他の労働不能の場合における社会保障）に

ついての権利及び有給休暇についての権利 

⒡　作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の保護を含む。）についての権利 

２　締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労

働の権利を確保するため、次のことを目的とする適当な措置をとる。 

⒜　妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を

課して禁止すること。 

⒝　給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の

喪失を伴わない母性休暇を導入すること。 

⒞　親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両立させることを可能とするために必

要な補助的な社会的サービスの提供を、特に保育施設網の設置及び充実を促進することにより奨励

すること。 

⒟　妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作業においては、当該女子に対して特別

の保護を与えること。

３　この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び技術上の知識に基づき定期的に検討するも

のとし、必要に応じて、修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。 
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第 12 条 

１　締約国は、男女の平等を基礎として保健サービス（家族計画に関連するものを含む。）を享受する機

会を確保することを目的として、保健の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適

当な措置をとる。 

２　１の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分べん及び産後の期間中の適当なサービス（必

要な場合には無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。 

第 13 条　締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確保することを目的として、

他の経済的及び社会的活動の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置を

とる。 

⒜　家族給付についての権利 

⒝　銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用についての権利 

⒞　レクリエーション、スポーツ及びあらゆる側面における文化的活動に参加する権利

第 14 条　

１　締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族の経済的生存のために果たしている重要な役

割（貨幣化されていない経済の部門における労働を含む。）を考慮に入れるものとし、農村の女子に対

するこの条約の適用を確保するためのすべての適当な措置をとる。 

２　締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開発に参加すること及びその開発から生ず

る利益を受けることを確保することを目的として、農村の女子に対する差別を撤廃するためのすべて

の適当な措置をとるものとし、特に、これらの女子に対して次の権利を確保する。 

⒜　すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加する権利 

⒝　適当な保健サービス（家族計画に関する情報、カウンセリング及びサービスを含む。）を享受する

権利 

⒞　社会保障制度から直接に利益を享受する権利 

⒟　技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正規であるかないかを問わない。）の訓練及び教育（実

用的な識字に関するものを含む。）並びに、特に、すべての地域サービス及び普及サービスからの利

益を享受する権利 

⒠　経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得るために、自助的集団及び協同組合を組

織する権利 

⒡　あらゆる地域活動に参加する権利 

⒢　農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を利用する権利並びに土地及び農地の改革並び

に入植計画において平等な待遇を享受する権利 

⒣　適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水の供給、運輸並びに通信に関する条件）を享受

する権利 

第４部

第 15 条

１　締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認める。 

２　締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的能力を与えるものとし、また、この能力を
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行使する同一の機会を与える。特に、締約国は、契約を締結し及び財産を管理することにつき女子に

対して男子と平等の権利を与えるものとし、裁判所における手続のすべての段階において女子を男子

と平等に取り扱う。 

３　締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果を有するすべての契約及び他のすべての私的

文書（種類のいかんを問わない。）を無効とすることに同意する。 

４　締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由に関する法律において男女に同一の権利を

与える。 

第 16 条

１　締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべ

ての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。 

⒜　婚姻をする同一の権利 

⒝　自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利

⒞　婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任 

⒟　子に関する事項についての親（婚姻をしているかいないかを問わない。）としての同一の権利及び

責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。 

⒠　子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同一の権利並びにこれらの権利の行使

を可能にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利 

⒡　子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在する場合にはその制度に係る同

一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。 

⒢　夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権利を含む。） 

⒣　無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分

することに関する配偶者双方の同一の権利 

２　児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所

への婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な措置（立法を含む。）がとられなければならない。 

第５部

第 17 条

１　この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女子に対する差別の撤廃に関する委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。委員会は、この条約の効力発生の時は 18 人の、35 番目の締約国

による批准又は加入の後は 23 人の徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において十分な能力

を有する専門家で構成する。委員は、締約国の国民の中から締約国により選出するものとし、個人の

資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、委員の配分が地理的に衡平に行われること並びに異

なる文明形態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入れる。 

２　委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国は、

自国民の中から１人を指名することができる。 

３　委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後６箇月を経過した時に行う。国際連合

事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも３箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者

の氏名を２箇月以内に提出するよう書簡で要請する。同事務総長は、指名された者のアルファベット
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順による名簿（これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。）を作成し、締約国に送付する。 

４　委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会合において

行う。この会合は、締約国の３分の２をもって定足数とする。この会合においては、出席し、かつ投

票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得た指名された者をもっ

て委員会に選出された委員とする。 

５　委員会の委員は、４年の任期で選出される。ただし、最初の選挙において選出された委員のうち９

人の委員の任期は、２年で終了するものとし、これらの９人の委員は、最初の選挙の後直ちに、委員

会の委員長によりくじ引で選ばれる。 

６　委員会の５人の追加的な委員の選挙は、35 番目の批准又は加入の後、２から４までの規定に従って

行う。この時に選出された追加的な委員のうち２人の委員の任期は、２年で終了するものとし、これ

らの２人の委員は、委員会の委員長によりくじ引で選ばれる。 

７　締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂行することができなくなった場合には、

その空席を補充するため、委員会の承認を条件として自国民の中から他の専門家を任命する。 

８　委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要性を考慮して決定する条件に従い、同総会の

承認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。 

９　国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便

益を提供する。 

第 18 条

１　締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとった立法上、司法上、行政上その他の措置及び

これらの措置によりもたらされた進歩に関する報告を、委員会による検討のため、国際連合事務総長

に提出することを約束する。 

⒜　当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から１年以内 

⒝　その後は少なくとも４年ごと、更には委員会が要請するとき。 

２　報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び障害を記載することができ

る。 

第 19 条

１　委員会は、手続規則を採択する。 

２　委員会は、役員を２年の任期で選出する。 

第 20 条

１　委員会は、第 18 条の規定により提出される報告を検討するために原則として毎年２週間を超えない

期間会合する。 

２　委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場所において開催する。 

第 21 条 

１　委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎年国際連合総会に報告するものとし、また、

締約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことができる。

これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、締約国から意見がある場合にはその意見とともに、

委員会の報告に記載する。 

２　国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用として、婦人の地位委員会に送付する。 
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第 22 条　専門機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の規定の実施についての検討に際

し、代表を出す権利を有する。委員会は、専門機関に対し、その任務の範囲内にある事項に関するこ

の条約の実施について報告を提出するよう要請することができる。 

第６部

第 23 条　この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって男女の平等の達成に一層貢献す

るものに影響を及ぼすものではない。 

⒜　締約国の法令 

⒝　締約国について効力を有する他の国際条約又は国際協定 

第 24 条　締約国は、自国においてこの条約の認める権利の完全な実現を達成するためのすべての必要な

措置をとることを約束する。 

第 25 条 

１　この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。 

２　国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定される。 

３　この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。 

４　この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入は、加入書を国際連合事務総長に

寄託することによって行う。 

第 26 条

１　いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通告により、いつでもこの条約の改正を

要請することができる。 

２　国際連合総会は、１の要請に関してとるべき措置があるときは、その措置を決定する。 

第 27 条 

１　この条約は、20 番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後 30 日目の日に効

力を生ずる。 

２　この条約は、20 番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国については、その

批准書又は加入書が寄託された日の後 30 日目の日に効力を生ずる。 

第 28 条 

１　国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書面を受領し、かつ、すべての国に送付

する。 

２　この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。 

３　留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができるものとし、同事務総

長は、その撤回をすべての国に通報する。このようにして通報された通告は、受領された日に効力を

生ずる。 

第 29 条

１　この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交渉によって解決されないものは、いずれかの

紛争当事国の要請により、仲裁に付される。仲裁の要請の日から６箇月以内に仲裁の組織について紛

争当事国が合意に達しない場合には、いずれの紛争当事国も、国際司法裁判所規程に従って国際司法

裁判所に紛争を付託することができる。
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２　各締約国は、この条約の署名若しくは批准又はこの条約への加入の際に、１の規定に拘束されない

旨を宣言することができる。他の締約国は、そのような留保を付した締約国との関係において１の規

定に拘束されない。 

３　２の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際連合事務総長にあてた通告により、いつでもその

留保を撤回することができる。 

第 30 条　この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正

文とし、国際連合事務総長に寄託する。 

　以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。



− 83 −

参考資料 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

目次

第１章　総則（第１条―第４条）

第２章　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

　第１節　性別を理由とする差別の禁止等（第５条―第 10 条）

　第２節　事業主の講ずべき措置（第 11 条―第 13 条）

　第３節　事業主に対する国の援助（第 14 条）

第３章　紛争の解決

　第１節　紛争の解決の援助（第 15 条―第 17 条）

　第２節　調停（第 18 条―第 27 条）

第４章　雑則（第 28 条―第 32 条）

第５章　罰則（第 33 条）

附則

第１章　総則

　（目的）

第１条　この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確

保を図る等の措置を推進することを目的とする。

　（昭 60 法 45・平７法 107・平９法 92・一部改正）

　（基本的理念）

第２条　この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては

母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

２　事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充

実が図られるように努めなければならない。

　（昭 60 法 45・平９法 92・平 18 法 82・一部改正）

　（啓発活動）

第３条　国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民

の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げ

ている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。

　（昭 60 法 45・一部改正、平９法 92・旧第５条繰上・一部改正）

　（男女雇用機会均等対策基本方針）

第４条　厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（昭和 47 年７月１日法律第 113 号）
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となるべき方針（以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。）を定めるものとする。

２　男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

⑴　男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項

⑵　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本とな

るべき事項

３　男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就

業の実態等を考慮して定められなければならない。

４　厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審

議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。

５　厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表する

ものとする。

６　前２項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。

　（昭 58 法 78・昭 60 法 45・一部改正、平９法 92・旧第６条繰上・一部改正、平 11 法 160・平 18

法 82・一部改正）

第２章　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

　（昭 60 法 45・追加、平９法 92・平 18 法 82・改称）

第１節　性別を理由とする差別の禁止等

　（昭 60 法 45・追加、平９法 92・平 18 法 82・改称）

　（性別を理由とする差別の禁止）

第５条　事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなけれ

ばならない。

（昭 60 法 45・追加、平９法 92・旧第７条繰上・一部改正、平 18 法 82・一部改正）

第６条　事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはなら

ない。

⑴　労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び教育訓練

⑵　住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

⑶　労働者の職種及び雇用形態の変更

⑷　退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

（平 18 法 82・全改）

　（性別以外の事由を要件とする措置）

第７条　事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外

の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実

質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、

当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、

事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由

がある場合でなければ、これを講じてはならない。

　（平 18 法 82・全改）

　（女性労働者に係る措置に関する特例）
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第８条　前３条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障とな

つている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるもので

はない。

　（平９法 92・追加、平 18 法 82・旧第９条繰上・一部改正）

　（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等）

第９条　事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めを

してはならない。

２　事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

３　事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法（昭和 22 年法律第

49 号）第 65 条第１項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第２項の規定による休業を

したことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該

女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

４　妊娠中の女性労働者及び出産後１年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。

ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、こ

の限りでない。

　（平 18 法 82・追加）

　（指針）

第 10 条　厚生労働大臣は、第５条から第７条まで及び前条第１項から第３項までの規定に定める事項に

関し、事業主が適切に対処するために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。

２　第４条第４項及び第５項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条

第４項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

　（昭 60 法 45・追加、平９法 92・旧第 12 条繰上・一部改正、平 11 法 160・平 18 法 82・一部改正）

第２節　事業主の講ずべき措置

　（平 18 法 82・追加）

　（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）

第 11 条　事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労

働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害され

ることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の

雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

２　厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を

図るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。

３　第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同

条第４項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

　（平 18 法 82・追加）

　（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）

第 11 条の２　事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠

したこと、出産したこと、労働基準法第 65 条第１項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同

条第２項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定
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めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者

からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じな

ければならない。

２　厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を

図るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。

３　第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同

条第４項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

　（平 28 法 17・追加）

　（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置）

第 12 条　事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法（昭和

40 年法律第 141 号）の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保すること

ができるようにしなければならない。

　（平 18 法 82・追加）

第 13 条　事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るこ

とができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

２　厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を

図るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。

３　第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同

条第４項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

　（平 18 法 82・追加）

第３節　事業主に対する国の援助

　（平 18 法 82・追加）

第 14 条　国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業

主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを

目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の

援助を行うことができる。

⑴　その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析

⑵　前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事

情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成

⑶　前号の計画で定める措置の実施

⑷　前３号の措置を実施するために必要な体制の整備

⑸　前各号の措置の実施状況の開示

　（平 18 法 82・追加）

第３章　紛争の解決

　（平 18 法 82・章名追加）

第１節　紛争の解決の援助

　（平 18 法 82・節名追加）
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　（苦情の自主的解決）

第 15 条　事業主は、第６条、第７条、第９条、第 12 条及び第 13 条第１項に定める事項（労働者の募

集及び採用に係るものを除く。）に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事業

主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処

理するための機関をいう。）に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めな

ければならない。

　（昭 60 法 45・追加、平９法 92・旧第 13 条繰上・一部改正、平 18 法 82・旧第 11 条繰下・一部改正）

　（紛争の解決の促進に関する特例）

第 16 条　第５条から第７条まで、第９条、第 11 条第１項、第 11 条の２第１項、第 12 条及び第 13 条

第１項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の

促進に関する法律（平成 13 年法律第 112 号）第４条、第５条及び第 12 条から第 19 条までの規定は

適用せず、次条から第 27 条までに定めるところによる。

　（平 13 法 112・追加、平 18 法 82・旧第 12 条繰下・一部改正、平 28 法 17・一部改正）

　（紛争の解決の援助）

第 17 条　都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその

解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をする

ことができる。

２　事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益

な取扱いをしてはならない。

（昭 60 法 45・追加、平９法 92・旧第 14 条繰上・一部改正、平 11 法 87・平 11 法 160・一部改正、

平 13 法 112・旧第 12 条繰下・一部改正、平 18 法 82・旧第 13 条繰下・一部改正）

第２節　調停

　（昭 60 法 45・追加、平 13 法 112・改称）

　（調停の委任）

第 18 条　都道府県労働局長は、第 16 条に規定する紛争（労働者の募集及び採用についての紛争を除く。）

について、当該紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）の双方又は一方から調停の申請があつた

場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に

関する法律第６条第１項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）に調停を行わせるものとする。

２　前条第２項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

　（平 13 法 112・全改、平 18 法 82・旧第 14 条繰下・一部改正）

　（調停）

第 19 条　前条第１項の規定に基づく調停（以下この節において「調停」という。）は、３人の調停委員

が行う。

２　調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。

　（平 13 法 112・全改、平 18 法 82・旧第 15 条繰下）

第 20 条　委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者の出頭を求め、その意見を聴く

ことができる。

２　委員会は、第 11 条第１項及び第 11 条の２第１項に定める事項についての労働者と事業主との間の
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紛争に係る調停のために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当事

者のほか、当該事件に係る職場において性的な言動又は同項に規定する言動を行つたとされる者の出

頭を求め、その意見を聴くことができる。

（平 18 法 82・追加、平 28 法 17・一部改正）

第 21 条　委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれ

る都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する

者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

（昭 60 法 45・追加、平９法 92・旧第 18 条繰上・一部改正、平 11 法 87・平 13 法 112・一部改正、

平 18 法 82・旧第 16 条繰下）

第 22 条　委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。

（昭 60 法 45・追加、平９法 92・旧第 19 条繰上、平 18 法 82・旧第 17 条繰下）

第 23 条　委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打

ち切ることができる。

２　委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければなら

ない。

　（平 18 法 82・追加）

　（時効の中断）

第 24 条　前条第１項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第

２項の通知を受けた日から 30 日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効

の中断に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

　（平 18 法 82・追加）

　（訴訟手続の中止）

第 25 条　第 18 条第１項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が

係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立て

があるときは、受訴裁判所は、４月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることがで

きる。

⑴　当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。

⑵　前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意がある

こと。

２　受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

３　第１項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第１項の決定を取り消す決定に対しては、不

服を申し立てることができない。

（平 18 法 82・追加）

　（資料提供の要求等）

第 26 条　委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行

政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

　（昭 60 法 45・追加、平９法 92・旧第 20 条繰上、平 18 法 82・旧第 18 条繰下・一部改正）

　（厚生労働省令への委任）
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第 27 条　この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

　（昭 60 法 45・追加、平９法 92・旧第 21 条繰上、平 11 法 160・平 13 法 112・一部改正、平 18 法

82・旧第 19 条繰下）

第４章　雑則

　（昭 60 法 45・章名追加）

　（調査等）

第 28 条　厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実

施するものとする。

２　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力

を求めることができる。

３　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。

　（昭 60 法 45・旧第 16 条繰下・一部改正、平９法 92・旧第 32 条繰上・一部改正、平 11 法 160・一部改正、

平 18 法 82・旧第 24 条繰下・一部改正）

　（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）

第 29 条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を

求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

２　前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労

働局長に委任することができる。

　（昭 60 法 45・追加、平９法 92・旧第 33 条繰上・一部改正、平 11 法 87・平 11 法 160・一部改正、

平 18 法 82・旧第 25 条繰下）

　（公表）

第 30 条　厚生労働大臣は、第５条から第７条まで、第９条第１項から第３項まで、第 11 条第１項、第

11 条の２第１項、第 12 条及び第 13 条第１項の規定に違反している事業主に対し、前条第１項の規

定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表

することができる。

　（平９法 92・追加、平 11 法 160・一部改正、平 18 法 82・旧第 26 条繰下・一部改正、平 28 法 17・

一部改正）

　（船員に関する特例）

第 31 条　船員職業安定法（昭和 23 年法律第 130 号）第６条第１項に規定する船員及び同項に規定する

船員になろうとする者に関しては、第４条第１項並びに同条第４項及び第５項（同条第６項、第 10 条

第２項、第 11 条第３項、第 11 条の２第３項及び第 13 条第３項において準用する場合を含む。）、第

10 条第１項、第 11 条第２項、第 11 条の２第２項、第 13 条第２項並びに前３条中「厚生労働大臣」

とあるのは「国土交通大臣」と、第４条第４項（同条第６項、第 10 条第２項、第 11 条第３項、第

11 条の２第３項及び第 13 条第３項において準用する場合を含む。）中「労働政策審議会」とあるのは「交

通政策審議会」と、第６条第２号、第７条、第９条第３項、第 11 条の２第１項、第 12 条及び第 29

条第２項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第９条第３項中「労働基準法（昭和 22

年法律第 49 号）第 65 条第１項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第２項の規定によ
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る休業をしたこと」とあるのは「船員法（昭和 22 年法律第 100 号）第 87 条第１項又は第２項の規定

によつて作業に従事しなかつたこと」と、第 11 条の２第１項中「労働基準法第 65 条第１項の規定に

よる休業を請求し、又は同項若しくは同条第２項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法

第 87 条第１項又は第２項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第 17 条第１項、第 18 条

第１項及び第 29 条第２項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）」と、

第 18 条第１項中「第６条第１項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）」とあるのは「第 21 条

第３項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。

２　前項の規定により読み替えられた第 18 条第１項の規定により指名を受けて調停員が行う調停につい

ては、第 19 条から第 27 条までの規定は、適用しない。

３　前項の調停の事務は、３人の調停員で構成する合議体で取り扱う。

４　調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮 ( こ ) 以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。

５　第 20 条から第 27 条までの規定は、第２項の調停について準用する。この場合において、第 20 条

から第 23 条まで及び第 26 条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第 21 条中「当該委員会が

置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）

が置かれる地方運輸局（運輸監理部を含む。）」と、第 26 条中「当該委員会に係属している」とある

のは「当該調停員が取り扱つている」と、第 27 条中「この節」とあるのは「第 31 条第３項から第５

項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」

と読み替えるものとする。

　（昭 58 法 78・一部改正、昭 60 法 45・旧第 17 条繰下・一部改正、平９法 92・旧第 34 条繰上・一部改正、

平 11 法 87・平 11 法 160・平 13 法 112・平 14 法 54・一部改正、平 18 法 82・旧第 27 条繰下・

一部改正、平 20 法 26・平 28 法 17・一部改正）

　（適用除外）

第 32 条　第２章第１節及び第３節、前章、第 29 条並びに第 30 条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、

第２章第２節の規定は、一般職の国家公務員（行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和 23 年法律

第 257 号）第２条第２号の職員を除く。）、裁判所職員臨時措置法（昭和 26 年法律第 299 号）の適用

を受ける裁判所職員、国会職員法（昭和 22 年法律第 85 号）の適用を受ける国会職員及び自衛隊法（昭

和 29 年法律第 165 号）第２条第５項に規定する隊員に関しては適用しない。

　（昭 60 法 45・追加、平３法 76・平７法 107・平９法 92・旧第 35 条繰上・一部改正、平 11 法

104・平 14 法 98・一部改正、平 18 法 82・旧第 28 条繰下・一部改正、平 24 法 42・平 26 法 67・

一部改正）

第５章　罰則

　（平 18 法 82・追加）

第 33 条　第 29 条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20 万円以下の過料に

処する。

　（平 18 法 82・追加）

附　則　抄
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　（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和 58 年 12 月２日法律第 78 号）

１　この法律（第１条を除く。）は、昭和 59 年７月１日から施行する。

２　この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日

以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」

という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴

う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附　則　（昭和 60 年６月１日法律第 45 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、昭和 61 年４月１日から施行する。

　（その他の経過措置の政令への委任）

第 19 条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措

置を含む。）は、政令で定める。

　（検討）

第 20　政府は、この法律の施行後適当な時期において、第１条の規定による改正後の雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び第２条の規定による

改正後の労働基準法第６章の２の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法

律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附　則　（平成３年５月 15 日法律第 76 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、平成４年４月１日から施行する。

附　則　（平成７年６月９日法律第 107 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、平成７年 10 月１日から施行する。

（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部

改正に伴う経過措置）

第９条　この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家については、前条の規定による改正前の

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第 30 条

及び第 31 条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

　編注（効力持続分については、末尾に登載した「改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等に関する法律」参照）

２　この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家に関し、厚生労働省令で定めるところにより、

当該働く婦人の家を設置している地方公共団体が当該働く婦人の家を第２条の規定による改正後の育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 34 条に規定する勤労者家庭

支援施設に変更したい旨の申出を厚生労働大臣に行い、厚生労働大臣が当該申出を承認した場合には、

当該承認の日において、当該働く婦人の家は、同条に規定する勤労者家庭支援施設となるものとする。

　（平 11 法 160・平 13 法 118・一部改正）
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附　則　（平成９年６月 18 日法律第 92 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、平成 11 年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。

 ⑴　第１条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第３条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第５条、第６条、

第７条（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第３条、第６条、第７条、第 10 条及び第 14 条（次

号に掲げる改正規定を除く。）の規定　公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で

定める日

　（平成９年政令第 292 号で平成９年 10 月１日から施行）

⑵　第１条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関す

る法律第 26 条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定（「事業主は」の下に「、労働省令で定め

るところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「で

きるようにしなければならない」に改める部分に限る。）、同法第 27 条の改正規定（「講ずるように

努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に２項を加える部分に

限る。）、同法第 34 条の改正規定（「及び第 12 条第２項」を「、第 12 条第２項及び第 27 条第３項」

に改める部分、「第 12 条第１項」の下に「、第 27 条第２項」を加える部分及び「第 14 条及び」を「第

14 条、第 26 条及び」に改める部分に限る。）及び同法第 35 条の改正規定、第３条中労働基準法第

65 条第１項の改正規定（「10 週間」を「14 週間」に改める部分に限る。）、第７条中労働省設置法

第５条第 41 号の改正規定（「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める

部分に限る。）並びに附則第５条、第 12 条及び第 13 条の規定並びに附則第 14 条中運輸省設置法（昭

和 24 年法律第 157 号）第４条第１項第 24 号の２の３の改正規定（「講ずるように努めるべき措置

についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。）平成 10 年４月１日

附　則　（平成 11 年７月 16 日法律第 87 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、平成 12 年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。

⑴　第１条中地方自治法第 250 条の次に５条、節名並びに２款及び款名を加える改正規定（同法第

250 条の９第１項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第 40 条中

自然公園法附則第９項及び第 10 項の改正規定（同法附則第 10 項に係る部分に限る。）、第 244 条

の規定（農業改良助長法第 14 条の３の改正規定に係る部分を除く。）並びに第 472 条の規定（市町

村の合併の特例に関する法律第６条、第８条及び第 17 条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附

則第７条、第 10 条、第 12 条、第 59 条ただし書、第 60 条第４項及び第５項、第 73 条、第 77 条、

第 157 条第４項から第６項まで、第 160 条、第 163 条、第 164 条並びに第 202 条の規定　公布の日

　（国等の事務）

第 159 条　この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、

地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体そ

の他公共団体の事務（附則第 161 条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地

方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
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　（処分、申請等に関する経過措置）

第 160 条　この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第

163 条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の

行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれ

の法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」と

いう。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとな

るものは、附則第２条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）

の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの

法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の

行為とみなす。

２　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、

届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされてい

ないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正

後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出そ

の他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律に

よる改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

　（不服申立てに関する経過措置）

第 161 条　施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条にお

いて「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上

級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、

当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場

合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁で

あった行政庁とする。

２　前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機

関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第２条第９項第１号に

規定する第１号法定受託事務とする。

　（その他の経過措置の政令への委任）

第 164 条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過

措置を含む。）は、政令で定める。

　（検討）

第 250 条　新地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務については、できる限り新

たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第１に掲げるもの及び新地方自治法に

基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを

行うものとする。

第 251 条　政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共

団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検

討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附　則　（平成 11 年７月 16 日法律第 104 号）　抄
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　（施行期日）

第１条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 88 号）の施行の日から施行する。

　（施行の日＝平成 13 年１月６日）

――――――――――

○中央省庁等改革関係法施行法（平成 11 法律 160）抄

　（処分、申請等に関する経過措置）

第 1301 条　中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」と総称する。）の施行前に法令

の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、

法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当

規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他

の行為とみなす。

２　改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その

他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後

の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

３　改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続を

しなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないもの

については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等

の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなけれ

ばならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の

法令の規定を適用する。

　（政令への委任）

第 1344 条　第 71 条から第 76 条まで及び第 1301 条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定め

るもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令

で定める。

附　則　（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成 13 年１月６日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

⑴　第 995 条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の

改正規定に係る部分に限る。）、第 1305 条、第 1306 条、第 1324 条第２項、第 1326 条第２項及

び第 1344 条の規定　公布の日

――――――――――

附　則　（平成 13 年７月 11 日法律第 112 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、平成 13 年 10 月１日から施行する。

附　則　（平成 13 年 11 月 16 日法律第 118 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、公布の日から施行する。
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附　則　（平成 14 年５月 31 日法律第 54 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、平成 14 年７月１日から施行する。

　（経過措置）

第 28 条　この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下

「旧法令」という。）の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長（以

下「海運監理部長等」という。）がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」

という。）は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくは

これに基づく命令（以下「新法令」という。）の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方

運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長（以下「運輸監理部長等」という。）がした処分等

とみなす。

第 29 条　この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為

（以下「申請等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸

監理部長等に対してした申請等とみなす。

附　則　（平成 14 年７月 31 日法律第 98 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、公社法の施行の日から施行する。

　（施行の日＝平成 15 年４月１日）

附　則　（平成 18 年６月 21 日法律第 82 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、平成 19 年４月１日から施行する。

　（紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置）

第２条　この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成 13 年法律第 112 号）

第６条第１項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）に係属している同法第５条第１項のあっせ

んに係る紛争については、第１条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律（以下「新法」という。）第 16 条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　（時効の中断に関する経過措置）

第３条　この法律の施行の際現に委員会に係属している第１条の規定による改正前の雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第 14 条第１項の調停に関し当該調停の目的となっ

ている請求についての新法第 24 条の規定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請がさ

れたものとみなす。

　（罰則に関する経過措置）

第４条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

　（検討）

第５条　政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、新法及び第２条の規定による改正後

の労働基準法第 64 条の２の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定に

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附　則　（平成 20 年５月２日法律第 26 号）　抄



１
国土交通大臣（第１条の規定による改正前の国土交通省設置
法（以下「旧設置法」という。）第４条第 21 号から第 23 号
までに掲げる事務に係る場合に限る。）

観光庁長官

２ 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会

３ 海難審判庁 海難審判所

４
船員中央労働委員会（旧設置法第４条第 96 号に掲げる事務
に係る場合に限る。）

中央労働委員会

５
船員中央労働委員会（旧設置法第４条第 97 号及び第 98 号に
掲げる事務に係る場合に限る。）

交通政策審議会

６
船員地方労働委員会（旧設置法第４条 96 号に掲げる事務に
係る場合に限る。）

中央労働委員会又は都道府県労働

委員会

７

船員地方労働委員会（旧設置法第４条第 97 号及び第 98 号に
掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法
律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。）

地方運輸局長（運輸監理部長を含

む。）

８
船員地方労働委員会（旧設置法第４条第 97 号及び第 98 号に
掲げる事務に係る場合（７の項に掲げる場合を除く。）に限る。）

地方運輸局に置かれる政令で定め

る審議会

９
地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）（旧設置法第４条第 96
号に掲げる事務に係る場合に限る。）

厚生労働大臣又は都道府県知事
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　（施行期日）

第１条　この法律は、平成 20 年 10 月１日から施行する。

　（処分等に関する経過措置）

第２条　この法律による改正前の法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。）

の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関（以下この条において「旧機関」という。）がした

認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、

この法律による改正後の法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）の

相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関（以下この条において「新機関」という。）

がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

２　旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第４条の

規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところ

により、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみ

なす。

３　旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、

この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定め

るところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないと

された事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

　（罰則に関する経過措置）

第６条　この法律の施行前にした行為及び前条第４項の規定によりなお従前の例によることとされる場
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合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

　（政令への委任）

第７条　附則第２条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。

　（検討）

第９条　政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施

状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委

員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附　則　（平成 24 年６月 27 日法律第 42 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、平成 25 年４月１日から施行する。

附　則　（平成 26 年６月 13 日法律第 67 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 66 号。以下「通則

法改正法」という。）の施行の日から施行する。

　（施行の日＝平成 27 年４月１日）

　（罰則に関する経過措置）

第 29 条　この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場

合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成 28 年３月 31 日法律第 17 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、平成 29 年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。

⑴　第７条の規定並びに附則第 13 条、第 32 条及び第 33 条の規定　公布の日

（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の紛争の解決の促進に関する

特例に関する経過措置）

第 11 条　この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成 13 年法律第 112

号）第６条第１項の紛争調整委員会又は同法第 21 条第１項の規定により読み替えて適用する同法第５

条第１項の規定により指名するあっせん員に係属している同項のあっせんに係る紛争については、第

５条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第 16

条及び第８条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律第 52 条の３の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　（罰則に関する経過措置）

第 13 条　附則第１条第１号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。

　（検討）

第 14 条　政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、第５条、第６条及び第８条の規定に

よる改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい
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て所要の措置を講ずるものとする。

　（その他の経過措置の政令への委任）

第 33 条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

――――――――――

○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 29 法律 45）抄

　（政令への委任）

第 362 条　この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成 29 年６月２日法律第 45 号）

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第 103 条の２、第 103 条の３、第 267 条の２、

第 267 条の３及び第 362 条の規定は、公布の日から施行する。

――――――――――

――――――――――

○平成７年法律第 107 号による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労

働者の福祉の増進に関する法律（抄）

改正　平成９年６月 18 日法律第 92 号

同 11 年 12 月 22 日同第 160 号

[ 平成７年法律第 107 号附則第９条の規定により同法による改正前の雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第 30 条及び第 31 条の規定は、なおその

効力を有するものとされる。]

　（働く婦人の家）

第 30 条　地方公共団体は、必要に応じ、働く婦人の家を設置するように努めなければならない。

２　働く婦人の家は、女性労働者に対して、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、

並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等女性労働者の福祉に関する事業を総合的

に行うことを目的とする施設とする。

３　厚生労働大臣は、働く婦人の家の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。

４　国は、地方公共団体に対し、働く婦人の家の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を

行うように努めるものとする。

　（昭 60 法 45・旧第 13 条繰下・一部改正、平９法 92・平 11 法 160・一部改正）

　（働く婦人の家指導員）

第 31 条　働く婦人の家には、女性労働者に対する相談及び指導の業務を担当する職員（以下「働く婦人

の家指導員」という。）を置くように努めなければならない。

２　働く婦人の家指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を

有する者のうちから、選任するものとする。

　（昭 60 法 45・旧第 14 条繰下・一部改正、平９法 92・平 11 法 160・一部改正）

附　則　（平成９年６月 18 日法律第 92 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、平成 11 年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。
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 ⑴　第１条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第３条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第５条、第６条、

第７条（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第３条、第６条、第７条、第 10 条及び第 14 条（次

号に掲げる改正規定を除く。）の規定　公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で

定める日

　　（平成９年政令第 292 号で平成９年 10 月１日から施行）

附　則　（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成 13 年１月６日から施行する。

――――――――――

○育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（抄）

　（平成７年９月 29 日）

　（労働省令第 40 号）

附　則

　（施行期日）

１　この省令は、平成７年 10 月１日から施行する。

　（働く婦人の家の変更の申出）

２　育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第９条第２項（同条第３項において読み替えて

適用する場合を含む。）の申出は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を厚生労働大臣に提出するこ

とによって行うものとする。

⑴　変更申出の年月日

⑵　変更申出に係る働く婦人の家の名称及び所在地並びに変更後の勤労者家庭支援施設の名称

⑶　変更申出に係る働く婦人の家の行う事業及び変更後の勤労者家庭支援施設の行う事業

⑷　変更申出に係る働く婦人の家の施設及び設備の概要並びに変更後の勤労者家庭支援施設の施設及

び設備の概要

⑸　その他必要と認められる事項

（平 12 労令 41・一部改正）

附　則　（平成 12 年 10 月 31 日労働省令第 41 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 88 号）の施行の日（平成 13 年

１月６日）から施行する。
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目次

　第１章　総則（第１条―第４条） 

　第２章　基本方針等（第５条・第６条） 

　第３章　事業主行動計画等 

　　第１節　事業主行動計画策定指針（第７条） 

　　第２節　一般事業主行動計画（第８条―第 14 条） 

　　第３節　特定事業主行動計画（第 15 条） 

　　第４節　女性の職業選択に資する情報の公表（第 16 条・第 17 条） 

　第４章　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第 18 条―第 25 条） 

　第５章　雑則（第 26 条―第 28 条） 

　第６章　罰則（第 29 条―第 34 条） 

　附則

第１章　総則

　（目的）

第１条　この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と

能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）

が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第 78 号）の基本理念

にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公

共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職

業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活におけ

る活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、

国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを

目的とする。

　（基本原則）

第２条　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏

まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、

職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、

性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して

及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなけ

ればならない。

２　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

平成 27 年９月４日公布

平成 27 年法律第 64 号
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他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由

が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の

支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果

たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活

との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

３　女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本

人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。

　（国及び地方公共団体の責務）

第３条　国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第５条第１項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の

推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

　（事業主の責務）

第４条　事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業

生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境

の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、

国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければな

らない。

第２章　基本方針等

　（基本方針）

第５条　政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ

一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」と

いう。）を定めなければならない。

２　基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

⑴　女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向

⑵　事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項

⑶　女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項

イ　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項

ロ　職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項

ハ　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項

⑷　前３号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項

３　内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけ

ればならない。

５　前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。

　（都道府県推進計画等）

第６条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定める



− 102 −

参考資料女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

よう努めるものとする。

２　市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策について

の計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

３　都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。

第３章　事業主行動計画等

第１節　事業主行動計画策定指針

第７条　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第１項に規定

する一般事業主行動計画及び第 15 条第１項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行

動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなけ

ればならない。

２　事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。

⑴　事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

⑵　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項

⑶　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項

３　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。

第２節　一般事業主行動計画

　（一般事業主行動計画の策定等）

第８条　国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働

者の数が 300 人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業

主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定

め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した

ときも、同様とする。

２　一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

⑴　計画期間

⑵　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標

⑶　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期

３　第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の

差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この

場合において、前項第２号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継
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続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その

他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

４　第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

５　第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを公表しなければならない。

６　第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業

主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

７　一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が 300 以下のものは、事業主行動計画策定指針に即

して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよ

う努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。

８　第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場

合について、第４項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、

又は変更した場合について、それぞれ準用する。

　（基準に適合する一般事業主の認定）

第９条　厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づ

き、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める

基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

　（認定一般事業主の表示等）

第 10 条　前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第 20 条第１項において「認定一般事業主」という。）

は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その

他の厚生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付

することができる。

２　何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。

　（認定の取消し）

第 11 条　厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第９条の認定を取

り消すことができる。

⑴　第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

⑵　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

⑶　不正の手段により第９条の認定を受けたとき。

　（委託募集の特例等）

第 12 条　承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の

数が 300 人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体を

して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせよう

とする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭

和 22 年法律第 141 号）第 36 条第１項及び第３項の規定は、当該構成員である中小事業主については、
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適用しない。

２　この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特

別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団

法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに

限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生

労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を

行ったものをいう。

３　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。

４　承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で

定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

５　職業安定法第 37 条第２項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第５条の３

第１項及び第４項、第５条の４、第 39 条、第 41 条第２項、第 42 条第１項、第 42 条の２、第 48 条

の３第１項、第 48 条の４、第 50 条第１項及び第２項並びに第 51 条の規定は前項の規定による届出

をして労働者の募集に従事する者について、同法第 40 条の規定は同項の規定による届出をして労働者

の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第 50 条第３項及び第４項の規定はこの項にお

いて準用する同条第２項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、

同法第 37 条第２項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律第 12 条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同

法第 411 条第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み

替えるものとする。

６　職業安定法第 36 条第２項及び第 42 条の３の規定の適用については、同法第 36 条第２項中「前項の」

とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与

えようとする」と、同法第 42 条の３中「第 39 条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 614 号）第 12 条第４項の規定による届出をし

て労働者の募集に従事する者」とする。

７　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談及び援助の実施状況について報告を求

めることができる。

第 13 条　公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業

主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募

集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。

　（一般事業主に対する国の援助）

第 14 条　国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般

事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者

への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の

援助の実施に努めるものとする。
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第３節　特定事業主行動計画

第 15 条　国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定

事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行

動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。

以下この条において同じ。）を定めなければならない。

２　特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

⑴　計画期間

⑵　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標

⑶　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期

３　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるとこ

ろにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管

理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活にお

ける活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情につ

いて分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第

２号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の

割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定め

なければならない。

４　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知さ

せるための措置を講じなければならない。

５　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。

６　特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけ

ればならない。

７　特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定め

られた目標を達成するよう努めなければならない。

第４節　女性の職業選択に資する情報の公表

　（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）

第 16 条　第８条第１項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関

する情報を定期的に公表しなければならない。

２　第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又

は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関す

る情報を定期的に公表するよう努めなければならない。

　（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）

第 17 条　特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職

業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的

に公表しなければならない。
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第４章　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置

　（職業指導等の措置等）

第 18 条　国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の

支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

２　地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活

を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その

他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

３　地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができ

るものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

４　前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、

当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

　（財政上の措置等）

第 19 条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

　（国等からの受注機会の増大）

第 20 条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公

庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の

調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍

に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主

（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するも

のとする。

２　地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を

実施するように努めるものとする。

　（啓発活動）

第 21 条　国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深

め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。

　（情報の収集、整理及び提供）

第 22 条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の

職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

　（協議会）

第 23 条　当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を

行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第 18 条第１項の規

定により国が講ずる措置及び同条第２項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の

女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関に

より構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。

２　協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第 18 条第３項の規定による事務

の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。
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３　協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として

加えることができる。

⑴　一般事業主の団体又はその連合団体

⑵　学識経験者

⑶　その他当該関係機関が必要と認める者

４　協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連

絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携

の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組につ

いて協議を行うものとする。

５　協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表

しなければならない。

　（秘密保持義務）

第 24 条　協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の

事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

　（協議会の定める事項）

第 25 条　前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第５章　雑則

　（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）

第 26 条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第８条第１項に規定する

一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

　（権限の委任）

第 27 条　第８条から第 12 条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めると

ころにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

　（政令への委任）

第 28 条　この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第６章　罰則

第 29 条　第 12 条第５項において準用する職業安定法第 41 条第２項の規定による業務の停止の命令に

違反して、労働者の募集に従事した者は、１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

第 30 条　次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。

⑴　第 18 条第４項の規定に違反した者

⑵　第 24 条の規定に違反した者

第 31 条　次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処する。

⑴　第 12 条第４項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

⑵　第 12 条第５項において準用する職業安定法第 37 条第２項の規定による指示に従わなかった者

⑶　第 12 条第５項において準用する職業安定法第 39 条又は第 40 条の規定に違反した者

第 32 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。
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⑴　第 10 条第２項の規定に違反した者

⑵　第 12 条第５項において準用する職業安定法第 50 条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の

報告をした者

⑶　第 12 条第５項において準用する職業安定法第 50 条第２項の規定による立入り若しくは検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

⑷　第 12 条第５項において準用する職業安定法第 51 条第１項の規定に違反して秘密を漏らした者

第 33 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関し、第 29 条、第 31 条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人

に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第 34 条　第 26 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20 万円以下の過料に処する。

附　則 

　（施行期日）

第１条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３章（第７条を除く。）、第５章（第 28 条を除く。）

及び第６章（第 30 条を除く。）の規定並びに附則第５条の規定は、平成 28 年４月１日から施行する。

　（この法律の失効）

第２条　この法律は、平成 38 年３月 31 日限り、その効力を失う。

２　第 18 条第３項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密につ

いては、同条第４項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する

日後も、なおその効力を有する。

３　協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第 24 条の規定（同条

に係る罰則を含む。）は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

４　この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第１項の規定にかかわ

らず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

　（政令への委任）

第３条　前条第２項から第４項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。

　（検討）

第４条　政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必

要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする。

　（以下略）
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目次

　前文

　第１章　総則（第１条・第２条）

　第１章の２　基本方針及び都道府県基本計画等（第２条の２・第２条の３）

　第２章　配偶者暴力相談支援センター等（第３条―第５条）

　第３章　被害者の保護（第６条―第９条の２）

　第４章　保護命令（第 10 条―第 22 条）

　第５章　雑則（第 23 条―第 28 条）

　第５章の２　補則（第 28 条の２）

　第６章　罰則（第 29 条・第 30 条）

　附則

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権

侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの

暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加える

ことは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。

このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。

第１章　総則

　（定義）

第１条　この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第 28 条の２において「身体に対する暴力等」と総称する。）

をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消

された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものと

する。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成 13 年法律第 31 号）

最終改正：平成 26 年法律第 28 号
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２　この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。

３　この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上

離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。

　（国及び地方公共団体の責務）

第２条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援すること

を含め、その適切な保護を図る責務を有する。

第１章の２　基本方針及び都道府県基本計画等

　（基本方針）

第２条の２　内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第５項

において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する

基本的な方針（以下この条並びに次条第１項及び第３項において「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。

２　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１項の都道府県基本計画及び同条第３項の市

町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

⑴　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項

⑵　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項

⑶　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項

３　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の

長に協議しなければならない。

４　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

　（都道府県基本計画等）

第２条の３　都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）

を定めなければならない。

２　都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

⑴　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針

⑵　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項

⑶　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項

３　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当

該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計

画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。

４　都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。

５　主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

第２章　配偶者暴力相談支援センター等
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　（配偶者暴力相談支援センター）

第３条　都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が

配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。

２　市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター

としての機能を果たすようにするよう努めるものとする。

３　配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業

務を行うものとする。

⑴　被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関

を紹介すること。

⑵　被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこ

と。

⑶　被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第６号、

第５条及び第８条の３において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。

⑷　被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度

の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

⑸　第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の

援助を行うこと。

⑹　被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その

他の援助を行うこと。

４　前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行うものとする。

５　配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。

　（婦人相談員による相談等）

第４条　婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。

　（婦人保護施設における保護）

第５条　都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。

第３章　被害者の保護

　（配偶者からの暴力の発見者による通報等）

第６条　配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章

において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に

通報するよう努めなければならない。

２　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通

報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。

３　刑法（明治 40 年法律第 45 号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前２

項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。
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４　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用

について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。

　（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）

第７条　配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説

明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

　（警察官による被害の防止）

第８条　警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和 29 年

法律第 162 号）、警察官職務執行法（昭和 23 年法律第 136 号）その他の法令の定めるところにより、

暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。

　（警察本部長等の援助）

第８条の２　警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につ

いては、方面本部長。第 15 条第３項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けてい

る者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その

申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定

めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の

発生を防止するために必要な援助を行うものとする。

　（福祉事務所による自立支援）

第８条の３　社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉

事務所」という。）は、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）、

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39 年法律第 129 号）その他の法令の定めるところにより、被

害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

　（被害者の保護のための関係機関の連携協力）

第９条　配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関そ

の他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携

を図りながら協力するよう努めるものとする。

　（苦情の適切かつ迅速な処理）

第９条の２　前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出

を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。

第４章　保護命令

　（保護命令）

第 10 条　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対

し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この

章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの

更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はそ
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の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。

第 12 条第１項第２号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場

合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続

き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるお

それが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられること

を防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、

同項第３号及び第４号並びに第 18 条第１項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずる

ものとする。ただし、第２号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が

生活の本拠を共にする場合に限る。

⑴　命令の効力が生じた日から起算して６月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠として

いる住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又

は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。

⑵　命令の効力が生じた日から起算して２月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去す

ること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。

２　前項本文に規定する場合において、同項第１号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者

に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して６月を経

過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるも

のとする。

⑴　面会を要求すること。

⑵　その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

⑶　著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

⑷　電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシ

ミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

⑸　緊急やむを得ない場合を除き、午後 10 時から午前６時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装

置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。

⑹　汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り

得る状態に置くこと。

⑺　その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

⑻　その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を

害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

３　第１項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに

第 12 条第１項第３号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子

を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居して

いる子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるとき

は、第１項第１号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、そ
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の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日

以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して６月を経過する日までの間、当該子の住

居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校

その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常

所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が 15 歳以上

であるときは、その同意がある場合に限る。

４　第１項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接

な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次

項並びに第 12 条第１項第４号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴

な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会する

ことを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第１項第１号の規定による命

令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられ

ることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効

力が生じた日から起算して６月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の

本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につ

きまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら

ないことを命ずるものとする。

５　前項の申立ては、当該親族等（被害者の 15 歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当

該親族等が 15 歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場

合に限り、することができる。

　（管轄裁判所）

第 11 条　前条第１項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないと

き又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

２　前条第１項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすること

ができる。

⑴　申立人の住所又は居所の所在地

⑵　当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地

　（保護命令の申立て）

第 12 条　第 10 条第１項から第４項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

⑴　配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況

⑵　配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者

から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認める

に足りる申立ての時における事情

⑶　第 10 条第３項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に

関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると

認めるに足りる申立ての時における事情

⑷　第 10 条第４項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配
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偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに

足りる申立ての時における事情

⑸　配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項

イ　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称

ロ　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所

ハ　相談又は求めた援助若しくは保護の内容

ニ　相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容

２　前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第５号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、

申立書には、同項第１号から第４号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証

人法（明治 41 年法律第 53 号）第 58 条ノ２第１項の認証を受けたものを添付しなければならない。

　（迅速な裁判）

第 13 条　裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。

　（保護命令事件の審理の方法）

第 14 条　護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発す

ることができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができ

ない事情があるときは、この限りでない。

２　立書に第 12 条第１項第５号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶

者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求め

た際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場

合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるもの

とする。

３　裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の

長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定によ

り書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。

　（保護命令の申立てについての決定等）

第 15 条　保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経

ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

２　保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお

ける言渡しによって、その効力を生ずる。

３　保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所

を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。

４　保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第 12 条第１項第５号イからニ

までに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内

容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された

配偶者暴力相談支援センターが２以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。
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５　保護命令は、執行力を有しない。

　（即時抗告）

第 16 条　保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

２　前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。

３　即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることに

つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ず

るまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原

裁判所も、この処分を命ずることができる。

４　前項の規定により第 10 条第１項第１号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同条

第２項から第４項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止

をも命じなければならない。

５　前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

６　抗告裁判所が第 10 条第１項第１号の規定による命令を取り消す場合において、同条第２項から第４

項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければな

らない。

７　前条第４項の規定による通知がされている保護命令について、第３項若しくは第４項の規定により

その効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。

８　前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ

いて準用する。

　（保護命令の取消し）

第 17 条　保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該

保護命令を取り消さなければならない。第 10 条第１項第１号又は第２項から第４項までの規定による

命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して３月を経過した後において、同

条第１項第２号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して２週間を経過し

た後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に

異議がないことを確認したときも、同様とする。

２　前条第６項の規定は、第 10 条第１項第１号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により当

該命令を取り消す場合について準用する。

３　第 15 条第３項及び前条第７項の規定は、前２項の場合について準用する。

　（第 10条第１項第２号の規定による命令の再度の申立て）

第 18 条　第 10 条第１項第２号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由

となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命令

の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しよう

とする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日か

ら起算して２月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の同号

の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するも

のとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認め
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るときは、当該命令を発しないことができる。

２　前項の申立てをする場合における第 12 条の規定の適用については、同条第１項各号列記以外の部分

中「次に掲げる事項」とあるのは「第１号、第２号及び第５号に掲げる事項並びに第 18 条第１項本文

の事情」と、同項第５号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第１号及び第２号に掲げる事項並び

に第 18 条第１項本文の事情」と、同条第２項中「同項第１号から第４号までに掲げる事項」とあるの

は「同項第１号及び第２号に掲げる事項並びに第 18 条第１項本文の事情」とする。

　（事件の記録の閲覧等）

第 19 条　保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは

謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することがで

きる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋

の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。

　（法務事務官による宣誓認証）

第 20 条　法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がそ

の職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に

勤務する法務事務官に第 12 条第２項（第 18 条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の認証を行わせることができる。

　（民事訴訟法の準用）

第 21 条　この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反し

ない限り、民事訴訟法（平成８年法律第 109 号）の規定を準用する。

　（最高裁判所規則）

第 22 条　この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で

定める。

第５章　雑則

　（職務関係者による配慮等）

第 23 条　配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職

務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を

踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘

密の保持に十分な配慮をしなければならない。

２　国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理

解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。

　（教育及び啓発）

第 24 条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び

啓発に努めるものとする。

　（調査研究の推進等）

第 25 条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更

生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並び

に被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。
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　（民間の団体に対する援助）

第 26 条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民

間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。

　（都道府県及び市の支弁）

第 27 条　都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。

⑴　第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲

げる費用を除く。）

⑵　第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第４項に規定する厚生労働

大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用

⑶　第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用

⑷　第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託

して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用

２　市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけれ

ばならない。

　（国の負担及び補助）

第 28 条　国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、

同項第１号及び第２号に掲げるものについては、その 10 分の５を負担するものとする。

２　国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の 10 分の５以内を補助することができる。

⑴　都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第３号及び第４号に掲げるもの

⑵　市が前条第２項の規定により支弁した費用

第５章の２　補則

　（この法律の準用）

第 28 条の２　第２条及び第１章の２から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係にお

ける共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該

関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を

受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける

身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これら

の規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第 28 条の２に規定する関係にある相手からの暴力」と読

み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。



第２条 被害者
被害者（第 28 条の２に規定する関係にある
相手からの暴力を受けた者をいう。以下同
じ。）

第６条第１項
配偶者又は配偶者であっ
た者

同条に規定する関係にある相手又はった者
同条に規定する関係にある相手であった者

第 10 条第１項から第４項ま
で、第 11 条第２項第２号、
第 12 条第１項第１号から第
４号まで及び第 18 条第１項

配偶者 第 28 条の２に規定する関係にある相手

第 10 条第１項
離婚をし、又はその婚姻
が取り消された場合

第 28 条の２に規定する関係を解消した場合
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第６章　罰則

第 29 条　保護命令（前条において読み替えて準用する第 10 条第１項から第４項までの規定によるもの

を含む。次条において同じ。）に違反した者は、１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

第 30 条　第 12 条第１項（第 18 条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第 28 条

の２において読み替えて準用する第 12 条第１項（第 28 条の２において準用する第 18 条第２項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申

立書により保護命令の申立てをした者は、10 万円以下の過料に処する。

附　則〔抄〕

　（施行期日）

第１条　この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。ただし、第２章、第６条（配

偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶者暴力相談支援センターに係

る部分に限る。）、第 27 条及び第 28 条の規定は、平成 14 年４月１日から施行する。

　（経過措置）

第２条　平成 14 年３月 31 日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して

相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件

に関する第 12 条第１項第４号並びに第 14 条第２項及び第３項の規定の適用については、これらの規

定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。

　（検討）

第３条　この法律の規定については、この法律の施行後３年を目途として、この法律の施行状況等を勘

案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附　則〔平成 16 年法律第 64 号〕
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　（施行期日）

第１条　この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。

　（経過措置）

第２条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（次項において「旧法」という。）第 10 条の規定による命令の申立てに係る同条の規定に

よる命令に関する事件については、なお従前の例による。

２　旧法第 10 条第２号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改

正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第 10 条第１

項第２号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があった場合にお

ける新法第 18 条第１項の規定の適用については、同項中「２月」とあるのは、「２週間」とする。

　（検討）

第３条　新法の規定については、この法律の施行後３年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検

討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附　則〔平成 19 年法律第 113 号〕〔抄〕

　（施行期日）

第１条　この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。

　（経過措置）

第２条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律第 10 条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、

なお従前の例による。

附　則〔平成 25 年法律第 72 号〕〔抄〕

　（施行期日）

１　この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。

附　則〔平成 26 年４月 23 日法律第 28 号〕〔抄〕

　（施行期日）

第１条　この法律は、平成 27 年４月１日から施行する。ただし、次の号に挙げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。

⑴　第１条中次世代育成支援対策推進法附則第２条第１項の改正規定並びに附則第４条第１項及び第

２項、第 14 条並びに第 19 条の規定　公布の日

⑵　第２条並びに附則第３条、第７条から第 10 条まで、第 12 条及び第 15 条から第 18 条までの規

定　平成 26 年 10 月１日

　（政令への委任）

第 19 条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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　（設置）

第１条　男女共同参画社会の実現に向けて、市民参加による制度づくりを推進するため、日置市男女共

同参画推進懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。

　（所掌事項）

第２条　懇話会の所掌事項は、次のとおりとする。

⑴　男女共同参画社会の基本的在り方及び制度化の検討並びに市長への提言に関すること。

⑵　男女共同参画推進の啓発に関すること。

⑶　前２号に掲げるもののほか、男女共同参画推進に関し必要な事項

　（組織）

第３条　懇話会は、委員 20 人以内をもって組織する。

２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

⑴　市の執行機関の委員

⑵　公共的団体の代表

⑶　学識経験者

⑷　20 歳以上の市民

⑸　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

３　前項第４号に掲げる委員は、公募により選考するものとし、その選考に関し必要な事項は、日置市

男女共同参画推進懇話会公募委員選考委員会設置規程（平成 18 年日置市訓令第 15 号）の定めるとこ

ろによる。

　（任期）

第４条　前条第２項に掲げる委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。

２　委員は、再任されることができる。

　（会長）

第５条　懇話会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２　会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

３　会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理

する。

　（会議）

第６条　懇話会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始

の日以後最初の会議は、市長が招集する。

日置市男女共同参画推進懇話会設置要綱

平成 17 年５月１日

告示第 22 号
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２　会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ、開くことができない。

３　会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

４　会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

５　議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

６　会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

　（庶務）

第７条　懇話会の庶務は、総務企画部地域づくり課において処理する。

　（その他）

第８条　この告示に定めるもののほか必要な事項は、懇話会が定める。

附　則

この告示は、平成 17 年５月１日から施行する。

附　則（平成 19 年４月 24 日告示第 68 号）

この告示は、平成 19 年５月１日から施行する。

附　則（平成 22 年３月 23 日告示第 37 号）

この告示は、平成 22 年４月１日から施行する。

附　則（平成 22 年 10 月 18 日告示第 116 号）

　（施行期日）

１　この告示は、平成 22 年 11 月１日から施行する。

　（任期の特例）

２　この告示の施行の際現に委員である者及びこの告示の施行の日以後平成 23 年３月 31 日までの間に

改正後の第４条第１項ただし書の規定により補欠の委員となった者の任期は、同項本文の規定にかか

わらず、同日までとする。

附　則（平成 27 年２月 26 日告示第 17 号）

この告示は、平成 27 年４月１日から施行する。

附　則（平成 29 年３月 31 日告示第 24 号）

この告示は、平成 29 年４月１日から施行する。








